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I．成果の概要  

課題名  3-1805 SDGs12.3 指標の提案に向けた食品ロスの実態の解明 

課題代表者名 山川 肇 （京都府立大学大学院 生命環境科学研究科 教授） 

重点課題  主：【重点課題⑨】３Ｒを推進する技術・社会システムの構築       

副：【重点課題②】持続可能な社会の実現に向けた価値観・ライフスタイルの変革 

行政要請研究テーマ（行政ニーズ）  非該当 

研究実施期間 平成30年度～令和２年度 

  

研究経費                                    （千円） 

  契約額 
実績額 

（前事業年度繰越分支出額含む） 

平成 30 年度 2,723 2,620 

令和元年度 6,832 6,463 

令和 2 年度 2,194 2,665 

合計額 11,749 11,748 

 

本研究のキーワード 家庭系食品廃棄物，家庭系食品ロス，家庭系食品廃棄物組成調査，SDGターゲ

ット12.3， Food Waste Index，手法開発, 実態把握 

 

研究体制 

（サブテーマ１）農村部の食品ロス廃棄実態の解明（京都府立大学） 

（サブテーマ２）都市部の食品ロス廃棄実態の解明（大正大学） 

（サブテーマ３）国内外レビュー・ワークショップ（帝京大学） 

 

研究協力機関 

ウィーン農業大学 廃棄物管理研究所、ボローニャ大学、サウザンプトン大学、チューネン研究所 
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１．はじめに（研究背景等） 

 現在、世界中で膨大な食品ロス(食べられずに処分された食品の可食部)が発生している。FAOの報告

によれば生産された食品の約1/3にあたる約13億トンが毎年食べられずに食品ロスとなっている1)。こ

れは廃棄物の量を増やすだけでなく、エネルギーや水等多くの資源を無駄にし、さまざまな環境へのイ

ンパクトを増やしている2)。こうした状況を受け、2015年には国連の持続可能な開発目標（SDGs）の

12.3において、2030年までに食品廃棄物/食品ロスを半減させるという目標も設定された3)。このよう

に食品ロス削減は世界的に大きな課題となっている。日本においても約600万トンの食品ロスが発生

し、事業活動から発生する量と家庭から発生する量はおよそ同程度と推定されている(2014年度推計

値)4)。 

 こうした中、日本政府も食品ロス削減国民運動(NO-FOODLOSSプロジェクト)などの啓発キャンペーンを

実施し、また食品リサイクル法で業種別に発生抑制目標を設定するなど、発生抑制に向けた政策に取組

んでいる5)。このような取り組みが有効に機能し評価されるためには、廃棄の実態を的確に把握し、そ

れに基づいて取り組むことが必要であり、また適切に指標化することが重要である。特にSDGsとの関係

から、食品ロスの指標については国際的な調整も必要となる。本研究を提案した当時、SDGsのターゲッ

ト12.3指標は検討中であったが、国際的な検討の場において日本の調査・研究が見当たらず6)、日本の

経験・研究が必ずしも活かされていなかった。 

 

【関連する国内外の研究動向】 

 家庭系の食品ロスについては、これまで京都市をはじめとする回収されたごみの食品ごみ組成調査

(収集ごみ組成調査)7,8)や食品ロス統計調査(農林水産省)等の自記式モニター調査9,10)などが行われてい

る。また国として食品ロスの推計値も公表されている4)。しかしながら、自記式モニター調査は収集ご

み組成調査の結果に対して過小な値を示しており、また国の推計値における可食部の割合も自記式モニ

ター調査に近く、過小評価の恐れがある、また海外の調査・研究との関係を意識した調査がないなどの

課題があった。 

 海外では英国のWaste & Resources Action Programme (WRAP)が収集ごみ組成調査を実施しており、

また各自治体の保有するデータも活用して国としての発生量を推計している11)。EUの食品ロスの削減プ

ロジェクトFUSIONSでは食品ロスの測定方法についてまとめており、家庭系の食品ロス調査方法として

は組成調査が最も精度が高いとしている12)。しかしながらFUSIONSでは日本等EU外の知見が踏まえられ

ていない。 

 

1) FAO (2011). Global food losses and food waste – Extent, causes and prevention. / 2) Institution of Mechanical Engineers 

(IMechE) (2013). Global Food: Waste Not, Want Not. IMechE. / 3) United Nations (UN). (2015). Transforming our world: 

The 2030 agenda for sustainable development. New York: United Nations. / 4) 農林水産省.食品廃棄物等の利用状況等

（平成26年度推計） ＜概念図＞. https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/food_loss/ 

conference/pdf/adjustments_index_10_170915_0007.pdf . / 5) 農林水産省(2014)「食品ロス削減に向けて～NO-

FOODLOSS PROJECTの推進～」, http://www.maff.go.jp/tokai/seisaku/new/shoku_san/zigyo/pdf/losgen.pdf / 6) “Food 

Losses and Food Waste – A global platform for experts and research”, 2017, https://www.global-flw-research.org/aktuelles/ / 

7) 京都市,「京都市の生ごみデータ」，http://sukkiri-kyoto.com/data / 8) 横浜市,「家庭から出る食品ロスの組成調

査結果について」, https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/gomi-recycle/ongen/data/seisakuchosei/ 

shokuloss2019.html 9) 農林水産省, 「食品ロス統計調査：世帯調査・外食産業調査」, 

http://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/syokuhin_loss/ / 10) 青森県立保健大学, 「鶴田町家庭系食品ロス実態調査事

業 」, 2014, http://www.town.tsuruta.lg.jp/info/document/shokuhinloss_tyousa.pdf / 11) WRAP. Household Food and Drink 

Waste in the United Kingdom 2012. 2013 https://wrap.org.uk/resources/report/household-food-and-drink-waste-united-

kingdom-2012# / 12) FUSION, Standard approach on quantitative techniques, https://www.eu-

fusions.org/index.php/download?download=2:standard-approach-on-quantitative-techniques (すべて2021/5/31 確認) 

 

２．研究開発目的 

 本研究では、国内の取組み・経験を整理し、SDGs 12.3の指標作成に向けて発信するとともに、国際

的な定義等と整合的な指標に基づいて、国内の食品ロスの実態を把握する方法を提案する。そして、国
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内・海外において把握可能でかつ有効な政策に結び付く「食品ロス」の定義を定め、その調査方法を設

計し、食品ロスの実態を明らかにすることを目的とする。 

 なお研究計画書には明記していなかったが、当初より食品ロスの中で大きなシェアを持つ家庭系食品

ロスを対象として研究計画を立て、研究を遂行してきた。 

 

３．研究目標 

 

全体目標 ・食品ロスの概念が明解で、分類作業が平易であり、有効な食品ロス削減の取

り組みに資する食品ロス組成調査の手法を開発し、その実施可能性を検証す

る。 

・SDGsターゲット12.3関係の国際会議に参加し、上記の成果を日本の家庭系食

品ロス排出実態調査の蓄積とともにUNEP担当者に説明して、以上を踏まえた

12.3指標への提案を行う。 

・先進国・新興国を含む10か国以上の食品ロスの行政担当者や研究者に対し

て、本研究で開発した食品ロス分類方法を共有するワークショップを実施し、

本研究成果の国際的適用可能性を検証する。 

・また上記の研究成果に基づき、「家庭系食品ロスの発生状況の把握のための

ごみ袋開袋調査手順書」（環境省）の改善案を環境省に提案するとともに、本

研究で開発した手法の普及に向けて食品ロス組成調査を実施する調査会社や自

治体への説明会を開催し、調査事例を5自治体以上に増やす。 

 

サブテーマ１ 農村部の食品ロス廃棄実態の解明 

サブテーマリーダー

/所属機関 
山川肇／京都府立大学 

目標 ・サブテーマ２で提案された手法を用いて、農村部で食品ロス組成調査を実施

し、その実施可能性を検証するとともに、農村部の食品ロスの特徴を示す。 

・サブテーマ２で構築された食品ロス組成調査手法に基づき、「家庭系食品ロ

スの発生状況の把握のためのごみ袋開袋調査手順書」（環境省）の改善案を環

境省に提案する。 

・本研究で開発した手法の普及に向けて食品ロス組成調査を実施する調査会社

や自治体への説明会を開催し、調査事例を5自治体以上に増やす。 

  

サブテーマ２ 都市部の食品ロス廃棄実態の解明 

サブテーマリーダー

/所属機関 
岡山朋子／大正大学 

目標 ・サブテーマ１・３のレビューやサブテーマ１・２の都市部・農村部の予備調

査を踏まえて、食品ロスの概念が明解で、分類作業が平易であり、有効な食品

ロス削減の取り組みに資する食品ロス組成調査の手法を開発し、マニュアルを

作成する。 

・提案した手法を用いて、都市部で食品ロス組成調査を実施し、その実施可能

性を検証するとともに、都市部の食品ロスの特徴を示す。 

  

サブテーマ３ 国内外レビュー・ワークショップ 

サブテーマリーダー

/所属機関 
渡辺浩平／帝京大学 

目標 ・SDGsターゲット12.3関係の国際会議に参加し、サブテーマ２で構築された食

品ロス組成調査手法やこれまでの日本の蓄積等についてUNEP担当者に説明し
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て、研究成果を踏まえた12.3指標への提案を行う。 

・先進国・新興国を含む10か国以上の食品ロスの行政担当者や研究者に対し

て、本研究で開発した食品ロス分類方法を共有するワークショップを実施し、

本研究成果の国際的適用可能性を検証する。 

 

４．研究開発内容 

 研究方法の概要を図0.1に示す。なお本研究は異なる大学に所属する３名の研究者による共同研究で

あるため、当時のERCAからの要請により研究機関数にあわせて、やや強引に３つのサブテーマに分け

た。そのため研究の流れにおいて、各サブテーマが交錯する形になっている点、ご了承願いたい。 

(1) 国内外の既存調査、定義・調査手法の把握（サブテーマ３） 

 国内外の食品廃棄物の定義・測定・組成分析に関する文献をレビューし、論点を整理した。横浜市

(2018年8月20日)、青森県・鶴田町(9月7日）、松本市(11月2日)などに、組成調査についての聞き取り

を行った。またオーストリア、イタリアの食品ごみの写真を研究協力機関から入手した。以上を踏まえ

て、食品ロスの発生抑制を進める上で有効で、かつ分類がわかりやすく、手間の少ない分類方式につい

て考察した。なお分類方式の具体的な設計については、サブテーマ２で行った。 

(2) 家庭系食品廃棄物の組成調査手法の提案と予備調査（サブテーマ２・１） 

 サブテーマ２における細組成調査を7月に実施するに際して、すべてのサブテーマの研究者が一体と

なって食品ロスの定義と分類の設定を行った。そしてこれを用いて予備調査を実施した。都市部の調査

は東京都Ｘ区の協力を得て、2018年7月10日（サンプル：70kg）と12月11日（サンプル：82kg）の2回、

実施した。調査員は事業委託したコンサルタント会社の３名、共同研究者に加えて、大正大学岡山朋子

ゼミの3・4年生であり、組成調査に不慣れな学生でも実施可能かどうかを検討した。農村部の調査は、

京都府精華町の協力を得て、2018年12月に実施した（サンプル：306kg）。農村部調査では、従来の調

査法との比較、過剰除去の詳細、包装重量の影響等について検討した。また調査地区で実施する質問紙

調査票の設計も進めた。以上の予備調査を踏まえて、調査マニュアルを日本語・英語で完成させた。 

(3) 国内外の専門家との食品廃棄物組成調査・ワークショップ（サブテーマ３・２・１） 

 2019年8月8日、オーストリアの食品廃棄物の専門家と共同で東京都Ｘ区のごみを対象として食品廃棄

物の組成調査を実施した（サンプル量：集合住宅地区77kg、戸建住宅地区54kg）。また8月6日から8日

にかけて提案する分類方式に関する議論を行った。なお当初、英国からも参加の予定であったが、協力

図0.1 研究内容・方法の概要 

研究方法の概要
1. 国内外の既存調査、
定義・調査手法の把握

2.家庭系食品廃棄物の分類調査
⇒手法の提案と実施可能性の検討

都市部（サブテーマ2）・
農村部（サブテーマ1）で予備調査
→評価・改善

3.国内外の専門家の参加の下で
食品廃棄物分類調査・ワークショップ
→評価・改善

4.食品廃棄物分類調査の実施
可能性の検証（サブテーマ1・2）

サブテーマ3-1：国内外レビュー

サブテーマ3-2：
情報発信・WS

b.SDGsターゲット12.3関係国際会議等で日本の蓄
積・本研究の成果をUNEP担当者に発信・提案 a.家庭系食品ロ

ス組成調査手法
の開発・実施
可能性検証

d-2.本手法の自治

体・調査会社への
説明会の開催

c.10カ国以上の食品ロ

ス担当者・研究者と本手
法を共有するワーク
ショップの実施・国際的
適用可能性を検証

d-1.手順書改善案
を環境省に提案

d-3.５自治体以上
の調査事例

SDGs12.3に対する日本のプレゼンスに貢献

（環境省の食品ロス実態調査支援事業

と連携して）国際的な食品ロスの
定義と整合的な指標に基づき
日本の食品ロスの実態把握に貢献

サブテーマ3-2： 情報発信・WS
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機関の参加予定者と日程調整がつかず、イタリアからの参加者は直前のトラブルにより来日できず、オ

ンライン参加となった。結果的に来日はオーストリアのみとなった。 

 2019年8月9日、海外の専門家とともに成果発表会を開催し、国内の研究者、環境省担当者、食品廃棄

物調査の経験を有する自治体担当者、コンサルタントなどとともに意見交換を行った（参加者33名）

（d-2）。 

 以上の結果を踏まえて、さらに手法の改善を行い、最終的な手法を完成させた。なお補足的に可食・

不可食の国民意識調査も行った。完成版の手法についても日本語・英語によるマニュアルを作成した。 

(4) 提案する組成調査手法の実施可能性の検証：本調査（サブテーマ１・２） 

 完成させた手法に基づいて2019年12月14日に京都府精華町にて農村部のごみ組成調査を実施（サンプ

ル300kg）、実行可能であることを確認した。都市部については、2021年1月22日東京都世田谷区にて可

燃ごみ組成調査を実施（サンプル量：集合住宅地区258kg、戸建住宅地区259kg）、都市部でも実行可能

であることを確認した。当初、都市部の確認の予定はなかったが、コロナ禍により海外渡航が制限され

予算に余裕が生じたことから、POの許可を得て都市部においても本調査を実施することになった。 

 さらに手法の改善によりパッケージの有無を判断に用いることになったことから、通常、パッケージ

が外される分別生ごみにおける実施可能性を確認する必要が生じた。そこで追加的に2020年3月23日に

山形県長井市の生ごみ分別地区の分別生ごみと可燃ごみを対象として新方式の組成調査を実施し、その

実行可能性を確認した。また質問紙調査を2021年3月に実施した。 

 なおこれら本研究予算で実施した組成調査のほかに、埼玉県川口市（2019年8月）、東京都小金井市

（2019年6月）、東京都小平市（2021年2月）においても、地域の計画立案のためのごみ組成調査の際に

本研究会が提案した手法が採用されたため、あわせて7自治体で本調査手法による調査事例を達成した

（d-3)。 

(5) 提案する組成調査手法の国際的適用可能性の検証：写真を用いた模擬組成調査ワークショップ（サ

ブテーマ３） 

 提案する組成調査手法の国際的適用可能性を検証するため、文化的背景が異なる世界の人々が集まる

場で、写真を用いた模擬組成調査ワークショップを行った。これまでの組成調査やオーストリアの調査

の写真などから典型例と迷うもの約35品目を選定、これをグループに分かれて本研究が提案する手法に

基づいて分類してもらった。そして手法の考え方の理解の状況、および判断のばらつきの状況を確認し

た。食品廃棄物の研究者や行政担当者を対象としたワークショップは、廃棄物分野の国際学会である

Sardinia 2019（2019年10月、オーストリア、ドイツ、英国、デンマーク等の研究者が参加），および

International Workshop on Food Loss and Waste Prevention targeting Southeast and East Asian 

region（MAFF, UN Environment, FAO, Thünen Institute 共催)（2019年10月、タイ、マカオ、中国、

台湾、インドネシア、シンガポール、ドイツ、日本等の研究者、行政担当者等が参加） で複数のグル

ープに分かれて実施した。さらに慶應義塾大学，中央大学，ケンブリッジ大学の留学生を対象としても

実施した。 
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５．研究成果  

５－１．成果の概要 

(1) food waste/lossの定義と指標をめぐる議論とFood Waste Index（サブテーマ３） 

 SDG12.3 に限らず、food loss と food waste の定義や境界が国や機関等で異なっている問題はしばし

ば指摘されてきたが、さまざまな主体による定義のなかで主な違いは、可食部に加えて不可食部を含む

のかどうかと、「行き先」を問題にするか（有効利用

等されたものを廃棄と見なすか見なさないか)である 1)

（表 3.1）。私達の研究グループは可食部に限定し、有

効利用等されたものも food waste とみなすべきと考え

る。これは 1)発生抑制を最優先とする廃棄物取組の

「優先順位」、2)廃棄物の 3R 全般については

SDG12.5 で充当、3)可食部を無駄なく食べることに焦

点を当てる方が賛同を得やすい、4)SDG2 において世

界的に適正な食料供給が求められている、5)測定可能（日本等で実施）、等を考慮した結果である。 

SDGsのターゲット12.3の指標は、小売より上流と小売りを含む下流とに分かれるが、このうち小

売・消費段階の指標であるFood Waste Indexは前述の問題もあり手法が確立せず、長らくTier IIIとさ

れていた。しかし2019年12月にTier II、すなわち「指標の概念が明確、かつ手法や基準を設定してあ

るが、定期的なデータ公表に至っていない指標」となった2)。対象は基本的には不可食部も含むものと

なったが、可能であれば可食・不可食を分ける方が望ましいとされた。またfood wasteの行き先には、

リサイクルのうち飼料化、マテリアル化は含まれないこととなり、これらはfood wasteの削減とみなさ

れることとなった。一方、たい肥化やバイオガス化はfood wasteの削減とはみなされない3)。またレベ

ル分けが提案され、Level１は都市ごみ量に地域ごとに推定されるfood wasteの割合をかけてモデルで

求めるもので、Level２は小売、外食、家庭等の各ステージにおけるfood wasteのデータを集めて求め

るものとされた。このLevel 2が基本的な指標として推奨されている。Level 3は、食品廃棄物の発生抑

制施策・取り組みに情報を提供するための追加的指標とされ、ここに可食・不可食を分けた値、行き先

を分けた値などが位置づけられた4)。 

本研究で提案する分類手法をFood Waste Indexに位置づけると、家庭ステージの食品廃棄物につい

て、可食・不可食を分類し、さらに廃棄物の発生抑制施策・取り組みに資する情報を提供できる指標と

その測定手法の提案と位置づけられる。しかしながら、発生抑制施策のためのさらなる分類としては食

品の種類別分類に言及されるにとどまり、日本で採用されている発生要因別分類については触れられな

かった。そこで次に発生抑制に資する細分類の考え方について検討する。 

(2) 発生抑制に資する食品ロスの細分類（サブテーマ３） 

家庭から排出される食品ロスの分類方式はこれま

でにも提案がある(表3.2）。日本では、京都市と京

都大学が食品ロスの発生要因（「手つかず食品」と

「食べ残し」）に基づく分類方式を提案し、1980年

代から長年にわたって家庭系生ごみの細組成調査を

行ってきた5)。また農林水産省は、モニター調査手

法を用いた食品ロス統計において、「直接廃棄」

（「手つかず食品」に相当）、「食べ残し」に加え

て、「過剰除去」を加えた3分類を提案した6)。現在の国の食品ロスの細分類はこの3分類が採用されて

いる7)。このような発生要因に基づく分類方式は、その発生抑制行動に容易に結びつけることができ、

発生抑制促進に資する方法として有用である。最近、海外で行われた研究にも、類似の分類法が採用さ

れているものがある。ライフサイクルステージ別8)や消費状況別9)など、基準の名称は異なるものの、

分類基準 分類例

発生要因 手つかず食品／直接廃棄、食べ残し、等

（ライフサイクルステージや消費状態を分
類基準とするものにも、類似の分類あり）

食品の種類
飲料、生鮮野菜、パン類、食事(自家製・
できあい商品)、等

食品の調理状態
生、家で調理、できあい商品、料理された
状態（自宅かできあいか不明）、等

表3.2 食品ロスの分類基準と分類例 

FAO
2017

FUSIONS
2014

EU
2019

Chanpions12.3
2017

可食・
非可食

可食の
み

非可食含む
非可食
含む

非可食含む
（ただし分けら
れるなら、半
減目標は可食
部に適用した
方がよいとも）

行き先 すべて
飼料化・マテリ
アル化を除く

飼料化
を除く

飼料化・マテリ
アル化を除く

表3.1 主な国際機関等のfood wasteの定義例 
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食べ残し、丸ごと残った未利用食品、一部消費された未利用食品などの分類を見出すことができる。 

一方、WRAPは食品の種類を分類の基準としており、2012年には食品廃棄物を15のグループに分類

し、さらに150の食品タイプに細分化している10)。食品の種類による分類はUNEP報告書でも言及された

方法である4)。ステーキなどの単一食材からの食品廃棄物は、それぞれの食材に基づいて分類されてい

るが、それ以外の多くの料理は複数の食材の混合物であり、「手作り料理/調理済み食品」に分類され

ている。 

またWRAPは、「生鮮食品または最小限の処理をされた食品」、「手作り料理/調理済み食品」、「購

入後すぐに消費可能な食品」など、食品の調理状態に基づく分類を導入した10)。この分類は、販売時の

食品の状態と廃棄時の調理の状態を組み合わせたものと考えられる。 

以上のように、食品ロスの細分類の分類方式にはいくつかのタイプが考えられるが、家庭系食品ロ

スに対する発生抑制施策に必要な情報を提供するためには、どのような分類方法が適しているのであろ

うか。ここでは、次の3つの基準を提案する。 

(1) 発生抑制のための目標行動や政策を提案するのに役立つものであること 

(2）カテゴリーの概念が明確で理解しやすいこと 

(3) 実用的で、食品廃棄の状況を分析する作業を過度に複雑化しないものであること 

第1の基準は調査そのものの目的である。第2の基準は、容易に分類するために必要なもので、誤解

による誤差を減らすことが期待され、第3の基準とともに普及のために必要なものである。 

発生要因による分類は、発生抑制行動との関係がわかりやすいため、政策効果の指標として感度が

高いことが期待される。食品の調理状態による分類も同様の特徴がある。しかし、特に家庭で調理を行

う家庭が多い場合は、調理済みの食品を状態ごとに細かく分類することは困難だと考えられる。したが

って基準（2）と（3）を考慮すると発生要因による分類の方がより基準を満たしていると考えられる。 

食品の種類による分類は、シェアの大きい対象食品を明らかにするには有効だが、食べ残しとして

廃棄される多様な食品の混在を分類することは困難である。これを食べ残しとしてまとめるのであれ

ば、基準(3)を考慮して、食品ロスをまず発生要因別に2～3種類に分類し、さらに可能であれば食品の

種類別に小分類するという段階的なアプローチを採用する方が望ましいと考える。 

(3) 日本の家庭系食品廃棄物の分類項目と課題（サブテーマ３） 

日本政府は家庭系食品廃棄物を、まず「本来食べられるにも関わらず、ごみとして廃棄されたも

の」である食品ロス（可食部）とそれ以外の不可食部に分け、さらに食品ロスを発生要因によって「直

接廃棄（手付かず食品）」、「食べ残し」、「過剰除去」の3項目に分類している7)（図3.1）。しかし

ながら自治体により各分類項目の測定方法に違

いがあるという課題があった。そこで環境省は

「家庭系食品ロスの発生状況の把握のためのご

み袋開袋調査手順書」（以下、手順書）を発行

したが、この手順書の分類（表3.3）にもなお課

題がある。本研究ではこの課題を明らかにし、

その解決のための新たな分類手法を提案した。

本節では課題を整理し、次節でその解決の方向

性を踏まえた新たな分類手法を提示する。 

課題の１つは「過剰除去」の取り扱いであ

る。「過剰除去」とは、「不可食部分を除去す

る際に過剰に除去された可食部分」とされてい

る（図3.1）。食品ロス量をバイアスの少ない方

法で推定する上では組成調査によることが望ま

しい11)が、「過剰除去」については過剰性の判断が困難で、また不可食部と可食部が一体となった野菜

の皮のうち、可食部の過剰部分のみの重量を測定することはほぼ不可能であるため、ほとんど組成調査

家庭系食品ロスの発生状況の把握のためのごみ袋開袋調査手順書

（令和元年５月版）より作成 

図3.1 日本の家庭系食品廃棄物の分類 
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において測定されていない。国の推計も数データのみに基づく12)。この手順書においても調理くず（不

可食部）に含めてよいとしており、この問題が解決されていない。 

本研究ではまず第一に、食品ロスから「過剰除去」を除くことを提案した。理由は主に２つある。

１つは、調理くずに含まれる「過剰除去」は、捨てた本人としては何らかの理由で食べないところ、食

べたくないところとして捨てたものであり、それ

を食べることを求めるのは人々にとって受け入れ

にくいと考えたからである。もう１つは適切に測

定できないものを政策目標の指標としない方がよ

いと考えたことによる。 

一方、食品廃棄物のうち可食部を把握すること

は、潜在的な削減可能性を知る上で一定の有用性

もある。特に野菜の皮などを食べきる料理などに

より食品廃棄物を削減しようとする場合は削減タ

ーゲットとなるため、把握する必要が生じる。そ

こで本研究では、「過剰除去」から「過剰性」を

除く概念として「物理的可食」を提案し、これを

組成調査の分類項目として提案した。英国の

WRAP（Waste and Resources Action Programme）は、従来、「物理的可食」に近い概念である「潜

在可避（possibly avoidable）」を分類項目として採用していたが、近年はこれを質問紙調査によって

可食か不可食かにわけた13)。しかしながら「物理的可食」は排出者からみると「調理くず」の一部であ

り、その発生要因と対策行動は、「直接廃棄（手付かず食品）」とは異なると考えられる。従って、発

生要因に基づく分類では、「直接廃棄（手付かず食品）」とは区別することが望ましいと考えた。具体

的な測定の考え方については、後で述べる。 

手順書の課題の２つめとして、分類項目間の境界線の説明が挙げられる。「直接廃棄（手付かず食

品）」と「食べ残し」の境界線、「直接廃棄（手付かず食品）」と「調理くず」の境界線等について、

調査現場で使用可能な考え方を示す必要がある。 

３つめとして、直接廃棄（手付かず食品）」を100％、50～100％、50％未満に分類することで実施

困難性を増加させていることがある。現場では元の100％の状態を特定できない場合もしばしばある。 

4つめとして、いくつかの分類項目の名称の課題がある。「直接廃棄（手付かず食品）」の意味がわ

かりにくく、また「調理くず」は、食べた後に捨てる「とうもろこしの芯」や「しじみの貝殻」のよう

な食品廃棄物が含まれないような誤解を与える可能性がある。 

(4) 家庭系食品廃棄物の分

類方式の提案（サブテーマ

２） 

 本研究では、家庭から排

出される食品廃棄物のう

ち、「食べられるのに食べ

られずに廃棄された食品」

である食品ロスを「A. 未

利用食材」（使っていな

い・使い残しの未利用の食

材）と「B. 未利用調理済

み食品」（食卓にあがって

いない未食の調理済み食

品）と「C. 食べ残し」を

分類 概要

①調理くず 調理過程から排出された不可食部

過剰除去 含む

②直接廃棄 ②-1　100％残存

　（手付かず 　　購入後 全く手が付けられずに　捨てられたもの

　　食品） ②-2　50％以上残存

　　購入後　ほとんど手が付けられずに　捨てられたもの。
　　概ね50％以上の原形を残すもの。

②-3　50％未満残存

　　購入後 一定程度手がつけられて　捨てられたもの。
　　概ね50％未満の原形を残すもの。

③食べ残し 調理され又は生のまま食卓にのぼったもの

④その他 生ごみとともに排出され易く、上記に分類されないもの

家庭系食品ロスの発生状況の把握のためのごみ袋開袋調査手順書

（令和元年５月版）より作成 

表3.3 環境省手順書における分類 

図2.1 家庭内での食品フローと食品廃棄物排出プロセス 
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あわせたものと定義した。 

 図2.1に、食品が購入されるなどして家庭に投入されてから最終的に捨てられるまでのフローを示

す。このフローに従って、廃棄される食品の分類コンセプトを説明する。 

(4)-1 家庭から廃棄される食品の基本分類 

 家庭に投入される食品は、食材と調理済み食品の2種類に分類できる。このうち食材とは食卓で食べ

るに当たって何らかの調理に係ることが基本的に想定される食品である。生鮮食品のみでなく、肉・魚

介系の加工品といった日配（デイリー）食品や調味料、また冷凍食品などでもミックスベジタブルのよ

うなものは食材となる。一方、調理済み食品とは、食べる直前まで準備された、あるいはそのまま食べ

るだけの食品・調理済みの食品である。惣菜類や菓子パン、菓子類などのほか、サバ味噌煮缶やカップ

麺など食べる直前まで調理されているドライ食品も調理済み食品とする。 

 本研究では上記の2分類を踏まえて、家庭から廃棄される食品を図2.1のように大きく4つに分類して

いる。それぞれの定義と説明、他の分類項目との違いなどを以下、説明する。 

1) 未利用食材A 

A.未利用食材は、使っていない・使い残しの未利用の食材とする。生鮮食品のほか、加工食品のうち

調理済み食品に該当しないものも未利用食材となる。一部使用されているがまだ料理に使える程度に残

っている野菜なども該当する。食材の廃棄物のうち、後で述べるD.意図的除去部に該当しないものは

A.未利用食材である。 

2) 未利用調理済み食品B 

B.未利用調理済み食品は、食卓にあがっていない未食の調理済み食品とする。調理済み食品が1つ丸

ごと廃棄されたり、あるいは一部使用された調理済み食品の残りがパッケージに入った状態で廃棄され

たものなどが該当する。ただし次のC.食べ残しに該当するものは除く。食卓にあがって一部食べられた

か否かがC.食べ残しとの境界線となるが、食卓にあがったか否かの判断は現場では難しいため、パッケ

ージに入っておらず、途中まで食べられたものは、原則として食卓にあがったものとみなす。廃棄され

た調理済み食品のうち、C.食べ残し、D.意図的除去部に該当しないものが未利用調理済み食品であ

る。 

未利用食品をAとBに分けたのは、未利用食材の発生抑制のためには計画的購入と計画的調理など、未

利用調理済み食品とは異なる要因が影響すると考えたからである。またこのように分けることで食材の

ままでは食べ残しにはならないことが明確化され、食材を食べ残しに誤って分類することを抑制できる

と考えたからである。 

3) 食べ残しC 

一度食卓にあがったあと、一部食べ残されて捨てられたとみなせる調理済み食品とする。かじった跡

のあるアンパン、パッケージに入っていないカレーライスなど。原則は一部食べられたもので、パッケ

ージに入っていないものであるが、食器として用いる(容器から直に食べる)ことが想定されている容器

(弁当、プリンの容器など)に一部残っているものも例外的に該当する。 

4) 意図的除去部(不食部)D 

食品の廃棄物のうち、普通あまり食べないところとして意図的に除去されたとみなせるものを、D.意

図的除去部（不食部）とした。D.意図的除去部は、調理の段階で発生する調理くずや、食事が終わっ

た段階で発生するあさりの貝殻やトウモロコシの芯などが該当する。必ずしもいわゆる「調理くず」だ

けではない。調査の現場では、剥かれた皮、切除された端・芯、残された骨・貝殻など、殆どのものは

外見で容易に判断できる。まれに切除された端・芯について判断に迷うものがあるが、再度食材として

使用する程度に残されていればA.未利用食材、そうでなければD.意図的除去部とすることでほぼ問題

なく分類可能である。 



 

10 

3-1805 

(4)-2 食品廃棄物の細分類項目 

 本研究では、これら基本分類を更に細分類する項目を設定するとともに分類のレベルを設定した。そ

の内容を表2.1に示す。 

 このうち、(3)で述べた「過剰除去」の問題に対応して設定した細分類が「De.物理的可食」である。

De.物理的可食は、意図的除去部（不食部）のうち、食べる場合もあるものとした。ただしUNEP4)も

指摘されているように、可食・非可食の境界は文化的な差異に加えて、状況による違いなどさまざまな

変動要因がある。そのため、食べ物の種類に応じて類型的に捉えた上で、量的に影響の大きな例外の

み、例外的な分類を行うこととした（例えばリンゴの皮、トウモロコシの芯など）。可食・非可食の判

断の際には日本食品標準成分表の廃棄部位を参考とした。具体的には物理的可食は野菜くず、肉の脂、

鶏・魚の皮、植物油、パンの耳など、非可食は果物くず、骨、種、貝殻、卵の殻、茶殻・コーヒー殻な

どとした。 

 またE分類不能の分類を設けた。従来、細かい残渣等の混合物で分類できない食品ごみなどが、自治

体により食べ残しに入れられたり調理くずに入れられたりしていたことが自治体・調査会社を交えた意

見交換の場で明らかになっている。本研究ではこれを明示的に分離することで、このような誤差要因を

解消する。Eを従来通りの方法で合算すれば従来の調査結果との連続性も担保できる。 

 またA2wfは農村

地区でときどき見

られる多量の自家

栽培農作物を分類

して把握するため

の項目である。自

家栽培農作物の廃

棄が多い場合は、

対策の立て方も通

常の未利用食材と

は異なる。こうし

たことから独立し

た項目として導入

した。 

 なお調査の目的

や制約条件等に応

じて詳細度を選ぶ

ことができるよ

う、本手法では表

2.1にあるようにレ

ベルシステムを導

入した。具体的に

は食品ロスとそれ

以外の2分類とする

レベル1、国の主要

3分類に対応するレ

ベル2、本研究の主

要4分類に対応する

レベル3、「De.物理的可食」と「Di.非可食」以外のすべての細分類を実施するレベル4、そしてすべて

の細分類を実施するレベル5と5段階の導入レベルを設定した。これにより調査目的や制約条件に応じて

分類の詳細度を選べるようにしつつ、比較・統合の可能性は一定担保できると考えられる。 

1 2 3 4 5

パッケージに入っていて未開封の食材

パッケージがないか開封済みで、丸ごと残ってい
る食材
不揃い、枝付きなど自家栽培と見られ、また１つ
のごみ袋に同じ種類のものが多数入っていた農
産物

一部利用された使い残しの食材

パッケージに入っていて未開封の調理済み食品
個包装が未開封のものを含む

パッケージのない丸ごと調理済み食品、および
パッケージに入って一部残った調理済み食品。
ラップに包まれたご飯等を含む。
ただし弁当がらなど明らかな食べ残しはパッケー
ジに入っていても食べ残し。

パッケージに入っていて未開封の飲料

原則としてパッケージに入っておらず、一部食べ
て捨てられた調理済み食品。飲料を除く。
ただし弁当がらなど明らかな食べ残しはパッケー
ジに入っていても食べ残し。

開封済みの飲み残し飲料

De 物理的
可食

意図的除去部のうち食べる場合もあるもの。
野菜くず、肉の脂、魚の皮、植物油、パンのみみ、
出汁昆布など。
ただし、とうもろこしの芯など野菜くずでも明らかに
通常食べられず、量的に影響する可能性のある
ものは非可食。

Di 非可食

意図的除去部のうち通常食べられないもの。
果物くず、種、骨、卵の殻、貝殻、コーヒー殻、袋
に入った出し殻など。
ただし、リンゴの皮など明らかに食べられて、量的
に影響する可能性のあるものは物理的可食。

E 分類不能

非常に細かい食品廃棄物あるいは食品以外の廃
棄物との混合物で、何が主なものかもわからず、
それ以上分類作業が難しいもの。
排水口ネットごみのうち、分けられるものを除いた
後のごみなど。

レベル
分類時の考え方

食
品
廃
棄
物

食品ロス

A/B 未
利用食品

A 未利用
食材

A1 未開封食材

A2w 丸ごと食材

A2wf 自家栽培農産物

食品ロス
以外

D 意図的除去部

E 分類不能

A2p 一部食材

B 未利用
調理済み

食品

B1 未開封の
調理済み食品

B2 開封済みの
未利用

調理済み食品

B' 未開封飲料

C 食べ残し
C 食べ残し

C' 飲み残し

表2.1 食品ロスと非食品ロスの細分類項目とレベル及び細分類の説明 

※アルファベット及び分類の色の系統は図2.1に則っている 
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以上述べた本研究で開発した手法を「Tokyo Method」と呼ぶものとする。 

(4)-3 本研究で提案する手法の食品ロス削減への貢献 

 食品ロス削減に向けて市民の行動を変えるための施策を考える上ではターゲット行動を明確にする必

要がある。「コミュニティ基点型のソーシャル・マーケティング」(Community-Based Social 

Marketing) ではターゲット行動の選択にあたり、①影響の大きさ (Impact)、②普及度 

(Penetration)、③普及可能性 (Probability) の 3 つを総合的に考慮することを提案している14)。 

 本研究では、このうちターゲット行動候補の影響の大きさの指標としてTokyo Methodによって得られ

た組成データを用いることを想定している。ターゲット行動候補の普及度と普及可能性（受容可能性）

については合わせて実施する質問紙調査や既存調査を活用する。 

 図0.2に本調査から得られる基本４分類をベースとして、その削減に寄与できるターゲット行動の候

補例を示す。あわせて、その行動促進に寄与し得る小売・製造企業の取り組みも挙げている。細い矢印

は、各削減行動と関係するプロセスを示している。 

 買い過ぎや作り過ぎの防止はライフスタイルとも深く関わる部分であり、行政からの働きかけで変え

るのは難しい側面があるが、知識・コツ等を伝えることで変えられる可能性のある行動については、行

政の普及啓発施策に効果が期待できると考えて、ゴシックで示している。一方、購入行動については小

売・製造段階の対策に効果が期待できると考え、小売・製造対策から点線で矢印を引いている。また、

冷蔵庫の奥に入っていて見えなかったり、忘れたりすることが原因で発生する食品ロスについては、

AIやIoT等のICT技術の導入効果が期待できると考えて下線で示した。これらの行動・対策の効果につ

いては現状では仮説であり、その検証は本研究の範囲外であるが今後の研究課題としたい。 

 本手法の基本的な特徴は、各分類項目の定義と境界線を明確にすることで測定しようとするものをよ

り的確に測定し、ターゲット行動の削減ポテンシャルや削減効果のフォローアップをより適切にできる

ようになることである。 

 その上で、本手法に特徴的な分類項目との関係を述べれば、 

① 未利用食品（手付かず食品）を食材と調理済み食品に分けることで、中食の増減による食品ロス組

成の変化にも対応して、未利用食品の対策行動をより具体的に検討できる 

図0.2 提案する分類項目と発生抑制行動等との関係 

A

食材(料理の素材)

A 食材ロス対策

・使い切れる量を入手
（自家栽培農作物も食
べ切れる量を意識）
・使い忘れ防止＝現在
保管している食材の把
握・管理＝冷蔵庫整理

など
・傷みやすいものから
使用＝食材特性理解

・賞味期限理解

・使いきれない量は
保存の工夫

そのまま食べられる調理済み食品

キッチン：調理

B調理済み食品ロス対策

・買いすぎない
・賞味期限は使用期限では

ないことを理解

・その料理の特性の理解

・計画的にローリングス
トック

B
料理D

家庭への投入：購入、もらうなど

スーパー・生協など小
売・自家栽培など

小売・飲食店・宅配
お土産など

B

食卓：調理済み食品・料理品

C

C食べ残し対策

・作り過ぎない
・食べ残しは保存
⇒火を入れて次の食事で再
登板
⇒リメイク料理

D
De 物理的可食部

・野菜の皮なども食
べる料理の工夫
＝エコクッキング

小売・製造の対策：少量販売・少量入製品、まとめて値引きしない、わかりやすい期限表示等
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② 未利用食材の中でも自家栽培農作物を特出しすることで、農業や家庭菜園が盛んな地域において、

自家栽培農作物と購入した食材を分けてターゲット行動の削減ポテンシャルを検討できる 

③ 本研究では削減の優先順位は低いものの、野菜の皮や端なども食べきるエコ・クッキング促進を実

施する場合には、その削減ポテンシャルや削減効果のフォローアップが定量的に可能になる 

④ 分類不能を設けることで、本手法を採用している他自治体のデータとの比較可能性が向上し、より

適切に他自治体の施策事例等を参照できる 

などが挙げられる。 

(5) 家庭系食品廃棄物の実態（サブテーマ１・２） 

 本研究プロジェクトで行った東京都の世田谷区、X区、京都府精華町、山形県長井市と自治体等の協

力を得て実施した小金井市、小平市、埼玉県川口市の調査結果を図2.5、表2.4に示した。なお最終的に

提示している手法により実施した調査は、2019年12月の京都府精華町調査以降となる。 

 

図2.5 細組成調査事例ごとの食品廃棄物中の食品ロス・非食品ロス分類内訳 

 

 初めに主要4分類項目を比較したところ、全体として未利用食品の中ではA.未利用食材の割合が大き

く、B.未利用調理済み食品の割合は小さい傾向にあった。従って一般的には未利用食品の中では、未利 

用食材に重点を置いた削減施策が重要だと考えられる。 

 「過剰除去」の代替指標として本研究で提案している「De.物理的可食」の可食部（食品ロス＋物理 

的可食）中の割合は、分別生ごみ、De.物理的可食を測定していない小平市、Eが多い小金井家族集合

を除くと、16.5～45.7%で平均31.0％となった。国による食品ロスの推計では、可食部中の過剰除去の

割合は23.8～32.6%で平均30.0%となっており12)、可食部中の割合は国の過剰除去の割合と同程度とな

った。過剰除去は概ね物理的可食の一部である。国の過剰除去推計に用いたデータ数は以前は本研究の

調査数よりも少なく、国の食品ロス中の過剰除去の割合は過大推計になっている可能性がある。 

 都市部と農村部を比較すると、東京都23区内にある世田谷区と、農村地区である精華町、長井市

（可燃ごみ中の食品廃棄物）とで、それほど大きな差異は見られなかった。事例が少ないため確かなこ

とは言えないものの、日本においては都市部でも農村部でも基本的に食品はスーパーに買いに行って自

宅で作るというライフスタイルが多いため、都市部・農村部の違いはあまり見られない可能性がある。 
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表2.4 細組成調査事例ごとの食品廃棄物中の食品ロス・非食品ロス分類内訳 

 

 ただしA2wf自家栽培農作物については、精華町と長井市、川口市、小平市で見られる一方、東京都

23区内での調査では全く確認されなかった。川口市や小平市は東京の近郊都市であるが農業も盛んに

行われているため、小平市と川口市においても自家栽培野菜が確認できたと考えられる。このように自

家栽培農作物の発生は地域的に農業が行われている自治体の食品ロスの特徴であると指摘できる。 

(6) Tokyo Methodの実施可能性と妥当性（サブテーマ１・２） 

(5)-1で示したように、全7自治体でTokyo Methodを用いた家庭系食品廃棄物の組成調査を特に問題

なく実施しており、Tokyo Methodが実際に実施可能であることが確認された。また山形県長井市の生ご

み分別地区でTokyo Methodを用いた調査を実施し、パッケージが外された分別生ごみにも適用可能かど

うかを検討した。その結果、実際にパッケージに入った食品は出されておらず、結果的に調理済み食品

のうち、B.未利用調理済み食品が少なくC.食べ残しが相対的に多い結果となったが、それ以外について

は特に問題なかった。上記の点を踏まえた解釈を行えば十分適用可能だと考えられた。 

またいくつかの調査では、初めてごみ組成調査を実施する学生スタッフの参加もあったが、あらか

じめ簡単な説明を行い、調査の際に不明なことは確認するように伝えておくことで、特に問題なく実施

できた。こうしたことから、分類項目も十分理解しやすいものになっていると考えられる。 

一方、妥当性の向上のため、各分類項目の概念を適切に測定できるように設定するとともに、でき

る限り現場での判断に用いることができる分類間の境界線の考え方を示している。 

データの質については、同じ地区で同じ季節に2回分析を行った京都府精華町の2018年と2019年の調

査結果を比較すると（図2.5）、2回の調査で分類方法を変更したB.未利用調理済み食品とC.食べ残しの

割合以外は概ね一致しており、またBとCの合計の割合も概ね一致している。環境省手順書では可燃ごみ

で300～400kg程度のサンプルを調査することが推奨されているが、この調査においても概ね300kgのサ

ンプルを調査している。この程度のサンプルを分析すれば精度的には問題ないものと期待される。 

加えて本手法ではE.分類不能の項目を導入することで、従来の調査で実際に起っていた分類不能サ

ンプルの取り扱いの違いによる誤差を補正し、またその量の多さを明示することで調査実施の適切性を

チェックできるしくみを導入した。これらもデータの質の担保に貢献していると考えられる。 

調査スタッフへの説明についても、図2.1を用いた概念的説明の後、迷いやすい食品廃棄物を含む写

真を使って理解を促す方法も開発している。こうした説明を事前にすることで調査ミスの予防も行う。 

小平市
分
別
生
ご
み

可
燃
ご
み

戸
建

戸
建

混
在

新
興
戸
建

既
存
戸
建

集
合
住
宅

戸
建

家
族
集
合

単
身
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合
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宅
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9
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1
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1
年
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376 1130 300 306 415 104 105 97 181 224 133 82 70 54 77 259 258
99.0 21.6 50.4 45.2 33.5 27.8 32.3 37.9 44.8 54.6 25.9 41.5 44.3 27.3 34.7 27.3 21.4

分類1 分類2
A1:未開封食材 0.00 5.54 4.9 5.1 6.4 10.4 2.6 2.5 1.6 11.6 3.6 8.6 7.8 4.1 7.6
A2w:丸ごと食材 5.82 7.17 8.0 2.0 7.4 2.8 6.2 3.3 2.2 6.2 3.2 0.3 7.1 3.2 2.9
A2wf:自家栽培野菜 16.27 2.19 2.4 5.9 1.4 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A2p:一部使用食材 5.49 8.70 13.6 10.4 7.8 5.8 4.5 9.1 6.0 2.9 10.0 3.6 5.9 4.1 9.2 7.2 13.0
B1:未開封調理済食品 0.00 3.22 3.7 1.8 9.8 5.2 2.6 3.1 1.3 6.2 2.8 3.4 0.9 4.2 4.6 6.2
B2:開封調理済食品 2.57 5.63 4.1 1.5 4.9 4.4 4.4 0.2 0.0 0.0 2.6 1.4 0.5 0.0 5.6 1.9
B':未開封飲料 0.00 0.00 0.0 0.1 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 5.0 0.5 1.4
C:食べ残し 12.91 12.96 13.7 9.2 20.6 15.4 25.1 17.2 7.0 27.0 15.1 9.8 20.6 11.2 17.4 25.3
C':飲み残し 0.00 0.13 0.1 0.0 1.0 0.5 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 0.0
De:物理的可食 41.05 22.50 23.1 19.5 20.2 17.5 15.1 19.0 14.3 12.4 21.8 12.6 29.5 20.4 23.2 17.1
Di:非可食 13.82 29.45 24.3 27.4 18.4 25.4 31.0 40.8 35.2 15.8 46.0 54.4 31.4 23.7 33.9 24.5

2.07 2.52 2.4 2.7 0.0 5.0 3.2 3.6 7.6 35.5 9.3 1.3 5.4 4.3 9.9 0.2 0.0

非
食
品

ロ
ス

D:意図的
除去部 71.0

E:分類不能

厨芥割合[%]

分類2（サブカテゴリー）の割合（％）

食
品
ロ
ス

A:未利用
食材

12.2
7.0

B:未利用
調理済食品 2.8

C:食べ残し 19.2

世田谷区 世田谷区

戸
建
・

低
層
住
宅

調査時期

2
0
年
3
月

小金井市 東京X区

試料ごみ総量[㎏]

調査地 長井市 精華町 川口市
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(7) 国際的な適用可能性：写真サンプルを使った分類ワークショップ（サブテーマ３） 

 研究開発内容で述べた方法で文化的背景が異なる世界の様々な

人々を対象として、写真を用いた模擬組成調査ワークショップを

行った（図3.2）。スタッフトレーニングを目的としたワークショ

ップを除く、約20グループの結果を表3.5にまとめた。 

 この結果を解釈する前に、今回のワークショップの状況を、通

常の組成調査における調査員の状況と比較して説明する。食品廃

棄物の組成調査に限らず組成調査に初めて参加する調査員は、通

常、最初のうちは判断に迷ったら慣れた調査員に判断を尋ね、し

ばらくこれを繰り返すうちに特に迷うもの以外は自分で判断でき

るようになるというプロセスを経る。食品廃棄物の組成調査は組成調査の中でも難しいものの一つであ

る。特に今回のワークショップでは、慣れた調査員でも迷いやすいものを多く入れている。加えて多く

のワークショップでは、Sardiniaのワークショップ以外、組成調査を経験したことがないと思われる参

加者がほとんどであった。しかしファシリテーターは基本的に回答の示唆はせず、グループの合意を待

った。このように今回のワークショップは、かなり判断を一致させることが難しい状況で実施されてい

る。  

 こうした状況にも関わらず、プラスチックトレイとラップで包装された生肉など多くの項目では、多

くのグループで同様の判断となった（この場合はカテゴリー「A：未利用食材」）。前述の前提条件を

考えると、本研究で提案した基本分類の考え方は、多様な国において理解しやすいものであったと考え

られる。今回迷うことが多かった品目については、調査員へのブリーフィングの際に注意を促すように

図3.2 ワークショップの様子 

中央大
品目 傾向 2020年2月

1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3
生肉（未開封のもの） ほぼすべて A A A A A A A A A A A A A A B A A
ミニトマト（4個入り） ほぼすべて A A A B A A A A A A A A A A A A A
バナナ（熟しすぎたもの） Aが多い A A B A A A B B A A De A A B A P
チリペッパーパウダー（一部使用） ほぼすべて A A A A B A A A A A A A A A A A A
玉ねぎ（カット／生） Aが多い A A De A A B A B A A C A C De C A
ネギの青い部分 Aが多い (De) De A De A AD De P A A A A A A A A A
大根の葉 A または De Di De A P AD De P A A A A A De De De A

イースターエッグ A または B B B C B B C B A B A A A A A A A
手羽先のグリル（未食） Bが多い B B B B BC C B B B B B P B C B B
クレープ（数枚） Bが多い B B B B C C B B B C B P B C B C
スペアリブ（焦げたもの） Bが多い B B Di B BD C C B B B B B B C B B
目玉焼き（噛み跡なし） B または C B B C B C C C C B C B B B C B C
マカロニサラダ（一部、包装のまま） B または C C BC B C C B C C B B C A C B C C

調理済みパスタ（食べかけ、容器入り） ほぼすべて C C C C C C C C C C C C C C C C C
瓶入りコカコーラ（飲みかけ） ほぼすべて C C C C C C C C C C C C C C B C C
フルーツゼリー（食べかけ、容器入り） ほぼすべて C C C C C C C C C C B C C C B C C
ピザの耳（食べて残ったもの） Cが多い (De) C De C C C C P C De De De C C C C C

リンゴ（芯、ある程度果肉あり） Deが多い De CD P CDe C De P C De De De C De C De D
トーストの耳（切り落とし） Deが多い De De De P CD De P De De De De P A C A C
人参の皮 Deが多い P P De De Di Di De De De De De De De De De De
ブロッコリーの茎 Deが多い Di P De P Dei P P De Di De De P De De De De
リンゴの皮 Deが多い De De De Dei Dei De P De De De De De De De De De
ジャガイモの皮 Deが多い De P De Dei Dei Di P De Di De De De De De De D

鶏肉の皮と骨 De または Di De Dei Di De Dei Di P De De Di Di Di De Di De D
コーヒー殻 ほぼすべて Di Di Di Di Di Di Di Di Di Di Di Di Di Di Di Di Di
卵の殻 ほぼすべて Di Di Di Di Di Di Di Di Di Di Di Di Di Di Di Di Di
くし形切りのレモン ばらつき大 P P A P C Di P B A De C P C C C C

Sardinia
2019年10月 2019年10月 2019年12月 2020年2月

ｹﾝﾌﾞﾘｼﾞｯｼﾞ大慶応大MACS G20 東京ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

表3.5 写真を用いた組成分類ワークショップの結果 

(A,B,C,De,Diは分類に対応。複数書かれている場合は両者のいずれかと判断されたことを示す。Pはワークシ

ョップ終了時点で保留（未定）を示す） 
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することで、実際の調査では対応可能だと考えられる。 

 しかしいくつかの項目では考え方の相違が見られた。１つは下から2番目のグループである。これら

は「De：物理的可食」が相対的に多いものの、「Di：非可食」としたグループ、迷ったグループが少な

くない。また、一番上のグループのネギの青い部分や大根の葉においては、「A.未利用食材」と「De：

物理的可食」がいずれも比較的多く見られた。これらの違いには食習慣の違いや食品廃棄物に対する意

識や許容範囲の違いの影響が考えられた。なお許容範囲とは、その食品（またはその一部）を食べずに

捨てることを許容できるかどうか、という個人の価値観を意味する。国による食文化の違い、食品廃棄

のもったいなさに関する温度差の違いなども影響していると考えられる。 

 食べ残した食品の種類、使いきれずに捨てた食材の種類が食文化・食習慣によって異なることは当然

である。ある食品が食材とみなされるか調理済み食品とみなされるか、ある食品を通常どこまでどのよ

うに食べるかについても、食文化・食習慣の影響を受ける可能性が高い。従って、基本的には家庭系食

品廃棄物の組成調査を実施する地域の食文化・食習慣に応じて、個別の食品ごみの分類を調整する必要

は一定存在する。ある国でTokyo Methodを実施する際には、初めに予備調査を実施して典型的な食品ご

み、迷いやすい食品ごみなどの写真を撮り、本ワークショップのような作業を行うことでこうした調整

が可能になるだろう。 

 とはいうものの最初に述べたように、今回はそもそも判断が一致することは難しい状況であったにも

かかわらず、かなりの程度一定していた。従って調整が必要になるところは限られていると考えてい

る。ただしその実施可能性の検証は本研究計画の範囲外であり、今後の研究課題としたい。 

 調査地域の食文化・食習慣に対応した方法で分類された調査データは、発生要因別の食品廃棄物の割

合として比較可能となる。そしてある分類項目の削減の成功事例は、文化間の翻訳は一定必要となる

が、他の地域でも参考になると考えられる。Tokyo Methodはそのような情報を提供することを目指して

いる。 

５－２．環境政策等への貢献 

＜行政等が既に活用した成果＞ 

 川口市、小金井市、小平市では、廃棄物処理計画策定に伴う組成調査の実施にあたり本研究会が提

案する手法が採用され、その結果が計画策定に利用された。 

 なおUNEPのSDG12.3指標の担当者と意見交換を行った際、日本で可食・不可食を分けて推計してい

る実績と本研究の成果を伝え、本研究の分類手法を用いた写真による模擬組成調査ワークショップへ

の参加も得た。その上で、可食部を減らすことの重要性について共有し、当時のUNEPの資料の表現で

は単なるオプションであった可食部と不可食部の分類を、分けることを推奨する表現に変更すること

に貢献した。  

＜行政等が活用することが見込まれる成果＞ 

 開発した手法とその実施結果を踏まえて、「家庭系食品ロスの発生状況の把握のためのごみ袋開

袋調査手順書」（環境省）の改善案を環境省に提案した。具体的には、①過剰除去に替わる調理くず

（意図的除去部）中の可食部の概念（物理的可食）とその測定方法、②直接廃棄（手付かず食品）と

食べ残し、調理くず（不食部）との境界の考え方、③細分化の分類項目、④レベルシステムの明示

化、⑤用語の変更、を提案した。 

５－３．研究目標の達成状況 

研究目標とその達成状況を以下の表に示す。 

目標 達成状況 

・食品ロスの概念が明解で、

分類作業が平易であり、有効

な食品ロス削減の取り組みに

資する食品ロス組成調査の手

・家庭内の食品フローに基づくことで食品ロス概念を明示するととも

に、食品ロスの発生要因に基づく分類項目を設定することで有効な食

品ロス削減の取り組みに資する分類項目とすることができた。加えて

分類項目間の境界の考え方を明示し、また組成調査では測定困難であ
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法を開発し、その実施可能性

を検証する。 

った「過剰除去」を測定可能な「物理的可食」に置き換えることで、

分類作業を平易にした。初めて組成調査を行う学生スタッフでも簡単

な説明の後、大きな混乱なく実施でき、十分平易だと考えられる。こ

うして開発した食品ロス組成調査手法を用いて７自治体で調査を実施

し、さまざまな状況で実施可能であることを検証できた。 

・SDGsターゲット12.3関係の

国際会議に参加し、上記の成

果を日本の家庭系食品ロス排

出実態調査の蓄積とともに

UNEP担当者に説明して、以上

を踏まえた12.3指標への提案

を行う。 

・2019年10月、UN Environment’s programme of regional capacity 

building workshops on FLW(UNEP)で本研究の成果及び日本の経験を

発表した。さらにその場で、およびその後のE-mail等でUNEPの

SDG12.3指標担当者と12.3指標について議論を行い、可食部を減らす

ことの重要性について共有した。そして当時のUNEPの資料の表現では

単なるオプションであった可食部と不可食部の分類を、分けることを

推奨する表現に変更することに貢献した。 

・先進国・新興国を含む10か

国以上の食品ロスの行政担当

者や研究者に対して、本研究

で開発した食品ロス分類方法

を共有するワークショップを

実施し、本研究成果の国際的

適用可能性を検証する。 

・2019年8月、ウィーン農大の研究者2名と世田谷区の家庭ごみを対象

として実際に共同調査を含むワークショップを実施した。また2019年

10月、17TH INTERNATIONAL WASTE MANAGEMENT AND LANDFILL 

SYMPOSIUM(Sardinia)において写真を用いた模擬分類ワークショップ

をウィーン農大グループと共同開催、オーストリア、ドイツ、英国、

デンマーク等の研究者の参加を得た。2019年10月、International 

Workshop on Food Loss and Waste Prevention targeting Southeast 

and East Asian region (Thünen Institute, UNEP,FAO,MAFF 共催) 

において上記同様の模擬分類ワークショップを開催。タイ、マカオ、

中国、台湾、インドネシア、シンガポール、ドイツ、日本等の研究

者、行政担当者の参加を得た。 

・これら先進国・新興国を含む10か国以上の専門家が参加したワーク

ショップに加え、各国からの留学生が参加するワークショップも実施

し、本研究の分類手法が国際的適用可能性を有することを確認した。 

・ただし本研究プロジェクトの計画範囲外ではあるが、海外での実際

の調査には至っていない。実際に海外のごみに適用してその国際的適

用可能性を検証することが今後の課題である。 

・また上記の研究成果に基づ

き、「家庭系食品ロスの発生

状況の把握のためのごみ袋開

袋調査手順書」（環境省）の

改善案を環境省に提案すると

ともに、本研究で開発した手

法の普及に向けて食品ロス組

成調査を実施する調査会社や

自治体への説明会を開催し、

調査事例を5自治体以上に増や

す。 

・2019年度に「家庭系食品ロスの発生状況の把握のためのごみ袋開袋

調査手順書」（環境省）の改善案を環境省に提案。環境省「食品リサ

イクル・食品ロス検討会」分科会③：組成調査マニュアルにて研究代

表者の参加の下、検討することとなった。ただしコロナ禍のため延期

となり、その後開催されていない。手順書の改善とそれに基づく国内

の実態把握精度の向上については、今後の課題である。 

・2019年8月に本研究で開発した手法の普及に向けて食品ロス組成調

査の説明会を開催し、コンサルタント、自治体職員、環境省担当者、

研究者等計33名の参加を得た。 

・調査事例は、本研究による実施と自治体の独自調査への導入事例を

含めて7自治体となった。 

 以上より、研究計画の中で設定した研究目標は概ね達成できたと考えるが、環境省手順書の改善を通

した国内の家庭系食品ロスの実態把握精度の向上などは今後の課題となった。 

 なお研究実施にあたっては、2020年度のコロナ禍のみならず、初年度からオンライン会議を併用する

ことで研究資金の効率的使用に努めた。 
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６．研究成果の発表状況 

６－１．査読付き論文 

＜件数＞ 

１件 

＜主な査読付き論文＞ 

１）T.OKAYAMA, K.WATANABE and H.YAMAKAWA: Sustainability, Sorting Analysis of Household 

Food Waste - Development of a Methodology Compatible with the Aims of SDG12.3 （掲載予

定） 
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６－３．その他発表件数 

査読付き論文に準ずる成果発表 0 件 

その他誌上発表（査読なし） 2 件 
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７．国際共同研究等の状況 

表7-1：カウンターパート一覧 

氏名 所属 国名 協力案件 

Gudrun Obersteiner ウィーン農業大

学  

オーストリ

ア 

1) 2) 3) 4） 

Silvia Scherhofer ウィーン農業

大学  

オーストリ

ア 

1) 2) 4） 

Anna Happenhofer ウィーン農業

大学 

オーストリ

ア 

1) 2) 3) 4） 

Matteo Vittuari ボローニャ大学 イタリア 1）2）3） 

Silvia Gaiani ボローニャ大学 イタリア 1）2） 

Ian Williams サウサンプトン

大学 

イギリス 1）2） 

Peter Shaw サウサンプトン

大 

イギリス 1）2） 

Felicitas 

Schneider 

チューネン研究

所 

ドイツ 1）2）5） 

協力案件 

1) 本研究の全般的な進め方への助言、調査や会合に関するロジスティックスの調整 

2）各国の食品廃棄物の定義、分類や計測法、SDG12.3指標の動向に関する情報収集 

3) [東京ワークショップ2019]：上記、日墺の研究者が実際に東京の家庭系ごみに含まれる食品廃棄

物の組成調査を行うことを通じて、分類や計測法の詳細に関してすり合せ・共有を行った。また日

本の専門家らの参加するフォーラムを開催し、墺伊の研究者からの報告も受けて情報交換を行っ
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た。 

4) [17TH INTERNATIONAL WASTE MANAGEMENT AND LANDFILL SYMPOSIUM(Sardinia)2019 ワークショッ

プ]：廃棄物分野で最大の国際学会において、東京ワークショップの結果をもとにした定義、区分、

調査法をたたき台に、ごみの写真を用いた模擬組成調査ワークショップを実施して、各国研究者と

家庭からの食品廃棄物の定義、区分に関して共通理解を図った。本研究の日本とオーストリアのメ

ンバーが主催。 

5) [International Workshop on Food Loss and Waste Prevention targeting Southeast and East 

Asian regio2019 ワークショップ]：ドイツ・チューネン研究所が農林水産省、FAO Japan、UNEPと

共催したワークショップ。東アジア・東南アジアの食品及び食品廃棄物の政府関係者や研究者、先

進的な取り組みを行う事業者等が参加。UNEPのFood Waste Indexの報告とワークショップを兼ね

る。本研究メンバーから日本の食品廃棄物組成調査の情報提供と本研究グループの成果を報告する

とともに、チューネン研究所、UNEPのメンバーと共同でごみの写真を用いた模擬組成調査ワークシ

ョップを実施、各国研究者と家庭からの食品廃棄物の定義、区分に関して共通理解を図った。 

 

国際的位置づけ 

＊ウィーン農業大学 廃棄物管理研究所(Universitat für Bodenkultur, Institut für 

Abfallwirtschaft)は2000年代初頭から、Felicitas SchneiderやSandra Lebersorgerらによる食品

廃棄物研究の蓄積がある。Felicitas Schneiderは食品廃棄に関するEUの大型研究プロジェクト

FUSIONSの主要メンバーであったと同時にIWWGにおいてFood waste task groupを創設し、国際的に

も食品廃棄研究をリードしてきた。現在はGudrun Obersteiner, Silvia Scherhoferのほか、

Elisabeth SchmiedやSandra Schwödt、組成調査の研究実績が大きいPeter BeiglやAnna 

Happenhoferなど層の厚い研究者組織を擁し、EU5カ国が参加するSTREFOWA研究プロジェクトの他、

複数の国際的な食品廃棄プロジェクトを進めている。 

＊ボローニャ大学 農林経済学研究室はAndrea Segre教授のもと食品廃棄に関して多くの研究実績が

ある。Matteo VittuariとSilvia Gaianiは上述FUSIONSのメンバーでもあった。SDG12.3を主管する

FAOのプロジェクトへの関与もありSDG12.3指標策定の動向に詳しい。 

＊サウサンプトン大学 環境学センターを率いるIan Williamsはイギリス大学における廃棄物研究の

筆頭と言え、食品廃棄物研究に関しても多くの蓄積がある。同センターのPeter ShawがFelicitas 

SchneiderからIWWGのFood waste task groupの座長を引き継いでいる。IWWGが主催する、廃棄物分

野で最大の国際学会と言えるサルジニア学会で過去にも食品廃棄物に関するワークショップを企画

するなど、国際的な研究取組をリードしている。 

 

８．研究者略歴 

 

 研究代表者 

山川 肇 

     京都大学理学部卒業、博士(工学)、現在、京都府立大学大学院生命環境科学研究科教授  

 

 研究分担者  

1) 岡山 朋子 

      名古屋大学法学部卒業、博士（環境学）、現在、大正大学地域創生学部教授 

2) 渡辺 浩平 

     京都大学工学部卒業、Ph.D、現在、帝京大学文学部准教授 
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Ⅱ．成果の詳細 

本研究は異なる大学に所属する３名の研究者による共同研究であるため、当時の要請により研究機関

数にあわせて３つのサブテーマに分けたが、いずれのサブテーマについても３名が共同して実施して

いる。以下では、各自が主担当となったサブテーマを中心として、研究者別に主に担当した内容につ

いて記述するが、上記の理由から全体の研究概要の流れに対して報告の順序が前後することを了解さ

れたい。 

 

Ⅱ－1 農村部の食品ロス廃棄実態の解明（サブテーマ１） 

 

京都府立大学大学院 

生命環境科学研究科 環境科学専攻       山川肇 

 

［要旨］ 

 サブテーマ１では、農村部の家庭系食品廃棄物の組成調査と質問紙調査の実施を通して、その手

法確立と実施可能性の検証を行うとともに、研究グループを代表して本研究成果の国内への普及に

関する活動を行った。 

 初めに2018年度組成調査の予備調査で組成調査の方法論的な検討を行った。京都市等で行われて

いる基本的な分類方式との違いについて検討したところ、分類項目により食品廃棄物の3～4％程度

の出入りがあるものもあるが、概ね同じ結果となり、従来から適切に測定できていれば大きな値の

変化にはならないと思われた。手つかず食品の容器包装の割合についても確認したところ、手つか

ず食品重量に対する容器包装重量は約3％で、品目ごとでは1％にも満たず容器包装を付けたまま測

定しても大きな誤差にはならないと考えられた。従って、これまでも一般に手付かず食品について

は容器包装付きで測定していることが多かったが、精度上大きな問題はないことが確認できた。ま

た今回、過剰除去の代替指標として提案する物理的可食についてその内訳を確認したところ約8割は

野菜くずであった。 

 次に調査結果について見ると、今回の農村部の調査では、基本分類の割合は2年間ほぼ同程度で、

食品ロスの割合は一時多量排出を含んだ場合で50%、含まない場合で約40%となった。相対的に未利

用食材が多く、食べ残しは少ない。また意図的除去については物理的可食と非可食が概ね同程度と

なった。 

 農業地区の特徴として自家栽培農作物が含まれていた。2019年は少なかったものの、2018年は食

品廃棄物の5％強を占めた。質問紙調査では１回の収集日あたり平均で10％弱の世帯が多量の自家栽

培農作物を可燃ごみに出していることがわかり、地域によってはこうした廃棄物が無視できない量

になる可能性が示唆された。食べ切れる量を作る意識を持つ、おすそ分けの際に食べ切れる量を確

認する、などがあまりされていない。 

 自家栽培以外も含めた食品ロスについては、廃棄量の多い野菜・果物では古くなった・傷んだた

め捨てる事が多いが、野菜についてはもらったが食べなかった割合も1割程度あり、この点も農業地

区に特徴的である可能性がある。 

 食品ロス削減行動の削減ポテンシャルを組成調査により評価し、現在の実施度を質問紙調査で評

価、これと過去の実施しやすさの評価などの情報から、削減に向けたターゲット行動について検討

を行った。その結果、傷みそうな食品を優先して使う、買い物前の在庫チェック、早く使う必要が

ある／傷みやすい食材を冷蔵庫の目線の位置に置く、などがポテンシャルが高く、相対的に実行も

容易で、さらなる普及の余地があると考えられた。 

 

１．研究開発目的 

 農業地区における食品ロスの実態を把握するとともに、サブテーマ２とともに、都市部と農村部のい
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ずれにも適用できる食品ロスの実態把握手法を開発する。 

 また開発した手法の国内での普及に向けた提案・情報発信を行う。 

 

２．研究目標 

・サブテーマ２で提案された手法を用いて、農村部で食品ロス組成調査を実施し、その実施可能性を検

証するとともに、農村部の食品ロスの特徴を示す。 

・サブテーマ２で構築された食品ロス組成調査手法に基づき、「家庭系食品ロスの発生状況の把握のた

めのごみ袋開袋調査手順書」（環境省）の改善案を環境省に提案する。 

・本研究で開発した手法の普及に向けて食品ロス組成調査を実施する調査会社や自治体への説明会を開

催し、調査事例を5自治体以上に増やす。 

 

３．研究開発内容 

3-1 農業地区の家庭系食品廃棄物の実態とその把握手法－可燃ごみ細組成調査と質問紙調査 

(1) 農村部の家庭系食品廃棄物組成調査（予備調査） 

 農村部の家庭系食品廃棄物組成調査の手法を確立するため、2018年12月に京都府精華町の農業地区の

燃やすごみを対象として細組成調査を実施した。調査対象地は、農業従事者の割合が高く、農地に隣接

し、かつ新規宅地開発のほとんどない地区を選んだ。調査サンプルは306kgであった。 

 分類項目はサブテーマ２で作成した分類項目に基づく結果が得られるように設計した。ただし精華町

では2017年度に京都市等で実施されている分類手法を参考にした調査を行っている。そこで両者の調査

方式による集計結果の違いを明らかにするため、いずれの中分類項目でも集計できるように分類項目を

設定した。また12月に実施したこともあり、冷蔵庫整理ごみ等の一時多量排出物の影響も考えられたの

で、そのようなごみについては別途分類して測定し、その影響を確認した。その他、本研究で初めて測

定する物理的可食、非可食の農村部での詳細を把握するため、その内訳についても分析した。加えて、

既存文献で影響は小さいとされていた包装重量の影響を確認するため、未利用食品の容器包装について

はつけたときと外したときの重量を測定した。 

(2) 農村部の家庭系食品廃棄物の排出実態に関する質問紙調査（予備調査） 

 農村部では、発生要因の把握に加えて、自家栽培農作物の廃棄及びたい肥化等について実態把握を行

うための調査項目を検討した。2018年度は調査票の設計までの計画であったが、精華町農村部の質問紙

調査を実施する機会があったため、あわせて予備調査を実施した。予備調査は、前述の組成調査を実施

した精華町農業地区で実施した。2018年12月に当地区の自治会役員に、自治体の広報誌の配布に合わせ

て自治会に所属する200世帯に調査票を配布するよう依頼した。回収は郵送で行った。有効回収数は66

件(有効回収率は33％)である。 

(3) 農村部の家庭系食品廃棄物組成調査（本調査） 

 2019年12月に京都府精華町の農村部の燃やすごみを対象として細組成調査を実施した。調査対象地は

予備調査と同じ地区とした。調査サンプルは300kgであった。分類項目・分類基準は完成させた手法に

基づくが、2018年12月調査では未利用食品における一時多量排出物の影響が大きかったため、本調査の

際にも一時多量排出物の影響を評価できるように、未利用食品については一時多量排出物とそれ以外を

分けて測定した。 

(4) 農村部の家庭系食品廃棄物の排出実態に関する質問紙調査（本調査） 

 予備調査の結果を踏まえて調査票を改善して本調査を実施した。本調査でも発生要因の把握に加え

て、自家栽培農作物の廃棄、たい肥化等についても調査した。対象地区は、予備調査、組成調査と同じ
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精華町の農業地区とした。2020年1月に自治体の広報誌の配布に合わせて自治会に所属する200世帯に調

査票を配布するよう依頼した。回収は郵送で行った。有効回収数は74件(有効回収率は37％)である。 

3-2 開発した手法の普及に向けた取り組み 

 2019年8月9日、海外の専門家とともに成果発表会を開催し、国内の研究者、環境省担当者、食品廃棄

物調査の経験を有する自治体担当者、コンサルタントなどとともに意見交換を行った（参加者33名）。

活発な議論が行われ、食品廃棄物調査の経験を有する自治体担当者、コンサルタントなどのニーズや懸

念を踏まえて、調査手法に改良を加えた。 

3-3 環境省の家庭系食品ロス把握のための調査手順書の改善提案 

 2019年には、環境省の食品ロス実態調査支援事業の調査における実質的なマニュアルである「家庭系

食品ロスの発生状況の把握のためのごみ袋開袋調査手順書」（環境省）の改善案を、本研究の成果を踏

まえて環境省担当者に提案した。その後、環境省のマニュアル改訂の検討会に本研究グループの研究代

表者も参加する予定であったが、コロナ禍のため延期となった。2020年には環境省担当者の交代を踏ま

えて、再度、本研究の成果の説明とマニュアル改訂の提案を行った。 

 

４．結果及び考察 

4-1 農業地区の家庭系食品ごみの実態 

 はじめに、2018年の予備調査と2019年の本調査の結果を、2019年の分類方式で整理し直した結果を図

1.1に示す。ただし2018年調査の際には一部詳細分類を行っていないため、可能な範囲で最終的な分類

基準で分類した。いずれの年も、１袋に多量の未利用食品が含まれているごみ袋が数袋あり、それが大

きな影響を及ぼしていたため、それらを除いた割合についても示している。 

 いずれも食品ロスの割合は2年間でほぼ同程度で、多量排出を含んだ場合で50%、含まない場合で約

40%となった。相対的に未利用食材が多く、食べ残しは少ない。また不食部については物理的可食と非

可食が同程度となった。 

 

図1.1 農業地区の食品廃棄物組成調査の結果（2018年・2019年） 

 農業地区の特徴としては、自家栽培農作物が含まれる点が挙げられる。2019年は少なかったものの、
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2018年は食品廃棄物の5％強を占めた。 

4-2 本研究の分類方式と京都市等で実施されている分類方式による割合の違い 

 山川は精華町とともに、2017年度に京都市等で行われている分類方式を参考にして食品廃棄物の組成

調査を実施している。この調査では、残存率50％未満は食べ残しに分類するなどやや異なる点もある

が、概ね環境省手順書に沿ったものである。実は2017年度の精華町調査は環境省の組成調査の補助金を

得て行ったもので、環境省の手順書を作成する際にもこの調査は参考にされている。 

 そこで2018年度の予備調査の際には、2017年調査の中分類に基づいて食品廃棄物を分類し、その後、

それをさらに本研究で提案している分類方式の基本分類（D.意図的除去部の細分類を含む）に合わせて

分類するという手法をとった。両者で結果にどのような違いが生じるかを確認するためである。対応関

係が分かるように整理したクロス集計結果を表1.1に示す。2017年度調査の分類方式を旧分類方式、 

表1.1 旧組成分類と新組成分類の関係

 

2018年度の分類方式を新分類方式とした。なお2018年度の調査以降に本研究の分類手法を変更したとこ

ろがあるため、新分類方式は最終的に本研究で提案している分類手法とは若干一致しないところがある

ものの、この表を作成するにあたって可能な範囲で補正を行っており、差は大きくないと考える。 

 表中で太字のセルが、手つかず食品・自家栽培野菜等－未利用食品、食べ残し－食べ残し、調理くず

－不食部、の対応関係にある部分、ハッチをかけたセルがそこから外れた部分である。 

 なお環境省手順書には自家栽培野菜等の項目はないが、2017年の農業地区調査で多かったため手つか

ず食品とは別の項目とした。新組成分類では未利用食材に含めている。 

 旧組成分類の手つかず食品36％のうち、50％以上100％未満残存のものは15％と、自家栽培野菜等を

除く100％残存のもの(15％)と同程度あった。そのうち、11％は新組成分類でも未利用食材だが、残り

4％は食べ残しに分類された。これは当初、本研究では調理済み食品については100％残存のみを未利用

食品とし、少しでも食べられているものは食べ残しとしたため、菓子類等で100％が想定し得る調理済

み食品のうち50％以上残っているもの、および茹でた青菜等家で調理したものをラップ等に包んで冷凍

したと思われるものは食べ残しに分類したためである。ただしその後、パッケージに入った状態で捨て

られている調理済み食品やラップ等に包まれたまま捨てられた食品は、保管後に捨てられた可能性が高

いと考え、食べ残しではなく未利用食品にすることとした。データにはパッケージに入って捨てられて

いたか否かの記録がないため正確な数字はわからないが、現在の基準ではこのズレは4％よりも小さく

なると考えられる。 

 次に旧分類方式で食べ残しに分類した17％（分類不能を含む）についてみると、新分類方式で食べ残

しに分類したのは6割強の11％で、残りは別の項目に分類された。そのうち、未利用食材に分類された

のが4％、分類不能に分類されたのが3％であった（丸め誤差のため合計が一致しない）。食べ残しから

未利用食材に分類された4％は、50％未満残存の未利用食材で、半分以下残った大根や切られた葉物な

どである。食べ残しのうち分類不能とされた3％は、主に排水口ネットのごみである。大きなものはそ

れぞれ分類したが、小さいものの混合物についてはさまざまなものが混じるため分類が困難であり、分

種類

未利用
食材

未利用
調理済み

食品 食べ残し
物理的
可食 非可食 分類不能 計

サンプル
重量

旧組成
分類・計

手つかず 100% 12% 3% 0% 0% 0% 0% 15% 20.7 36%
～50% 7% 4% 4% 0% 0% 0% 15% 20.7

自家栽培野菜等 6% 0% 0% 0% 0% 0% 6% 8.2
食べ残し 4% 0% 11% 0% 0% 3% 17% 24.0 17%
調理くず 0% 0% 0% 19% 23% 0% 42% 58.6 42%
コーヒー殻等 0% 0% 0% 0% 4% 0% 4% 6.1 4%

計　. 28% 6% 16% 20% 27% 3% 100% 138.3
サンプル重量 39.3 8.8 21.6 27.0 37.9 3.7 138.3

新組成分類・計 35% 16% 47% 3%

新組成分類
食品ロス 意図的除去部

旧
組
成
分
類
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類困難とした。 

 最後に旧分類方式で調理くずとしたものは、新分類方式でもD.意図的除去部（不食部）となった。加

えて、旧分類方式ではその他の厨芥類とされていたコーヒー殻・ティーバッグ等(4％)も不食部に分類

した。これはコーヒーやお茶等の飲料も食品の一部と考え、魚の骨等と同様にコーヒー殻等を消費後残

渣ととらえたためである。 

 なお旧分類ではペットフードもその他の厨芥類として厨芥類に含められていたが、食品廃棄物を人の

飲食のために生産されたものが廃棄されたものとしたため、食品廃棄物から外した。 

 以上のように分類間でいくつかの移動があったが、食品ロスの割合に影響したのは、食べ残しとして

いた識別不能な食品を、分類不能に分離した3％のみであり、これを食べ残しに戻せば旧分類の食品ロ

スの割合が計算できることから、基本的には食品ロスの割合には影響を与えないと考えられる。 

 一方、食品ロス中の未利用食品（旧分類では手つかず食品）と食べ残しの割合についても、今回はほ

ぼ相殺されて差はごく小さなものとなった。ただしこの変化については、50％未満残存の食材とパッケ

ージに入れられずに捨てられる調理済み食品の量の関係によっては多少の違いが生じる可能性がある。 

4-3 農村部の意図的除去部（不食部）の内訳 

 意図的除去部（不食部）の詳細について、表1.2

に掲載する。 

今回の調査結果では、物理的可食が41.6％、非可食

が58.4％でやや非可食が多いがほぼ半々となった。

この比率は都市部で実施した調査と大きく異なる。

物理的可食の内訳を見ると、物理的可食の８割は野

菜くずであった。その内訳を見ると野菜の端の割合

が大きく、剥かれた皮が続く。なお大根等の葉も野

菜くずの１割ほどを占めており、これは農業地区の

特徴である可能性がある。 

 一方、非可食の中で最も多いのは果物の皮で、つ

いでその他の非可食部、茶殻と続く。果物くずが大

きな割合を占めていると考えられる。 

 次に非可食部に分類したものののうち、主観的な

評価ではあるが、可食部が多く残っていたものは野

菜くずの非可食部に一部あったが、意図的除去部の

0.9％とごく僅かであった。意図的除去部中の可食

部を考える際には、物理的可食のみとしても大きな

誤差はないと考えられた。 

 今回の調査の物理的可食をすべて過剰除去として食品ロスに含めた場合、食品ロスの27.9％が過剰除

去、56.2％が未利用食品（自家栽培野菜等含む）、15.9％が食べ残しとなった（最終的な分類方式で再

集計した値）。この過剰除去の割合は環境省の全国推計の値における割合（23.8～32.6%で平均

30.0%）1)とほぼ同程度であった。 

 過剰除去は削減ターゲットとしては優先順位が低いと考えるが、食品廃棄物を可食と非可食に分け

て、潜在的削減可能性を考える場合には必要となる場合も考えられる。しかしながらサブテーマ3でも

述べるように過剰性を基準に判断することは組成調査では困難である。一方、過剰性を基準とせず、本

研究の物理的可食のように類型的に物理的に可食か否かで分けることであれば実施可能であり、過剰除

去に替わる意図的除去部中の可食部の指標として使用できると考えられた。 

表1.2 意図的除去部（不食部）の内訳 

重量
(kg)

意図的
除去

中割合
白菜等の外葉 3.332 5.1%
大根等の葉 2.786 4.3%
野菜の剥いた皮 5.832 9.0%
野菜等の端 11.792 18.2%
その他の野菜くず 2.066 3.2%
野菜くず計 25.808 39.8%

肉の脂、鶏の皮 0.448 0.7%
魚の皮 0.474 0.7%
可食の出汁がら 0.266 0.4%

物理的可食計 26.996 41.6%
果物の皮 17.252 26.6%
野菜くずの非可食部 2.668 4.1%
廃食油 0.060 0.1%
茶殻等 6.064 9.4%
その他の非可食部 7.514 11.6%
未分類の意図的除去部 4.298 6.6%

非可食計 37.856 58.4%
意図的除去部計 64.852 100.0%

非
可
食

野
菜
く
ず

物
理
的
可
食



 

25 

3-1805 

4-4 未利用食品中の容器包装重量の割合 

 サブテーマ3では既往文献等に基づき容器包装

の影響は小さいと述べているが、本調査でも手

つかず食品に付随する容器包装重量を調査し

た。その結果、手つかず食品重量に対する容器

包装重量は約3％となり、松本市とほぼ同様の結

果となった2,3)。また容器包装重量を含む場合と

外したときの重量について、食品廃棄物組成割

合を計算し、表1.3にまとめた。結果は松本市と

ほぼ同様に、最大でも1％未満の違いであり、影

響は小さかった。 

 以上のことから、手つかず食品の容器包装を

外さずに測定しても、大きな誤差にはならない

と考えられる。ただし今回はガラス瓶のような

重い容器がなかったため、重い容器が入ってい

る場合の影響については、確認する必要があるだろう。 

4-5 農業地区における自家栽培野菜等の廃棄状況とその要因 

(1) 自家栽培と廃棄の状況 

 ここからは農業地区の調査結果について、主に2019年度の本調査の結果に基づいて述べる。 

 初めに自家栽培という農業地区で特徴的に多いと考えられる行動の調査結果について報告する。 

 今回の回答者の自宅用の農産物の生産状況を表1.4に示す。 

表1.4 自宅用の農産物の生産状況 

 

 ここでは「作った農作物を市場に出荷している」世帯を農家とした。農家、元農家が一定数あるのに

加え、家庭菜園等で作っている世帯が多いことが分かる。なお作っていなくてももらうことも多いと考

えられるため、作っていない世帯も対象として以下の分析を行った。 

 次にその年の冬において、自家栽培野菜等を、まとめておよそ5個以上（以下、「多量に」とする）

燃やすごみの収集に出す頻度について尋ねた結果を表1.5に示す。なお質問紙調査では、「ご家族で作

られている野菜・果物等の農作物、または、いただきものの野菜・果物等の農作物を、「自家栽培農作

物」と言」うと説明している。以下でもこの定義に基づいて述べる。 

表1.5 多量の自家栽培農作物をごみ収集に出す頻度 

 

   

 

 ７割強の回答者は自家栽培農作物をまとめて捨てていないが、３割弱の回答者は捨てていた。精華町

の燃やすごみ収集の頻度は週2回であるので、上記の結果に基づいて燃やすごみ収集時に多量の自家栽

培野菜等を排出する世帯の平均割合を算出すると、この年の冬には、１回の収集日あたり平均12％の世

帯が多量の自家栽培農作物をごみ収集に出していたことになる。 

農家 元農家 家庭菜園等 作っていない その他 無回答 計
回答数 6 9 39 15 1 4 74
割合 8% 12% 53% 20% 1% 5% 100%

１週間に
２回程度

１週間に
１回程度

２週間に
１回程度

１か月に
1回程度

１か月に
１回未満

「自家栽培農作物」を
まとめておよそ５以上

出すことはない
合計

回答数 3 9 2 3 3 54 74
割合 4% 12% 3% 4% 4% 73% 100%

注１）２週間に１回程度未満の回答はまとめた。 

注２）自家栽培農作物を捨てることがない人は対象外としていたので、無回答者数を「出すことはない」に含めた。 

表1.3 食品廃棄物組成に対する容器包装重量 
        の影響：精華町農業地区の調査結果 

全重量
組成

正味重量
組成

差

不食部 44.1% 44.6% -0.4%
食品ロス 53.1% 52.7% 0.5%

手つかず食品 29.2% 28.5% 0.7%
100％残存 15.1% 14.7% 0.5%
50％以上残存 11.5% 11.3% 0.2%
自家調理品 2.6% 2.6% 0.0%

自家栽培野菜等 6.0% 6.0% -0.1%
食べ残し 17.9% 18.1% -0.2%

分類不能 2.7% 2.8% 0.0%

食品廃棄物重量計 136.89 135.54 1.35

23.8% 23.3% 0.4%
食品ロスの廃棄物

全体中の割合
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(2) 自家栽培野菜等が廃棄される理由と捨てない工夫 

 それではなぜ作った農作物が捨てられてしまうのであろうか。廃棄される理由と捨てない工夫を尋ね

た結果を表1.6に示す。 

 複数回答可で尋ねたところ、主に最初から傷んでいたとする回答が全回答者の約40％と多く、次いで

採れ過ぎて使いきれなかったが約25％となった。そこで作付けについて尋ねたところ、食べ切れる量が

できるように作付けを調整していると回答した人は27％にとどまった。また食べ切れる量を作ろうとす

るが、予想より多くできてしまうことがあるとの回答も30％であり、そもそも食べ切れる量を作る意識

がある人が多くはなく、この点に改善の余地があるのではないかと考えられた。 

 一方、もらったけど食べきれなか

ったとする回答者も18％と少なくな

い。これに関連して、食べきれない

農作物はもらわないようにしている

人が19％、おすそ分けの際にはもら

う方の好みや消費できる量を確認し

ているが34％であった。もらう際に

言える雰囲気作りが大切だが、言い

にくいこともあると思われ、おすそ

分けをする側の配慮がまずは必要と

考えられる。なおその他の捨てない

工夫としては、干し野菜にする、漬

物にする、冷凍する、直売所で販売

する、などがあった。 

(3) 自家栽培農作物のたい肥化等の

課題 

 以前は、自家栽培農作物はたい肥

にする、畑に埋める（以下、あわせ

てたい肥化等とする）などされ、自治体のごみ収集に出てこなかったと思われるが、自治体のごみ収集

に出されているのはなぜだろうか。 

 表1.7に自家栽培農作物のたい肥化等の課題について尋ねた結果を示す。手間や面倒などの負担感が

多いが、これらの中には高齢化に伴う問題もあると思われる。また予備調査時に記述式で尋ねた際に

は、臭い対策や動物対策が手間となる等もあり、他の課題と関係している場合も見られた。 

 一方、今回挙げた中では少なめでは

あるが鳥獣害の問題も一定数ある。予

備調査時の記述回答ではこの問題によ

ってたい肥化等を止めたケースも見ら

れた。獣害対策については、深めに掘

る、柵を設置している、という対策の

実施状況も尋ねたが、柵を設置してい

ると回答している人の中に荒らされる

との回答もあり、それだけは必ずしも

対応できないようである。自家栽培農

作物のたい肥化等推進を行う際には、

鳥獣害対策についても検討しておく必

要がある。  

Q4.自家栽培農作物廃棄の理由と削減の工夫 選択数 選択率

Q4_03.捨てるのは、主に採れ過ぎて使いきれな
かったものである

18 24%

Q4_04.捨てるのは、主に最初から傷んでいたも
のである

29 39%

Q4_05.捨てるのは、主にもらったけど食べきれ
なかったものである

13 18%

Q4_06.畑が広いため、でき過ぎて食べきれない 6 8%
Q4_07.食べきれる量を作ろうとするが、予想よ
り多くできてしまうことがある

22 30%

Q4_01.おすそ分けの際には、もらう方の好みや
消費できる量を確認している

25 34%

Q4_02.食べきれない農作物はもらわないように
している

14 19%

Q4_08.食べきれる量ができるように、作付けを
調整している

20 27%

Q4_09.いろいろな時期に少しずつできるように
作付けしている

10 14%

Q4_10.捨てずにすむようにその他の工夫をして
いる

13 18%

Q4_11.いずれにもあてはまらない 6 8%

全回答者数 74 100%

表1.6 自家栽培農作物が廃棄される理由と捨てない工夫 

Q5.自家栽培農作物のたい肥化の課題 選択数 選択率
Q5_1.たい肥化は手間がかかって大変 26 39%
Q5_2.たい肥化すると、臭いや虫など
の問題が発生して困る

18 27%

Q5_3.たい肥化する適当な場所がない 15 22%
Q5_4.畑まで運んで埋めるのは面倒 15 22%
Q5_5.畑に埋めると動物に荒らされる 13 19%
Q5_6.畑にたい肥を使うと動物に荒ら
される

8 12%

Q5_7.その他の課題がある 2 3%
Q5_8.特にない 13 19%
全回答者数 74 100%

表1.7 自家栽培農作物のたい肥化等における課題 
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4-6 たい肥化等と食品廃棄物組成 

 次に同じく、農業地区で多いと考えられるたい肥化等の実態把握結果について報告する。 

 2018年度の予備調査において、たい肥化等の状況について尋ねた。その結果、たい肥化等をできるか

ぎり行っている世帯が23％、ときどき行う世帯が17％、計40％の世帯が、ある程度たい肥化等を実施し

ていた。 

 さらにたい肥化等を行う食品廃棄物がどのようになっているかについて、予備調査において尋ねた。

結果を、たい肥化をときどき行う世帯と、できるかぎり行っている世帯に分けて表1.8に示す。 

 ときどきたい肥化する世

帯では、主に野菜・果物の

ごみのたい肥化等をしてい

る。一方、できるものはほ

ぼたい肥化等している世帯

では基本的にいずれの食品

廃棄物も半数以上がたい肥

化等されているが、相対的

に野菜・果物のごみが多

い。こうしたことから、た

い肥化や畑に埋める世帯が

多い農業地区では、収集可燃ごみ中のＡ：未利用食材とＤ：調理くずの割合が少なくなると考えられ

る。 

 一方、農業地区で内食が多い場合、Ａ：未利用食材とＤ：調理くず、とくに主にDeとなる野菜くずが

増えると考えられる。そのためこうした違いが相殺され、収集可燃ごみの組成は都市部の組成とあまり

差がでなくなる可能性も考えられる。  

4-7 食品ロスの発生理由 

 ここからは一般的な食品ロスの発生に関する実態について把握した結果を報告する。 

 初めに、食べ物がごみになるよくある理由・原因について、複数回答可で尋ねた結果を表1.9に示

す。なおたい肥化したものもごみとして含めるように依頼している。 

表1.9 食品ロスの発生理由 

 

1
.
賞
味
期
限
切
れ

2
.
消
費
期
限
切
れ

3
.
古
く
な

っ
た
･

 
 
傷
ん
だ

4
.
お
い
し
く

 
 
な
か

っ
た

5
.
食
べ
残
し
た

6
.
中
途
半
端
に

 
 
余

っ
た

7
.
忘
れ
て
い
た

8
.
食
べ
る
機
会
が

 
 
な
か

っ
た

9
.
買
い
す
ぎ
た

1
0
.
も
ら

っ
た
が

 
 
 
食
べ
な
か

っ
た

1
1
.
そ
の
他

1
2
.
捨
て
た
こ
と
が

 
 
 
な
い

1
3
.
覚
え
て
い
な
い

有
効
回
答
数

7-1.生鮮野菜 5% 5% 65% 5% 11% 11% 11% 11% 5% 12% 0% 18% 0% 66
7-2.生鮮果物 0% 6% 44% 6% 2% 3% 9% 12% 5% 3% 0% 36% 0% 66
7-3.パン類 10% 15% 10% 5% 5% 2% 7% 5% 3% 0% 0% 67% 0% 61
7-4.菓子類 8% 11% 5% 5% 5% 0% 6% 3% 5% 6% 0% 71% 0% 62
7-5.豆腐類･納豆 15% 19% 13% 0% 5% 3% 10% 3% 5% 0% 0% 50% 2% 62
7-6.肉類･魚介類の
加工品

13% 13% 22% 3% 6% 8% 8% 3% 2% 3% 0% 51% 0%
63

7-7.おかず類 3% 3% 27% 8% 43% 13% 13% 0% 0% 0% 0% 32% 0% 63
7-8.惣菜類 8% 10% 13% 13% 13% 3% 15% 3% 5% 0% 2% 53% 2% 60

3.ときどきする
4.できるものはほぼ
たい肥化している

1. 食べ残し・料理の残り 9.1% 80.0%

2. 自宅で食べ切れない野菜・果物 45.5% 66.7%
3. 傷んだ野菜・果物 63.6% 86.7%
4. その他未利用の食品のごみ 9.1% 60.0%
5. 野菜・果物くず 72.7% 93.3%
6. その他の調理くず 9.1% 86.7%
7. 排水口に溜まったごみ 18.2% 60.0%
8. 茶殻・コーヒー殻・ティーバッグ 9.1% 53.3%

全体 11 15

表1.8 たい肥化等の実施状況別のたい肥化を行う食品廃棄物 
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 初めに「捨てたことがない」に注目すると、生鮮野菜は2割弱、果物とおかず類が3割台と低い。これ

らは組成調査においても多量に出てくるもので、このような設問が一定程度実態把握に有効であること

を示唆している。 

 発生理由に着目すると、発生量の多い生鮮野菜・果物の理由としては「古くなった・傷んだ」が多い

ことがわかる。予備調査の際には「忘れていて傷んだ」、「忘れていて古くなった」等の選択肢を設け

て尋ねたところ、野菜で3割台、果物で2割台の選択率となり、その他の理由で傷んだ、古くなったを選

ぶ割合よりも高かったが、今回「忘れていた」を選ぶ割合は１割前後となった。「古くなった・傷ん

だ」理由まで含めて明らかにしたい場合は、予備調査で用いた理由付き選択肢も一つの方法と考えられ

る。 

 生鮮野菜の廃棄理由として次いで多いのが、僅差ではあるが「もらったが食べなかった」であった。

これは前述の自家栽培農産物の捨てられる理由とも合致する。ただし、同年夏に町内の戸建住宅地区で

別途行った同じ設問を用いた調査でも、「もらったが食べなかった」が20%で2番めに高く（比率の差の

検定により危険率5％でも有意差はない。n=66,86, z=-1.28）、農業地区をかかえる地域の場合、住宅

地においても同様のことが起きている可能性がある。ただし、当該戸建住宅地区のごみ組成調査では多

量の自家栽培農産物はほぼ見られず、発生量には違いがあると推察される。 

 次に組成調査において未利用調理済み食品としてしばしば見られるパン類、菓子類、豆腐類・納豆は

相対的に消費期限切れが多い傾向が見られた。菓子類は「もらったが食べなかった」が6％と野菜に次

いで多く、予備調査時の9％よりはやや少なくなったものの、菓子類のもらいものが廃棄されている状

況は再度確認された。前述の戸建住宅地区の調査でも13％と多くなっていた（危険率5％でも有意差な

し。n=62,82, z=-1.45)。 

 おかず類は「食べ残した」が43％と他の理由よりも大きかったが、惣菜類については「忘れていた」

が15％、「食べ残した」が13％、「おいしくなかった」が13％、「古くなった・傷んだ」が13％とばら

ついた。 

4-8 食品ロス削減に向けて：組成分析と質問紙調査の結果からターゲット行動を考える 

 最後に、食品ロスの発生抑制施策のターゲット行動を調査結果を踏まえて検討する。 

 食品ロス削減に向けて市民の行動を変えるための施策を考える上ではターゲット行動を明確にする必

要がある。「コミュニティ基点型のソーシャル・マーケティング」(Community-Based Social 

Marketing) ではターゲット行動の選択にあたり、①影響の大きさ (Impact)、②普及度 

(Penetration)、③普及可能性 (Probability) の 3 つを総合的に考慮することを提案している4)。本

研究でもこのフレームを参考に検討を行った。まず②普及度の情報として、本地域における行動の実施

率（いつもしている人の割合）を表1.10に示した。そしてその行動の削減対象となる食品ロス分類項目

の組成割合を①影響の大きさとして示している。③普及可能性については、筆者らが別途調査した結果

のうち、精華町全体における各行動の実施率、および、別途実施したモニター調査でいくつかの取り組

みを実施するよう依頼した後、その行動の取り組みやすさを評価してもらった結果を用いた。 

 まず「傷みそうな食品を優先して使う」は今回取り上げた行動の中では食品ロスの発生抑制に最も直

結すると考えられる。A～Cのいずれの抑制にも影響するため影響の大きさも大きい。実施率は今回の行

動の中では最も高く「いつもしている」割合が73％であり、また精華町内の普及率と比較しても同程度

である。取り組みやすさの評価も高く、相対的に取り組みやすい行動と考えられるが、今回の結果から

は3割弱の人はこの行動をしないことがあるとなっている。その重要性から考えて、この行動のさらな

る実施率の向上は、重要なターゲットの１つだと考えられる。 

 食品ロス全体の削減に有効と考えられる行動で、削減ポテンシャルの相対的に大きいと考えられる行

動としては、「買い物前の在庫チェック」もある。実施率は40％だが、町内全体と比較して有意に低く

（ウィルコクスンの順位和検定による W=14,740.5，z＝2.34，p<0.05）、また取り組みやすさの評価

も高い。この行動も重要なターゲット行動と考えられる。 

 一方、相対的にこの地域で大きな割合を占めていた「A：未利用食材」を削減する行動の中では「早
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く使う必要がある／傷みやすい食材を冷蔵庫の目線の位置に置く」の取り組みやすさが高い。実施率は

42％で、町内平均よりは高いが、なお普及の余地は大きい。この行動も重要なターゲット行動になると 

表1.10 食品ロス発生抑制行動とその対象、影響の大きさ、普及度、普及可能性の例 

考えられる。 

 食べ残しの割合は相対的に少なめであるが、これをターゲットとする削減行動「残り物を食べきる計

画を立てる」の実施率は町内平均よりも有意に低く（ウィルコクスンの順位和検定による 

W=19169.5，ｚ＝2.12，p<0.05）、ターゲット行動の候補となりえる。ただし取り組みやすさの評価情

報がないため、普及可能性については未知数であり、優先順位はやや下がると考えられる。 

 以上のように、組成調査データと削減行動の実施状況がわかれば、食品ロス削減のための有効なター

ゲット行動の抽出に有効と考えられる。なお今回は取り組みやすさの評価は既存の調査データを参照し

たが、今後はこの項目についてもあわせて調査することが望ましいと考えられる。また全国的な実施状

況などの参照データの整備も必要であろう。 

 

4-9 開発した手法の普及に向けた取り組み 

 ここから開発した手法の普及に向けた取り組みについて述べる。 

 2019年8月9日(金)に成果発表会として「家庭からの食品廃棄の実態把握の方法」を大正大学（東京）

で開催し、コンサルタント、自治体職員、環境省担当者、研究者等、計33名の参加を得た。この場で本

研究グループが初年度に開発した「家庭系食品ロス組成調査法」のマニュアルを配布・説明した。さら

に連携協力者であるObersteiner副所長（墺・ウィーン農業大学・廃棄物管理研究所）、Vittuari准教

授（伊・ボローニャ大学[skype参加]）より、各国の組成調査の状況報告、及び本研究の手法に対して

コメントを得た。それらを踏まえてフロアとのディスカッションを行った。議論では主に以下の4点の

指摘があり、それぞれ対応する改善をはかった。 

No. 対象となる食品ロス
食品廃棄物中

の割合*1
ターゲット行動の候補 目的 普及率*2

精華町内
実施率*3

取り組み
やすさ*4

1 未利用食材 29%
早く使う必要がある/傷み
やすい食材を冷蔵庫の目
線の位置に置く

在庫使い切り 42% 34% 67%

2 未利用食材 29%
買い物の際は、足りない
食材だけを買う

買い過ぎ防止 54% 39% 33%

3
未利用食材
（使い切りにくい食品）

－
レシピに足りない食材は
在庫から代用する

使い切りにくい食
品の購入抑制

39% － 33%

4
未利用食品＋食べ残し
（残り物）

50%
傷みそうな食品を優先し
て使う

在庫使い切り 73% 72% 63%

5
未利用食品＋食べ残し
（残り物）

50%
買い物のために冷蔵庫な
どの在庫チェックを行う

在庫使い切り 40% 47% 67%

6
未利用食品＋食べ残し
（残り物）

50%
冷蔵庫を奥まで見えるよ
うに整理する

在庫使い切り 37% 31% －

7 未利用食品＋食べ残し 50%
買い物メモを作ってから買
い物をする

買い過ぎ防止 46% 40% 56%

8 未利用食品＋食べ残し 50%
単価が高くなっても使い
切れる量を買う

買い過ぎ防止 42% 34% －

9 食べ残し 14%
食べ切れる量を確認して
配膳する

食べ切り 62% 60% －

10 食べ残し 14%
残り物を食べきる計画を
立てる

食べ切り 26% 37% －

*1:組成データは、本研究の対象地区の2019年組成調査による。

*2:普及率の数字は、本研究の対象地区の2019年質問紙調査の結果。4段階評価のうち「いつもしている」の回答者割合。

*3：精華町内実施率の数字は筆者の研究室と京都府精華町との共同調査15)（2019年、郵送法。有効回答数404）による。4段階

評価のうち「いつもしている」の回答者割合。

*4:取り組みやすさは筆者の研究室と京都府精華町との共同モニター調査26）（2018年11～12月実施。モニターは41名。数字は

取り組み後の事後調査（回答者数32名）の結果）より。5段階評価のうち「とても取り組みやすい」の回答者の割合。
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① 簡易な分類の必要性 

 レベルシステムを導入し、最低限必要な分類と、することが望ましい分類のレベルを設定した。 

② 既存調査では分類不能が食べ残しに入る場合と分類不能に入る場合がある 

③ ②を踏まえた手順・分類の順番の標準化の必要性 

 ②、③の課題に対して、「分類不能」を導入した上で、従来これを食べ残しや調理くずに入れていた

自治体はそれらを明示して合算する方針により、解決を図った。 

④ 立てる対策と紐付けた分類の明示化、特にフードドライブとの関係 

 行動変容政策でターゲットとなる削減行動と各分類項目との関係を提示した。フードドライブは主と

して未開封未利用食品が対象になりえると考えられるが、賞味期限に制約をつける場合は賞味期限情報

が必要となる。 

4-10 環境省の家庭系食品ロス把握のための調査手順書の改善提案 

 2019年の海外研究者を招聘したワークショップ及び上記4-9で述べた成果発表会での議論を経て本手

法が確立したことを踏まえて、環境省の食品ロス担当者に環境省が提供する家庭系食品ロスの調査マニ

ュアルである「家庭系食品ロスの発生状況の把握のためのごみ袋開袋調査手順書」の改善提案及び意見

交換を行った。 

 提案内容は主に以下の5点である。 

①過剰除去に替わる調理くず（意図的除去部）中の可食部の概念（物理的可食）とその測定方法 

 サブテーマ２，３で議論した内容を踏まえ、過剰性の判断をせず、食品成分表の廃棄部位を参考に、

類型的に調理くず（意図的除去部）中の可食部を、「物理的可食」として分類することを提案した。な

お成果の概要で述べているように食品ロスと物理的可食をあわせた量のうちの物理的可食の割合は平均

約３割程度となり、国の過剰除去の推計値と同程度となっている。国の定義は過剰性を加味したもので

あり、その点で過剰除去としては過大推計になっていると思われるが、物理的可食としては妥当な水準

と考えられる。 

 ただし測定可能になるとはいえ調査時の負担は相対的に増えることになり、この点について調査会社

や自治体から懸念が示されていることから、環境省が調査に基づいて意図的除去部中の物理的可食割合

を示し、各自治体が自ら意図的除去部を分類しない場合に使用できるようにすることも提案した。 

②直接廃棄（未利用食品・手付かず食品）と食べ残し、調理くず（意図的除去部）との境界の考え方 

 調理くず（意図的除去部）か否かは、意図的に除去された形跡が見られるかどうかで判断する（剥か

れた皮、取り除かれた端部・芯部、等）。 

 食べ残しとは、調理済み食品のうち、容器包装に入っておらず、途中まで食べられて捨てられたもの

とし、それ以外の調理済み食品は、原則として直接廃棄（未利用食品・手付かず食品）とする。 

 ただし弁当容器に入った食べ残しなどいくらかの例外もあるため、例外についても示した。 

③細分化の分類項目 

 本研究で提示する分類項目を提案した。具体的内容はここでは割愛する。 

④レベルシステムの明示化 

 現在の手順書においても、100％未満残存の直接廃棄（手付かず食品）を50％以上と未満で分けるこ

とはオプションとされており、また過剰除去の測定は他の事例の値を用いて推定する例を示すなど、さ

らにできる場合に実施するオプションという位置づけと考えられる。これらのどこまでの分類が必須

で、さらに分類する場合の優先順位はどのようになるかをよりわかりやすくレベルシステムとして明示

化することを提案した。 

⑤用語の変更 
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 現在の用語のうち、「直接廃棄（手付かず食品）」は「直接」の意味がわかりにくいと考えられるた

め、「未利用食品（手付かず食品）」とすることを提案した。また食品ロス以外の食品廃棄物を指す用

語として「調理くず」という用語を使用しているが、この中には食べた後の魚の骨や果物の種など、

「調理くず」とは呼べないものも含まれる。そのため誤解のないように、「意図的除去部」あるいは

「不食部」という用語を用いることを提案した。「過剰除去」については概念の変更とともに「物理的

可食」の名称も提案した。 

 なお2019年度には、環境省「食品リサイクル・食品ロス検討会」分科会③：組成調査マニュアルにて

検討することとなったが、コロナにより延期された。2020年度に担当者の変更があり、再度、新たな担

当者に説明して検討を依頼した。 

５．研究目標の達成状況 

研究目標とその達成状況を以下の表に示す。 

目標 達成状況 

・サブテーマ２で提案された

手法を用いて、農村部で食品

ロス組成調査を実施し、その

実施可能性を検証するととも

に、農村部の食品ロスの特徴

を示す。 

・農業地区に特徴的な組成である自家栽培農産物の測定を含めて、都

市地区・農業地区のいずれにも適用できる食品廃棄物の分類項目をサ

ブテーマ２とともに開発し、農業地区でも実行可能であることを実際

に示した。またその結果と地域の質問紙調査結果を踏まえて、自家栽

培農産物の発生・排出特性など、農業地区の食品ロスの特徴を示し、

当初目標を達成した。 

・サブテーマ２で構築された

食品ロス組成調査手法に基づ

き、「家庭系食品ロスの発生

状況の把握のためのごみ袋開

袋調査手順書」（環境省）の

改善案を環境省に提案する。 

・2019年度に4-10で述べた「家庭系食品ロスの発生状況の把握のため

のごみ袋開袋調査手順書」（環境省）の改善案を環境省に提案した。

環境省「食品リサイクル・食品ロス検討会」分科会③：組成調査マニ

ュアルにて本研究グループの研究代表者の参加の下、検討することと

なった。ただしコロナ禍のため延期となり、その後開催されていな

い。手順書の改善とそれに基づく国内の実態把握精度の向上について

は、今後の課題である。 

・本研究で開発した手法の普

及に向けて食品ロス組成調査

を実施する調査会社や自治体

への説明会を開催し、調査事

例を5自治体以上に増やす。 

・2019年8月に本研究で開発した手法の普及に向けて食品ロス組成調

査の説明会を開催し、コンサルタント、自治体職員、環境省担当者、

研究者等計33名の参加を得た。 

・調査事例は、本研究による実施と自治体の独自調査への導入事例を

含めて7自治体となった。川口市、小金井市、小平市では、廃棄物処

理計画策定に伴う組成調査の実施にあたり本研究会が提案する手法が

採用され、その結果が計画策定に利用された。 
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Ⅱ－2 都市部の食品ロス廃棄実態の解明（サブテーマ２） 

 

大正大学 

地域創生学部 地域創生学科       岡山 朋子  

［要旨］ 

当該サブテーマにおいては、まず発生する食品ロスの実態を明らかにするために、家庭系食品ロス排

出実態調査のための食品ロス組成調査手法を設計し、国内外の手法レビューや国内外の議論、調査の試

行による検証を経て開発を行った。この開発された手法を「Tokyo Method」と呼ぶものとする。 

次に「Tokyo Method」用いて組成調査を重ね、これらの調査結果を比較検証することで、日本にお

ける都市部・農村部の家庭系食品ロスの特徴の違いを明らかにした。東京中心部の住宅密集地と京都府

および山形県の農村部の結果を比較したところ、明らかな特徴の違いは、農村部では「自家栽培野菜」

の排出が認められたことである。ただし、これまでに調査できた事例数が7事例と少ないこと、東京都

の多摩地区などの農地と宅地が混在する郊外都市が3事例含まれたこと、手法を確立する以前の2事例

は分類の妥当性などを確認することが目的の予備調査だったために調査試料（サンプル）量が非常に少

なく結果の信頼性が薄いことから、東京23区の2区の事例では「自家栽培野菜」の排出が認められなか

ったこと以外の明確な都市部と農村部の違いは確認できなかった。都市部・農村部の違いよりも、単身

世帯とファミリー世帯といった世帯人数、あるいは集合住宅と戸建住宅といった居住形態における差異

の方が優位に認められる可能性もあるが、本研究の調査においてはいずれも証明できなかった。 

残された課題としては、排出された食品ロスおよび食品廃棄物と排出者を紐づけることができないた

め、食生活と食品廃棄物を照らし合わせて検証ができないことが挙げられた。さらに「Tokyo 
Method」の分類においては食品ロスではない食品廃棄物として定められた「意図的除去部」に関して

は、食品ロスに該当するかどうかのグレーゾーンにある食品（部分）であるとも考えられるため、広く

一般的な国民意識を調査する必要が生じた。これらの課題については、最終年度にアンケート調査を追

加して実施した。これらの調査結果の詳細な分析と食品ロス削減に向けた施策へのフィードバックを行

うことが、最終的に残された課題である。 

 

１．研究開発目的 

本研究の背景としては、我が国における第4次循環型社会形成推進計画および食品ロス削減推進法な

どの制定がある。すなわち、2030年までに家庭から発生する食品ロスを半減することが定められた

が、実際に家庭から排出される食品ロスの定義において、環境省は「手付かず食品」「食べ残し」そし

て「過剰除去」と定めている。しかし、排出実態を把握するための環境省「家庭系食品ロスの発生状況

の把握のためのごみ袋開袋調査手順書（令和元年５月版）」１）（以下、環境省手順書）においては、

「過剰除去の判別は難しいので分類しなくても良い」とされているため、この手順書に従った調査結果

からは実態把握は難しいと言わざるを得ない。 

そこで本研究においては、まず「家庭から排出される食品ロスを定義」し、「定義された食品ロスの

組成調査（分類調査・組成分析・実態把握調査）手法」を確立することを目的とした。 

① 家庭から排出される食品ロスの概念を明らかにして、食品ロスの内容と分類を明確に定義する 

② ①および、サブテーマ1・3のレビュー結果、さらにこれまでの同手順書を用いて実施した食品ロス

実態把握調査の結果より改善した手法をプレ手法として設定したうえで、都市部・農村部での家庭系

食品ロス排出実態把握のための予備調査を実施する 

③ ②を踏まえて、家庭から発生する食品ロスの排出実態を把握するための食品ロス組成調査手法

「Tokyo Method」を確立する 

④ ③を使ってさらなる組成調査を実施し、結果から都市部・農村部の家庭から発生する食品ロスの特

徴の違いを明らかにする 
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２．研究目標 

・サブテーマ１・３のレビューやサブテーマ１・２の都市部・農村部の予備調査を踏まえて、食品ロス

の概念が明解で、分類作業が平易であり、有効な食品ロス削減の取り組みに資する食品ロス組成調

査の手法を開発し、マニュアルを作成する。 

・提案した手法を用いて、都市部で食品ロス組成調査を実施し、その実施可能性を検証するとともに、

都市部の食品ロスの特徴を示す。 

 

３．研究開発内容 

 研究期間のうち各年度の研究開発内容について以下にまとめる。 

H30（2018）年度：家庭から排出される食品ロスの定義および類型（分類）の設定 

 これまでの家庭からの食品ロス排出実態予備調査結果およびサブテーマ1の農村部の食品ロス排出実

態予備調査結果、サブテーマ3における過去調査のレビューを踏まえた家庭から排出される食品ロス

の定義および類型（分類）の設定 

H31・R1（2019）年度：家庭系食品ロス組成調査手法「Tokyo Method」の確立と本調査実施 

 家庭系食品ロス組成調査手法「Tokyo Method」開発、国内外専門家との共同調査および国際間での

実施可能性評価と手法の改善を加えて完成、学術会議やSDGs関連会議等での実態調査手法提案、都

市部およびサブテーマ1と共同で行う農村部における家庭系食品ロス実態(本)調査とマニュアルの改善 

R2（2020）年度：調査結果に基づく都市部・農村部の家庭から排出される食品ロスの特徴の差異の検

証 

 さらなる組成調査事例の実施と分析、都市部・農村部の家庭から排出される食品ロスの特徴の差異の

検証、研究のとりまとめ・論文投稿、さらなる課題への対応 

 これらの調査研究の内容について、主に2018年度分を3-1に、主に2019年度分を3-2に、主に2020年

度分を3-3に、2020年度に残された課題として追加して実施した調査研究の内容を3-4にまとめる。 

 

3-1 家庭から排出される食品ロスの定義および類型（分類）の設定と都市部での予備調査 

(1) 家庭から排出される食品ロスの概念と定義 

 家庭から排出される食品ロス実態を的確に把握できるよう、家庭ではどのように食品が投入され、消

費され、廃棄されるのかを明らかにし、その概念に基づいて食品ロスを「未利用食材」「未利用調理

済み食品」「食べ残し」に分類した。 

 

(2) 家庭から排出される食品ロスの分類 

(1)で設定された食品ロスの概念と定義に基づいて、さらにこの食品ロスの3分類を細分類した。 

 

(3) 家庭から排出される食品ロスの分類のレベルシステムの設計 

(2)で設定した食品ロス及び食品ロス以外の食品廃棄物の分類を細分類し、5段階のレベルを設計した。 
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(4) 都市部の家庭系食品廃棄物組成調査（予備調査） 

（1）（2）（3）で作成した分類項目に基づき、組成調査方法を設計した。都市部において、設計した

食品ごみ組成調査方法を用いて予備調査として組成調査を実施した。この結果を踏まえて、家庭系食

品ロスの排出実態を的確に把握できるよう分類項目・方法を見直し、調査方法の開発に反映させた。 

 

3-2 家庭系食品ロス組成調査手法「Tokyo Method」の確立と本調査実施 

(1) 家庭系食品ロス組成調査手法の設計・開発・確立 

 3-1で定義した食品ロスの分類について、家庭系食品ロスの発生抑制可能性の関係を把握するための

食品ロス細組成調査方法を設計した。開発に際しては小規模の予備調査（3-1(3)など)を実施し、分類

及び調査上の課題を抽出するとともに改善して調査方法を確立した。 

 

(2) 家庭系食品ロス排出実態を明らかにする本調査実施 

 初年度の予備調査と同じ地域で、食品ごみ組成調査を実施した。また、設計された方法を試行する調

査はウィーン農業大学（オーストリア）の参加のもとで行ない、国際的に共有できる手法として改善を

行なった。その上で、山形県長井市（農村部）や世田谷区（都市部）において本調査を実施した。 

 

3-3 都市部・農村部の家庭から排出される食品ロスの特徴の差異の検証 

 開発した食品ロス細組成調査方法を用いて実施した国内事例調査結果を分析し、都市部・農村部の家

庭の食品ロスの排出実態のそれぞれの特徴を明らかにしようと試みた。 

 

3-4 残された課題：質問紙調査 

(1) 山形県長井市における排出実態調査地域の住民を対象とした食生活調査 

 長井市における組成調査はごみ収集拠点（ステーション）ごとの組成調査結果が得られたことから、

ステーション利用世帯地域ごとの食生活傾向を把握することが、最終年度の新たな課題となった。 

 

(2) 「過剰除去」の実態を検証するための不食部（意図的除去部）の消費者意識調査 

 環境省の食品ロスの定義に含まれる「過剰除去」は、実際には調査において検出されないが、概念と

しては「意図的除去部」に一部一致する可能性があると考えられる。そこで、全国を対象にWeb調査

を実施して、グレーゾーンにある食品（部分）に関する国民意識を明らかにしようと試みた。 

４．結果及び考察 

４-１ 家庭から排出される食品ロスの定義および類型（分類）の設定と都市部での予備調査 

(1) 家庭から排出される食品ロスの概念と定義 

日本では、食品ロスとは「食べられるのに食べられずに廃棄された食品」と定義されている。持続可

能な開発目標・SDG12.3では、「2030年までに小売・消費レベルにおける世界全体の一人当たりの食

料の廃棄を半減させる」という食品ロスの削減目標が定められており、国際的に統一された指標作りが

進められている。また、2019年度国会において食品ロス削減推進法が制定されたことから、国内共通

の食品ロスの定義とその分類調査・実態把握方法の標準化は、日本にとっても喫緊の課題であると言え

る。そこで環境省は、手順書1)を公表し、全国の自治体に調査を促している。しかし、食品ロスの内訳

を表す用語（直接廃棄、過剰除去、手付かず食品、食べ残しなど）とその定義が明確でないため、調査

内容のバラツキが大きく実態把握に繋がっていると言い難い。 

そこで、当該研究チームは、2018年度より、食品ロスの定義、計量方法、食品ロス削減に有効な分類

区分について検討を重ねてきた。目的は、国際的に合意できる (1)食品ロスの概念が明解でわかりやす
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い分類、(2)食品ロス実態把握調査において作業が困難でない分類、(3)有効な食品ロス削減に向けた取

組や施策構築に資する分類を提案することである。その前提として、国際的に合意できる食品ロスの定

義が必要である。 

当該研究チームにおいては、家庭から排出される食品廃棄物のうち、「食べられるのに食べられずに

廃棄された食品」である食品ロスを「未利用食品（直接廃棄）」と「食べ残し」と定義した。未利用食

品は、さらに2分類される。A）未利用食材（調理の素材）、B）未利用調理済み食品（食卓に上ってい

ない未食の調理済み食品）である。このA及びBに、C）食べ残し（飲み残し含む）を加えたものが食

品ロスに該当するとした。 

このほか、食品ロスではない部分は、D)意図的除去部（不食部・ふつうあまり食べないところ）とし

た。調理過程で排出される調理くずの他、食事後に残される果物の種や貝殻、トウモロコシの芯などが

該当する。Dは、物理的には可食であるがふつうあまり食べないところとして除去されたものと、骨や

殻のように物理的に食べられないところに2分類されるとした。 

なお、物理的に可食な部分は、イギリスのWaste and Resources Action Program（WRAP）2) の

“possibly avoidable（回避可能な食品廃棄物）”と概ね同義であると考えられ、さらに農水省・環境

省が従来「過剰除去」としていた部分を含むと考えることができる。ただし、環境省手順書では、過剰

除去は調査では把握が困難であるため調理くずに含めて構わないことになっており、現状で食品ロス項

目として排出実態の把握ができているかどうかは不明である。 

食品が購入されるなどして家庭に投入されてから最終的に捨てられるまでのフローのうち、各プロセ

スで発生する食品ロスと、食品ロス以外の食品廃棄物を図2.1に示す。このフローに従って、家庭に投

入される食品の分類のコンセプトと、廃棄される食品の分類のコンセプトを説明する。なお、時系列は

矢印の向きに従うものとする。また、家庭に投入された段階が最も上段であり、食品はそこから基本的

に食卓に向かって流れていく。ただし、各プロセスにおいて発生する食品廃棄物は、左右横に出て行く

イメージで図示した。 

以下では、投入された段階から食卓にあげられるまでの食品、食卓にあげられる前の段階で廃棄され

る食品及び食卓に上がってから廃棄される食品のうち、食品ロスとして排出される食品、食品ロス以外

の廃棄される食品に分けて説明する。 

＜家庭に投入され・食卓にあげられるまでの食品＞ 

家庭に投入される食品は、2種類に分類できる。料理の素材として使われる食材と、そのまま食卓に

挙げられるか、あるい

は直前まで調理が済ん

でいる調理済み食品で

ある。 

●食材 

食材とは、食卓で食

べるに当たって何らか

の調理に係ることが基

本的に想定される食品

である。例えば、野菜

や果物などの青果に魚

介類・肉類などの鮮

魚・精肉を加えたいわ
図2.1 家庭内での食品フローと食品廃棄物排出プロセス 
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ゆる生鮮食品、牛乳や乳製品、豆腐類や納豆など、食パン（菓子パン、惣菜パンを除く）、ハムやベー

コンなどの肉の加工品、竹輪やはんぺんなどの魚介系の加工品といった日配（デイリー）食品、調味料

のほか、ミックスベジタブルなどの冷凍食品、スイートコーンの缶詰、ホワイトソースのレトルトパウ

チなどといった食材のドライ食品として売られている食品を表す。これらは、スーパーマーケットにお

いても、売り場部門として区分されているため、料理をする前のスーパーでの買い物をイメージすると

良い。食材が利用されずに廃棄されたものは、A未利用食材と分類する。 

●調理済み食品 

調理済み食品とは、食べる直前まで準備された、あるいはそのまま食べるだけの食品・調理済みの食

品である。例えばスーパーではベーカリーや惣菜部門で売られている惣菜パンやピロシキ・おやき・肉

まんなど・フライやサラダのような食品、サバ味噌煮缶などの缶詰・ピクルスなどの瓶詰・カレーなど

のレトルト食品・カップ麺などといった食べる直前まで調理されているドライ食品、和菓子やケーキ、

スナック菓子などの菓子類が該当する。調理済み食品が食べられずに廃棄されたものはB未利用調理済

み食品と分類する。 

＜家庭から食品ロスとして排出される食品＞ 

●未利用食品（手付かず食品）A/B 

A/Bの未利用食品は、A未利用食材（使っていない・使い残しの未利用の食材）と、B未利用調理済み

食品（食卓に上っていない未食の調理済み食品）に分類される。A未利用食材は、丸ごと使われていな

い野菜やパッケージ入ったままの肉や魚など、まだ料理に供されると見なされる部分が残存している野

菜や未調理の肉・魚類、その他ハムなどの肉の加工品、竹輪などの魚介類の加工品、プレーンヨーグル

トやチーズなどの乳製品、調味料やジャムなどが該当する。B未利用調理済み食品は、上記に記載した

調理済み食品が容器包装の有無に限らず1つ丸ごと廃棄されたり、冷凍食品やインスタント食品などが

未開封で廃棄されたり、あるいは箱の中に4分の１の切り身の状態で残っているホールケーキなど、食

卓に上がってそこで残されたもの（C食べ残し）ではなく、期間に関わらず保存された上で廃棄された

と見なされる食品が該当する。 

●食べ残しC 

一度食卓にあがったあと、一部残されて捨てられたとみなされる調理済み食品とする。原則はパッケ

ージに入っていないものであるが、食器として用いる(容器から直に食べる)ことが想定されている容器

(弁当、プリンなど)に一部残っているものも該当する。かじった跡のあるアンパンなども該当する。 

＜食品ロス以外の食品＞ 

●意図的除去部(不食部)D 

食品ロス以外の部分は、普通あまり食べないところ（意図的除去部）とした。食べ（たく）ない部分

として意図的に除去された部分がすべて含まれる。図2.１にあるように、D不食部は、調理の段階で発

生する調理くずや、食事が終わった段階で発生するあさりの貝殻やトウモロコシの芯などが該当する。

必ずしもいわゆる「調理くず」だけではない。意図的除去部のうち物理的可食部としたのは、例えばキ

ャベツやレタスの一番上の葉、基本的には食べられるがレシピにおいて剥くことを推奨されている人参

の皮や大根の皮、ブロッコリーの芯など、「（食べられるが）普通あるいは普段あまり食べない（ので

除去する）」のことである。さらに、調理過程あるいは食事後に発生する、物理的にも食べることが難

しい貝殻や骨などの非可食部分を合わせてD意図的除去部・不食部とした。 

(2)家庭から排出される食品ロスの分類 

(1)の家庭に投入される食品の類型と、その食品ロス、さらに食品ロス以外の食品廃棄物について、さ
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らに詳細に分類した。これは食品ロス細組成調査における分類である。表2.1に表し、以下に説明す

る。 

＜食品ロス＞ 

表2.1において、太線で囲まれた部分が食品ロスに該当する。A/Bの未利用食品は、それぞれ１および

2に分類される。1はパッケージに入ったまま開封されることなく廃棄された食品であり、2はパッケー

ジがないか、あるいは開封されている食品である。 

 A1はパッケー

ジを開けていない

未開封の食材であ

る。A2は開封済

み、あるいはパッ

ケージのない食材

で、これはさら

に、切られたりす

ることなく丸ごと

残っている食材

（A2w）と、一部

使用されて部分的

に残っている食材

（A2p）に分類さ

れる。例えば、キ

ュウリ1本、キャ

ベツ1/4玉といった

食材がパッケージ

に入ったまま丸ご

と捨てられていれ

ばA1、パッケージ

は開封済みだがキ

ュウリ1本丸ごと

残っている場合は

A2w、キュウリが

切られて一部使わ

れている場合は基

本的に残っている量にかかわらずA2pである(ただし端部を食べないところとして切り落とした場合は

除く)。開封済みのキャベツ1/4玉もA2pとする。A2wのうち、販売された野菜や果物ではなく、菜園や

庭からとれたとみなされる農作物はA2wfとする。またダッシュ（B’、C’）はそれぞれ飲料とする。 

 B1の未開封の調理済み食品は、その食品１個の包装が開けられていない調理済み食品である。個包

装されている食品の場合、個包装の食品を１個とみなす。例えば、個包装のせんべいが20枚入ってい

る袋が開封されていて3枚残っている場合も、その3枚のせんべいの個包装が開けられてなければB1に

該当する。B2の開封済み、あるいはパッケージのない調理済み食品は、食品１個が明確な調理済み食

品について、その食品１つには食べた形跡がないパッケージのない丸ごとの調理済み食品、および一部

の例外を除きパッケージに入った調理済み食品が該当する。例えば菓子パンやサンドイッチ、海苔巻き

などが1つ出てきた場合、あるいは1袋に全部で5個入っていた個包装なしのアンパンが3個残っている

状態で排出された場合、開封済みのパッケージに入ったまま排出された漬物やお菓子などが該当する。

1 2 3 4 5

パッケージに入っていて未開封の食材

パッケージがないか開封済みで、丸ごと残ってい
る食材
不揃い、枝付きなど自家栽培と見られ、また１つ
のごみ袋に同じ種類のものが多数入っていた農
産物

一部利用された使い残しの食材

パッケージに入っていて未開封の調理済み食品
個包装が未開封のものを含む

パッケージのない丸ごと調理済み食品、および
パッケージに入って一部残った調理済み食品。
ラップに包まれたご飯等を含む。
ただし弁当がらなど明らかな食べ残しはパッケー
ジに入っていても食べ残し。

パッケージに入っていて未開封の飲料

原則としてパッケージに入っておらず、一部食べ
て捨てられた調理済み食品。飲料を除く。
ただし弁当がらなど明らかな食べ残しはパッケー
ジに入っていても食べ残し。

開封済みの飲み残し飲料

De 物理的
可食

意図的除去部のうち食べる場合もあるもの。
野菜くず、肉の脂、魚の皮、植物油、パンのみみ、
出汁昆布など。
ただし、とうもろこしの芯など野菜くずでも明らかに
通常食べられず、量的に影響する可能性のある
ものは非可食。

Di 非可食

意図的除去部のうち通常食べられないもの。
果物くず、種、骨、卵の殻、貝殻、コーヒー殻、袋
に入った出し殻など。
ただし、リンゴの皮など明らかに食べられて、量的
に影響する可能性のあるものは物理的可食。

E 分類不能

非常に細かい食品廃棄物あるいは食品以外の廃
棄物との混合物で、何が主なものかもわからず、
それ以上分類作業が難しいもの。
排水口ネットごみのうち、分けられるものを除いた
後のごみなど。

レベル
分類時の考え方

食
品
廃
棄
物

食品ロス

A/B 未
利用食品

A 未利用
食材

A1 未開封食材

A2w 丸ごと食材

A2wf 自家栽培農産物

食品ロス
以外

D 意図的除去部

E 分類不能

A2p 一部食材

B 未利用
調理済み

食品

B1 未開封の
調理済み食品

B2 開封済みの
未利用

調理済み食品

B' 未開封飲料

C 食べ残し
C 食べ残し

C' 飲み残し

表2.1 食品ロスと非食品ロスの細分類項目とレベル及び細分類の説明 

※アルファベット及び分類の色の系統は図1に則っている 
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炊いたご飯を保存するためラップに包んだものなどもB2である。 

表2.1の最も太い線で囲われた項目（A,B,C）が、食品ロスの分類である。ただし、農林水産省・環境

省の従来の定義に従って食品ロスに「過剰除去」のような意図的除去部の中の可食部を含める場合は、

食品ロスに以下に述べるDe物理的可食を含めることで対応できると考える。 

＜食品ロス以外・非食品ロス＞ 

●意図的除去部(不食部)D 

食品ロス以外の部分は、普通あまり食べないところ（意図的除去部）とした。食べ（たく）ない部分

として意図的に除去された部分がすべて含まれる。これはDe物理的には可食であるが、ふつう食べな

いところ、あるいは食べないところとして除去されたところと、Di物理的にも食べることが難しい部

分に細分類する。例えば、野菜の皮などは原則としてDeであるが、玉ねぎの茶色の皮やトウモロコシ

の皮など明らかに食べることが難しく組成割合に影響を及ぼすと考えられるものはDiとする。刺身の

ツマなども意図的除去と考えてDeとする。一方、果物くずは原則としてDiとするが、リンゴの皮など

食べられることもしばしばあり、組成割合に影響を及ぼすと考えられるものは例外的にDeとする。 

なおDe物理的可食とDi非可食の分類は、D意図的除去部中の可食部の割合（概ね過剰除去の割合）を

知る必要がなければ、行わなくてもよい。一方、エコクッキング等によりDe物理的可食の削減を目指

す場合は、政策効果の評価のために必要となる。 

●分類不能E 

排水口に取り付けたネットなどに入ったもののうち、分けられるものはできる限り分けた上で残った

混合物で、それ以上分類作業が難しいものをE分類不能とした。 

 

(3)家庭から排出される食品ロス分類項目の詳細度（レベルシステム） 

表2.1に表したように、当研究チームが開発して提案する家庭系食品ロス実態把握のための分類調査に

おいては、分類項目の詳細度に応じて5つの段階（レベルシステム）を設定した。最も簡単な分類から

説明すると、食品ロスとそれ以外の2分類とするレベル1、環境省の手順書における主要3分類に対応す

るレベル2、本研究の主要4分類に対応するレベル3、「De.物理的可食」と「Di.非可食」以外のすべて

の細分類を実施するレベル4、そして食品ロス以外の食品廃棄物（D）に到るまですべての細分類を実

施するレベル5と、5段階の導入レベルを設定した。 

 

(4) 都市部の家庭系食品廃棄物組成調査（予備調査） 

上記(1)（2）(3)で設定した家庭系食品ロス・非食品ロスの定義と分類手法に従った予備調査として、

2018年7月と12月に、東京都特別区であるX区において、家庭系可燃ごみを対象として食品ロス細組成

調査を実施した。調査対象地はX区内の戸建・低層集合住宅地域の一部で、調査1回分の検体量は軽ト

ラック1台分の約80kg程度であった。これはおよそ40世帯分の可燃ごみに相当する。 

主要な分類は、食品ロスとしてA/B未利用食品（手付かず食品としてA食材と、すでに食べられる直前

まで調理・準備されているB調理済み食品、C食べ残し、非食品ロスとしてふつう食べないところのD

不食部に大別した。なお、この予備調査の段階では、B調理済み食品のうち、サブカテゴリーのB2の開

封済み・容器包装のない食品は基本的に丸ごと残っているものとし、ラップに包まれたご飯などはC食

べ残しと分類していた。さらに、環境省手順書およびサブチーム1の担当者である山川ら調査4)におい

て、未利用食品が50％以上残存している場合と50％未満残存の場合を区別して分類していることか

ら、7月調査ではA食材について部分的に残存しているものと丸ごと排出されている食品の区別をしな
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かったが、12月調査においては一部使用されている食材については、残存状況に関わらずA2p一部食材

としてA2丸ごと食材と区別して分類することにした（分類2、レベルシステムではレベル5）。 

家庭系可燃ごみ細組成調査結果を表2.2に示す。食品廃棄物中の食品ロスの割合は平均で約30％とな

った。これは、環境省による調査結果3)の単純平均である36％と比較すると若干少ないが、都市部の食

品ロスの割合としては妥当であると言える。7月調査では、可燃ごみ中の食品廃棄物の割合は43.7％、

食品廃棄物中の食品ロスの割合は27.5％（全体では12.0％）、未開封食品の全体に占める割合は4.6％

であった。12月調査では、可燃ごみ中の食品廃棄物割合は42.1％、食品廃棄物中の食品ロスの割合は

30.9％（全体では13.0％）、未開封食品の全体に占める割合は2.7％であった。なお、X区が毎年実施し

ているごみ排出実態調査結果においては、未開封食品の可燃ごみ全体に占める割合はサンプリング地域

によって異なるが、約1％〜約5％であり、平均で2.4％（2016年度）である。本調査の検体量は非常に

少ないため、この調査の割合をそのまま実態として扱うことはできないが、実態と大きくはかけ離れて

いない（実態の範囲内である）とも言える。 

 

表2.2 都市部の食品廃棄物細組成調査結果 

 

 

 

 図2.2から図2.4には、食品ロスだけを抜粋して食品ロス各項目の割合を示した。7月調査では食材が

47.1％、調理済み食品が17.4％、食べ残しが35.5％、12月調査では食材が33.8％、調理済み食品が

17.4％、食べ残しが48.8％となり、食材と食べ残しの割合が季節間で逆転した。この結果から、冬は、

使い残しや未使用の食材が少なくなる一方で食べ残しが増え、非可食部分の排出が少なくなる一方で物

理的可食部分の排出が多くなることがわかった。食品ロス中の調理済み食品の割合は、夏冬同じであっ

た。なお、京都府精華町の調査結果4）のうち肉類などの多量排出サンプルを除いた集計結果と比較する

合計（kg）
食品廃棄物
中割合(％）

サンプル中

の割合（％）
合計（kg）

食品廃棄物
中割合(％）

サンプル中

の割合（％）
合計（kg）

食品廃棄物
中割合(％）

サンプル中

の割合（％）

A1: 未開封食材 2.2 7.0 3.1 1.3 3.6 1.5 1.7 5.3 2.3

A2w: 丸ごと食材 1.1 3.2 1.3

A2p: 一部食材 1.3 3.6 1.5

A2wf：自家栽培農作物 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0

4.1 13.0 5.7 3.6 10.4 4.4 3.8 11.7 5.0

B1: 未開封調理済み食品 1.1 3.4 1.5 1.0 2.8 1.2 1.0 3.1 1.3

B2: 丸ごと調理済み食品 0.5 1.4 0.6 0.9 2.6 1.1 0.7 2.0 0.9

B': 未開封飲料 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0

1.5 4.8 2.1 1.9 5.4 2.3 1.7 5.1 2.2

C: 食べ残し 3.1 9.8 4.3 5.2 15.1 6.4 4.1 12.4 5.3

C': 飲み残し - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0

食べ残し計 3.1 9.8 4.3 5.2 15.1 6.4 4.1 12.6 5.3

8.6 27.5 12.0 10.7 30.9 13.0 9.6 29.4 12.5

De: 物理的可食 4.0 12.6 5.5 7.5 21.8 9.2 5.7 17.2 7.3

Di: 非可食 17.0 54.4 23.8 15.9 46.0 19.4 16.4 50.2 21.6

E: 分類不能 1.7 5.4 2.4 0.5 1.3 0.6 1.1 3.4 1.5

31.3 100.0 43.7 34.5 100.0 42.1 32.9 100.0 42.9

100.0 100.0 76.7 0.0 100.071.6 81.8

平均

2.1 6.4 2.7

12月調査

1.9 5.9 2.6

D: ふつう食べない

ところ [不食部]

7月調査

A:未利用
食材

B:未利用
調理済み

食品

食品ロス合計

食材計

A/B 未利

用食品

（手付か

ず食品）

調理済み食品計

C: 食べ残し

食品廃棄物合計

サンプル総量

分類2分類1

E: 分類不能

食品廃棄物

食品ロス

非食品ロス

A

47%

B

17%

C

36%

A1

26%

A2

22%
B1

12%

B2

5%

C

35%

7月

A

34%

B

17%

C

49%

A1

12%

A2w

10%

A2p

12%

B1

9%
B2

8%

C

49%

12月

A

40%

B

17%

C

43%

A1

18%

A2

22%

B1

10%

B2

7%

C

43%

平均

図2.2  7月調査結果 図2.3  12月調査結果 図2.4  平均調査結果 
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と、X区の12月の結果と近似する。X区の調査結果の妥当性が補完されると考えられる。 

ただし、今回の予備調査のサンプル総量は100kg未満と少ないため、結果の妥当性については疑義が

残る。しかし分類項目について、調査員（大学生）が多少迷うことはあっても大きな混乱はなかった。

食品ロスを、食材、調理済み食品そして食べ残しに分類することは、分類方法としても一般に理解しや

すく、食品ロス削減施策を講じるに際しても有効であると考えられる。当研究チームで考案・設計した

家庭系食品ロスの定義と分類・細分類は、実態把握調査の実現性も含めて概ね妥当であるとわかった。 

 

４-２ 家庭系食品ロス組成調査手法「Tokyo Method」の確立と本調査実施 

(1) 家庭系食品ロス組成調査手法の設計・開発・確立 

表2.1に基づいて、家庭から排出される食品ロスの実態を明らかにすることを目的とする食品ロス細組

成調査方法を設計した。食品ロスの分類は図2.1の考え方に則した表2.1のとおりであるが、組成調査を

実施する際には、分類作業のしやすさより表2.3のように分類する。未開封の食品は分類に迷うことが

ないため、それだけを先に1つの箱の中などに分類しておき後からA食材またはB調理済み食品に細分類

する。表2.3は、中太線部分のA/Bをそれぞれ1・2に分類し直したもので、残りは表2.1と同じである。 

表2.3 細組成調査時の分類 

分類レベル  分類１ 分類2（サブカテゴリー） 

食

品

廃

棄

物 

食品ロ

ス 

A/B 

未利用食

品 

（手付か

ず食品） 

1未開封食品 A1：【未開封食材】 

B1：【未開封の調理済み食品】 

B’: 【未開封飲料】 

2 開封済み、パッケ

ージなし食品 

A2w：【丸ごと食材】 

A2wf：【自家栽培農作物】  

A2p：【一部食材】 

B2：【開封済の未利用調理済み食品】 

  まず未開封食材のうち、A食材かB調理済み食品かの判別は、まず食材であるかどうかを判別する。

食材以外は、湯を入れたりレンジで温めたり何らかの手を加える必要があったとしても、調理済み食品

とみなす。そのまま食卓に出せる状態の料理済み食品のほか、食卓に出せる直前まで調理されている食

品が該当する。未開封の冷凍食品やレトルト食品、カップ麺などは、B未利用調理済み食品である。 

一方、ドライ食品の中でも、豆類ドライパックやミックスベジタブルなどの冷凍食品が未開封で排出

された場合は、A1未開封食材に該当し、開封されて排出された場合はA2p一部食材となる。 

料理した食事を丸々食べなかったか一部食べて捨てたかは、調査からは判別できないため、パッケー

ジに入っていないおかず類・惣菜等はC食べ残しとする。例外的に、容器ごと排出されて一部食品が残

っている弁当や、1食分のデザートであるプリンなどが一部残された状態でカップごと排出された場合

には、容器に入っていてもC食べ残しとする。 

実際の分類作業（細組成調査）は、一例として以下のような手順で実施する。 

1) 可燃ごみの収集（サンプリング）→可能ならば住宅地域特性別に区別して収集 

2) ブルーシートやテーブル等 資機材を配置 

3) 全量展開 

4) 異物（事業系ごみ、多量草木類、粗大ごみなど）除去 

5) 分類作業→粗分け、役割分担と配置、立つ・座るといった体勢などは調査者に一任 

6) 作業中に分類に迷ったものの写真記録（迷ったもの以外の写真と混同しないように注意） 

7) 細分類が全て終了したところでそれぞれ計量 

8) 細分類ごと・ABC中分類ごと・食品ロス全量の写真記録 
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9) パッケージの残っている食品の賞味期限・消費期限を記録 

10) サンプルを廃棄物に戻す 

（全ての工程で写真記録をとる） 

 

(2) 家庭系食品ロス排出実態を明らかにする本調査実施 

2018年度に実施した東京都X区での組成調査、及び2019年度にオーストリアのウィーン農業大学の研

究者とともに実施した東京都世田谷区における組成調査は、いずれも検体量が非常に少なく、分類と調

査方法の確認を行う意味では意義があったが、調査結果の妥当性には課題が残った。 

そこで、2019年度には都市部ではないが、生ごみを分別排出している地域の食品ロス排出実態調査と

して山形県長井市で細組成調査を実施した。長井市調査では、分別された生ごみ総量は376.3kg、可燃

ごみ総量は1,130.5kg、 合計サンプリング量は1,506.7kgである。さらに2020年度には世田谷区におい

ても再度組成調査を実施した。世田谷区調査では、戸建住宅の可燃ごみ総量258.7kg、集合住宅の可燃

ごみ総量257.8kg、合計サンプリング量は516.5kg、このうち食品廃棄物量の総量は125.7kgであった。

長井市調査と比較するとサンプリング総量は3分の1程度ではあるが、2019年度調査の可燃ごみ総量は

131.2kg、このうち食品廃棄物量は41.6kgだったことを勘案すれば4倍程度の検体量となる。 

この他、当研究チームにおいて研究としての調査ではないが、行政が実施する組成調査において、行

政あるいは調査を委託されているコンサルタント企業の協力を得て「Tokyo Method」を導入した。予

備調査も含めて、研究期間中にこれまで実施してきた食品ロス細組成調査の結果を表2.4に表す。 

表2.4 食品ロス細組成調査結果（％） 

 

表2.4においては、各事例における食品廃棄物中の食品ロス項目及び非食品ロス項目の割合（%）を表

した。調査が可能な都市においては、地域特性（低層住宅地域か、集合住宅が多い地域か）に分けてサ

ンプリングした。分類2はA群B群C群D群E群のサブカテゴリーまで分類した細分類である。 

都市部である世田谷区における細組成調査は、試料ごみ総量を2021年度調査では2019年度調査の約4

倍に増やして実施した。2019年度は可燃ごみ総量における食品廃棄物の割合は31.7％だったが、2021

年度は24.4%であった。同じ都市部ではXと比較して厨芥類の割合が低いが、これはX区の方が都市部

にしては多いとみなすべきであろう。2021年度の世田谷区では、特に集合住宅の厨芥類排出が少ない

ことがわかる。長井市では、生ごみを堆肥にリサイクルするため可燃ごみから分別して収集している。

したがって、可燃ごみ中の生ごみは分別されなかった厨芥類であるが、その割合と世田谷区の集合住宅

の厨芥類の可燃ごみ総量に占める割合はほぼ同じであった。 

以下、長井市の調査結果を詳細に考察する５）。2020年3月に山形県長井市において、分別された生ご

みと家庭系可燃ごみを対象としてごみ細組成調査を実施した。調査対象は、長井市Y町地区の約500世

帯、サンプリングを行う集積所は全21集積所とした。2020年3月19日に検体を収集し、20日、21日の2

日間で調査した。長井市コンポストセンターに検体を運び、その場で調査した。前述のように、長井市

では生ごみを分別収集しているので、検体には分別された生ごみと、可燃ごみ中の厨芥類の2種類があ

小平市
分別生ごみ 可燃ごみ中 戸建 戸建 混在 新興戸建 既存戸建 集合住宅 戸建 家族集合 単身集合 戸建 集合住宅 戸建 集合住宅

19年12月18年12月 21年2月 19年8月 19年8月 19年8月 19年6月 19年6月 19年7月18年12月 18年7月 19年8月 19年8月 21年1月 21年1月
376 1130 300 306 415 104 105 97 181 224 133 82 70 54 77 259 258

99.0 21.6 50.4 45.2 33.5 27.8 32.3 37.9 44.8 54.6 25.9 41.5 44.3 27.3 34.7 27.3 21.4

分類レベル 分類1 分類2

A1:未開封食材 0.00 5.54 4.9 5.1 6.4 10.4 2.6 2.5 1.6 11.6 3.6 8.6 7.8 4.1 7.6
A2w:丸ごと食材 5.82 7.17 8.0 2.0 7.4 2.8 6.2 3.3 2.2 6.2 3.2 0.3 7.1 3.2 2.9
A2wf:自家栽培野菜 16.27 2.19 2.4 5.9 1.4 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A2p:一部使用食材 5.49 8.70 13.6 10.4 7.8 5.8 4.5 9.1 6.0 2.9 10.0 3.6 5.9 4.1 9.2 7.2 13.0
B1:未開封調理済食品 0.00 3.22 3.7 1.8 9.8 5.2 2.6 3.1 1.3 6.2 2.8 3.4 0.9 4.2 4.6 6.2
B2:開封調理済食品 2.57 5.63 4.1 1.5 4.9 4.4 4.4 0.2 0.0 0.0 2.6 1.4 0.5 0.0 5.6 1.9
B':未開封飲料 0.00 0.00 0.0 0.1 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 5.0 0.5 1.4
C:食べ残し 12.91 12.96 13.7 9.2 20.6 15.4 25.1 17.2 7.0 27.0 15.1 9.8 20.6 11.1 17.4 25.3
C':飲み残し 0.00 0.13 0.1 0.0 1.0 0.5 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 0.0
De:物理的可食 41.05 22.50 23.1 19.5 20.2 17.5 15.1 19.0 14.3 12.4 21.8 12.6 29.4 20.4 23.2 17.1

Di:非可食 13.82 29.45 24.1 27.4 18.4 25.4 31.0 40.8 35.2 15.8 46.0 54.4 31.3 23.6 33.9 24.5
2.07 2.52 2.4 2.7 0.0 5.0 3.2 3.6 7.6 35.5 9.3 1.3 5.4 4.3 9.9 0.2 0.0

世田谷区 世田谷区

71.0非食品
ロス

E:分類不能

分類2（サブカテゴリー）の割合（％）

20年3月

長井市

D:意図的
除去部

食品
ロス

A:未利用
食材

B:未利用
調理済
食品

C:食べ残し

東京X区

7.0

調査地

調査時期
試料ごみ総量[㎏]

厨芥割合[%]

戸建・低層住宅

2.8

19.2

精華町 川口市 小金井市

12.2
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る。いずれの検体においても、最も詳細な分類、つまりレベル5で組成調査を実施した。ただし、分別

生ごみの分類には、未開封の食材・調理済み食品（同A1とB1）、未開封の飲料・飲み残し（同B’と

C’）は含まれない。つまりパッケージは含まれないものとした（結果的にも含まれなかった）。長井

市における分別生ごみおよび可燃ごみ細組成調査結果を表2.5にまとめた。 

分別生ごみのうち、食品廃棄物は

99.0％、食品廃棄物以外の廃棄物は

1.0％である。食品ロスは42.6％で、

未利用食品が29.8％、食べ残しが

12.8％である。未利用食品の内訳

は、A2wf 自家栽培野菜等が16.1％

と最も多く、次いで、A2w 丸ごと食

材5.8％、A2p 一部食材5.4％、B2 

開封済み調理済み食品2.5％の順であ

る。なお、食品廃棄物以外の廃棄物

は雑草や仏花などの草木類で、堆肥

化の原料としては全く問題のないも

のであった。異物としては輪ゴムや

ビニール袋に小分けされた調味料を

開けた際に切り取られた三角形のビ

ニール片が数個確認されたのみで、

長井市では市民によって極めて精度

の高い分別が行われていることが明

らかになった。 

可燃ごみのうち、食品廃棄物は21.6％、食品廃棄物以外の廃棄物は78.4％である。食品ロスは9.9％

で、未利用食品が7.0％、食べ残しが2.8％である。可燃ごみに占める未利用食品の内訳は、A2p 一部

食材1.9％、A2w 丸ごと食材1.6％、B2 開封・調理済み食材とA1 未開封食材がそれぞれ1.2％などの

順である。 

食品廃棄物に占める食品ロスの割合は45.5％で、未利用食品が32.5％、食べ残しが13.1％である。未

利用食品の内訳は、A2p 一部食材8.7％、A2w 丸ごと食材7.2％、B2 開封済み調理済み食材5.6％、

A1 未開封食材5.5％などの順である。また、分別生ごみと可燃ごみの合計うち、食品廃棄物は

41.0％、食品廃棄物以外の廃棄物は59.0％である。生ごみが4割というのは全国的にみて平均と言え

る。このうち食品ロスは18.0％で、未利用食品が12.7％、食べ残しが5.3％である。生ごみ分別の協力

率は6割であることがわかった。 

食品廃棄物に占める食品ロスの割合は44.0％で、未利用食品が31.1％、食べ残しが13.0％である。未

利用食品の内訳は、A2wf 自家栽培野菜等が10.7％と最も多く、次いで、A2p 一部食材6.8％、A2w 

丸ごと食材6.4％、B2 開封済み調理済み食品3.8％などの順である。都市部（東京都X区）6)の食品ロス

割合は30％程度、農村部（京都府精華町）は50％弱だった4)ことを鑑みると、長井市の食品ロス排出傾

向は精華町同様に農村部の結果の特徴を表していると言える。 

長井市の生ごみ分別精度は非常に高いが（99％）、このように分別された食品廃棄物だけが回収され

たような試料においても、分類2・レベル5の細分類が可能であることが明らかになった。また、長井

市の分別された食品廃棄物には非常に多くの自家栽培農作物が含まれている（食品ロス中の37.8％）。

長井市においては、自家栽培野菜がとれ過ぎたり、もらいすぎたりするなどして使い残した野菜は、堆

肥としてリサイクルしようとする意識が伺える。 

表2.5 長井市の食品廃棄物細組成調査結果 

 

分別生
ごみ中

可燃

ごみ中
合計

分別生
ごみ

可燃

ごみ

A1　未開封食材

(パッケージ入り)
0.00 13.57 13.57 0.0% 100.0%

A2w　丸ごと食材

(パッケージなし)
21.69 17.54 39.23 55.3% 44.7%

A2wf　自家栽培野菜等 60.58 5.36 65.94 91.9% 8.1%

A2p　一部食材 20.45 21.29 41.74 49.0% 51.0%

B1　未開封の調理済み食品

(パッケージ入り)
0.00 7.88 7.88 0.0% 100.0%

B2　開封済み調理済み食品

(パッケージなし含む)
9.58 13.78 23.36 41.0% 59.0%

B'　未開封飲料 0.00 0.00 0.00 － －

未利用食品（手つかず食品）小計 112.30 79.42 191.72 58.6% 41.4%

C　食べ残し
(一部食べたとみなされる調理済み食品)

48.07 31.71 79.78 60.3% 39.7%

C'　飲み残し飲料 0.00 0.31 0.31 0.0% 100.0%

食べ残し小計 48.07 32.02 80.09 60.0% 40.0%

160.37 111.44 271.81 59.0% 41.0%

152.90 55.06 207.96 73.5% 26.5%

51.48 72.07 123.55 41.7% 58.3%

7.70 6.16 13.86 55.6% 44.4%

372.45 244.73 617.18 60.3% 39.7%

E　分類不能

食品廃棄物合計

分類

重量（kg）

A/B

未利用食品

（手つかず食

品）

C 食べ残し

食品ロス小計

割合

食品ロス

非食品ロス

De　意図的除去（不食部）のうち物理的可食

Di　不食部のうち非可食
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長井市における分別された食品廃棄物と可燃ごみとして排出された食品廃棄物の組成結果は、ごみ収

集拠点（ステーション）ごとに把握されている。これらの拠点を使用している世帯の居住形態や世帯人

数、年齢などとその食生活について質問紙調査が実施できれば、結果をクロス集計し、世帯構成と食生

活が食品ロス排出に与える影響を検証することができる。この質問紙調査は新たな課題となった。 

 

4-3 都市部・農村部の家庭から排出される食品ロスの特徴の差異の検証 

 

図2.5 細組成調査事例ごとの食品廃棄物中の食品ロス・非食品ロス分類内訳 

 前述したが、開発した「Tokyo Method」は、研究者チームが独自に行った事例の他に、自治体や

調査を委託された環境コンサルタント会社の協力を得て実践した事例がある。東京都世田谷区、X区、

小金井市、小平市、埼玉県川口市、京都府精華町、山形県長井市の結果を比較した（図2.5参照）。  

これらの調査事例における分類の詳細レベルは同じではない。例えば、2018年12月の精華町では、A

とBのサブカテゴリーのいくつかは調査されていない。また、この調査においてはB2の多くがCに含ま

れている。この調査直前のX区における予備調査結果と合わせて、B2とCに関する分類基準を改めたか

らである。2021年2月の小平市では、D群のみサブカテゴリーに分類しない調査を実施した。また、小

金井市のファミリータイプのアパートでは、調査時間が終了した時に残っていたサンプルを全て「E分

類不能」としてしまったため、正確な結果が得られているとは言えない。 

このようないくつかのデータ上の不備はあるものの、A群B群C群D群E群のレベル（分類1、レベル

3）で比較したところ、東京都の都心である世田谷区と、農村地区である精華町と長井市（可燃ごみ中

の食品廃棄物）にはそれぞれの特徴を明記できるほどには、特に大きな差異がないことがわかった。こ

れはすなわち、日本においては都会でも農村部でも、基本的に食品はスーパーに買いに行って自宅で作

るというライフスタイルに大きな差異がないためであると考えられる。 

なお、居住形態における比較をすると、世田谷区の集合住宅と小金井市の単身・集合住宅では、戸建

世帯よりも可燃ごみ中の食品廃棄物の占める割合は小さい一方で、食品廃棄物に占める食品ロスの割合

が大きいと言える。しかし川口市の結果を見ると、必ずしも集合住宅の食品ロス排出割合が大きいとは

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

長井・分別(Mar.20)

長井(Mar.20)

精華町(Dec19)

精華町(Dec18)

小平(Feb.21)

川口(振興戸建,Aug19)

川口(既存戸建,Aug19)

川口(集合住宅,Aug19)

小金井(戸建,Jan19)

小金井(集合・家族,Jan19)

小金井(集合・単身,Jan19)

X区(戸建,Dec18)

X区(戸建,Jul18)

世田谷(戸建,Jan21)

世田谷(集合,Jan21)

世田谷(戸建,Aug19)

世田谷(集合,Aug19)

A1 A2w A2wf A2p B1 B2 B' C C' De Di E
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言えない。強いて言えば、集合住宅においては、C食べ残しの割合が大きくなる傾向があると言える。

しかしながら、前述しているように、2019年度の世田谷区調査結果及び2018年度のX区の調査は検体

量が非常に少なく、調査結果として取り扱うには科学的な妥当性が乏しいため、明らかな差異として指

摘することはできない。以上より、都市部と農村部の傾向の違いを再度確認して整理する。 

まず、前述したように、都市部や農村部といった地域特性に関係なく、日本人のライフスタイルは基

本的に似通っているため、食品廃棄物および食品ロスの組成に関して、地域間の大きな差異は確認でき

なかった。しかし、東京都の都心部である世田谷とX区は、農村部（精華町と長井市）と比較してA食

材が少なくC食べ残しが多い傾向が見られる。 

 また、家庭の食品廃棄物は基本的に可燃ごみとして排出される日本において、農村部の精華町と長

井市では、長井市の可燃ごみ中の食品廃棄物と精華町の2019年12月の結果はよく似ていると言える。

それぞれ、A2wf自家栽培野菜が食品廃棄物全体の2.2％と2.4％を占める。 

 つまり、明らかな農村部の食品ロスの特徴は、この自家栽培野菜の発生であると指摘できる。東京

都世田谷区、X区では自家栽培野菜は全く確認されなかった。なお、川口市や小平市は東京の近郊都市

であるが、農業も盛んに行われている。そのため、小平市と川口市においても自家栽培野菜が確認でき

た。ただし、川口市は小平市より人口密度が高い。川口市では新興住宅地からのみ自家栽培野菜が発生

していることを鑑みれば、新興住宅地の周りにはまだ農地が残っていると推測される。 

 

4-4 残された課題：質問紙調査 

(1) 山形県長井市における排出実態調査地域の住民を対象とした食生活調査 

 食品ごみ組成調査（本調査）を実施した山形県長井市において、調査対象地域の住民に対して調査票

を用いた質問紙調査を行った。通常、排出された食品ロスおよび食品廃棄物と排出者を紐づけることが

できないため、食生活と食品廃棄物を照らし合わせて検証ができないことが残された課題として挙げら

れていた。特に都市部においては、プライバシー保護のため、サンプリング地域は行政が開示しない。

しかしながら、長井市における組成調査はごみ収集拠点（ステーション）ごとの組成調査結果が得られ

たことから、各ステーションを使用している地域ごとにアンケート調査を実施することで、ステーショ

ンごとの食生活傾向を把握することが可能であると期待された。 

そこで、2021年3月に長井市Y町の522世帯に質問紙を配布し、3月中を回答期限としてアンケート調

査を実施した。その結果、2021年5月までに270の回答があった。うち、白紙回答が1通見つかっている

が、それを除いて現時点での有効回答率は52.3％である。 

この質問紙調査では、問1：食品項目別の食品の入手方法、問2：食品項目別の使い残し・食べ残しの

頻度、問3：食品項目別に使い残したり食べ残したりしたときの処分方法、問4：生ごみを分別排出す

るにあたって困難だと思うことがら、問5：食品ロスと分別するときに外したパッケージの処分方法、

問6：食品ロス削減のために普段から心がけていること、問7：生ごみ分別ルールが食品ロス発生に影

響しているかどうか（分別すればリサイクルされるため、食品ロスを発生させても良いと思うかどう

か）の7問と、属性を尋ねた。現在、集計を進めているため、食生活や家族形態などが食品ロス排出に

与える影響に関する検証は、今後の課題としたい。 

 

(2) 「過剰除去」の実態を検証するための不食部（意図的除去部）の消費者意識調査 

 「Tokyo Method」の分類においては、食品ロスではない食品廃棄物として定められた「意図的除去

部」に関して、食品ロスに該当するかどうかのグレーゾーンにある食品（部分）であるとも考えられる

ため、広く一般的な国民意識を調査する必要が生じた。特に環境省の食品ロスの定義に含まれる「過剰

除去」は、実際には調査において検出されないが、概念としては「意図的除去部」に一部一致する可能
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性があると考えられる。そこで、全国を対象にWeb調査を実施して、グレーゾーンにある食品（部

分）に関する国民意識を明らかにしようと試みた。Web調査の概要は以下である。 

調査期間：2021年3月15日～2021年3月17日 

調査方法：Web調査 

調査対象：スクリーニング調査３問により回答者を選抜、20代から70代以上の全国の男女 

有効回答者：1254（回答依頼数：45053、有効回答率2.8％） 

質問内容：65項目の食品（部分）に関して、自分の状況に当てはまるものを全て選択する 

1）この食品／部分は、本来、食べるべきであると思う 

2）この食品／部分は、食べようと思えば食べられると思う 

3）この食品／部分は、自分は普通に（だいたい）食べている 

4）この食品／部分は、種類によっては食べたり食べなかったりする 

5）この食品／部分は、調理の方法によって食べたり食べなかったりする 

6）この食品／部分は、上記のいずれにも当てはまらない 

食品ロス細組成調査の際にDe意図的除去部の物理的可食部かA2p一部食材のいずれかで迷うことが多

かった食品についての結果は以下である。魚の皮とりんごの皮を例として図示した（図2.6と図2.7）。 

りんごの皮は意見が割

れているが、本来食べ

るべきであると認識し

ている人が多いことが

興味深い。一方、ジャ

ガイモの皮は一部料理

によっては皮ごと食べ

るが、概ね剥くもので

あるという認識であ

る。スイカの皮は基本

的に食べないという認

識が共通しているが、長ネギの青いところや大根の皮、キャベツの外葉や添え物のパセリやレモンなど

は、あまり積極的に食べられたり除去されたりしていない。食パンの耳は本来食べるべきところで、実

際に食べているというのが共通認識だった。なお、高齢者がパンの硬い部分を残していると考えていた

が、70歳以上の男女とも食べている人が最も多く、普通に食べているという回答が最も低かったのは

40代の男性であった。キノコ類の石づきは、明らかに硬くて食べられない椎茸の石づきやエノキの汚

れている部分は概ねDi不食部と認識されていたが、エノキのその上の部分や椎茸の軸は不食部とは見

なさず、普通食べるという認識が増えた。 

 

５．研究目標の達成状況 

研究目標とその達成状況を以下の表に示す。 

目標 達成状況 

・サブテーマ１・３のレビュー

やサブテーマ１・２の都市部・

農村部の予備調査を踏まえて、

食品ロスの概念が明解で、分類

作業が平易であり、有効な食品

ロス削減の取り組みに資する食

品ロス組成調査の手法を開発

し、マニュアルを作成する。 

・家庭内の食品フローに基づくことで食品ロス概念を明示すると

ともに、食品ロスの発生要因に基づく分類項目を設定することで

有効な食品ロス削減の取り組みに資する分類項目とすることがで

きた。こうして開発した家庭系食品ロスの組成調査手法である

「Tokyo Method」を、3年間に7自治体10事例で実施して検証し

たところ、概念のわかりやすさ、分類作業の平易さにおいて十分

に実行性の高い手法であった。また日英両言語でマニュアルを作

成した。 

図2.6 魚の皮 図2.7 りんごの皮 
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・提案した手法を用いて、都市

部で食品ロス組成調査を実施

し、その実施可能性を検証する

とともに、都市部の食品ロスの

特徴を示す。 

・都市部の食品ロスと農村部の食品ロスの発生状況の大きな違い

は、明確にはならなかった。これは、日本においては地域にかか

わらず、国民の食生活が平準化しているためと考えられる。さら

に詳しい傾向の違いを明らかにするためには、Tokyo Methodを
用いてさらに多くの調査事例を検証する必要があるが、当該サブ

テーマの目標は概ね達成できたと言える。 

 

 

６．引用文献 

1）環境省環境再生・資源循環局 総務課リサイクル推進室：家庭系食品ロスの発生状況の把握のため

のごみ袋開袋調査手順書（令和元年5月版）,2019 

2）WRAP Annex Report (v2) Methods used for Household Food and Drink Waste in the UK 2012; 

2013. Available online: https://wrap.org.uk/sites/default/files/2020-12/Methods-used-for-Household-

Food-and-Drink-Waste-in-the-UK-2012.pdf (accessed on 23th May 2021) 

3）環境省：平成29年度市区町村食品ロス実態調査支援報告書,2018 

4）山川肇,岡山朋子,渡辺浩平,小泉春洋,齋藤友宣,澤田和郊,城洋介：農業地区の食品ロスの組成：多量

の未利用食品を含むごみ袋の影響と排出率の推定, 第30回廃棄物資源循環学会研究発表会講演論文集, 

vol.30 pp.43-44, 2019 

5) 岡山朋子・山川肇・渡辺浩平・栗原和夫：長井市における家庭から排出される食品ロスの実態把握

調査, 第31回廃棄物資源循環学会研究発表会講演原稿,pp.5-6, 2020 

6) 岡山朋子,山川肇, 渡辺浩平：都市部の家庭から排出される食品ロスの実態把握調査,廃棄物資源循環

学会研究発表会講演論文集 vol.30 pp.41-42, 2019 

 

  



 

47 

3-1805 

Ⅱ－３ 国内外レビュー・ワークショップ（サブテーマ３） 

 

帝京大学 

文学部 社会学科       渡辺 浩平  

 

［要旨］ 

  サブテーマ３では、Food wasteの定義と家庭系食品廃棄物組成調査手法に関する論点と課題を整

理し、食品ロスの発生抑制を進める上で有効で、かつ分類がわかりやすく、手間の少ない分類方式

について考察した。その結果、SDGターゲット12.3指標の対象は可食部のみとし、またリサイクルを

その削減とみなさないことが適切であることを導いた。また組成調査の分類基準としては、発生要

因を第一の基準とし、可能であれば食品の種類を第二の基準とすることが望ましいことを示した。

また発生要因基準の分類項目として直接廃棄（手付かず食品）と食べ残しを取り上げ、その定義と

境界線について検討した。その結果、「調理済み食品」の廃棄物のうち、「丸ごと手つかず」以外

のものを「食べ残し」、丸ごと手つかずの「調理済み食品」の廃棄物と「食材」の廃棄物を「直接

廃棄（手付かず食品）」とすることが概念に適合し、かつ測定可能であると指摘した。ただし海外

専門家との議論により、一部消費された調理済み食品でも一回で食べきることを想定されていない

大容量の食品がパッケージ等に入って捨てられた場合は「食べ残し」に該当しないのではないかと

の指摘があった。議論の結果、パッケージ等に入って捨てられているものは原則として「直接廃棄

（手付かず食品）」に相当するとの条件を加えた。 

  また本手法の国際的通用性を確認するため、多様な文化的背景を持った人が集まる場において、

食品ごみの写真を用いた模擬組成調査をグループで実施し、本手法の基本分類の理解可能性につい

て検討した。実施条件としては判断が一致することは難しい状況出会ったにもかかわらず、比較的

多くのグループが同じ判断となる場合が多く、また考え方が理解できていないと思われるケースも

ほとんど見られず、概ね理解が得られたと考えられた。本手法の理解基本分類について専門家以外

の参加がほとんどであったにも関わらず、多くの品目で概ね判断が一致し、本手法の基本分類項目

については、文化的背景が異なる人であっても概ね理解可能だと考えられた。 

 

１．研究開発目的 

 Food wasteの定義と家庭系食品廃棄物組成調査手法に関する課題について論じるとともに、本研究で

開発した家庭系食品廃棄物組成調査手法の国際的適用可能性を評価し、SDGsターゲット12.3指標開発に

向けて成果を発信することを目的とする。 

 

２．研究目標 

・先進国・新興国を含む10か国以上の食品ロスの行政担当者や研究者に対して、本研究で開発した食品

ロス分類方法を共有するワークショップを実施し、本研究成果の国際的適用可能性を検証する。 

・SDGsターゲット12.3関係の国際会議に参加し、サブテーマ２で構築された食品ロス組成調査手法やこ

れまでの日本の蓄積等についてUNEP担当者に説明して、研究成果を踏まえた12.3指標への提案を行

う。 

 

３．研究開発内容 

(1) 国内外の既存調査、定義・調査手法の把握 

 国内外の食品廃棄物の定義・測定・組成分析に関する文献をレビューし、論点を整理した。また神奈

川県横浜市(2018年8月20日)、青森県・鶴田町(2018年9月7日）、長野県松本市(2018年11月2日)など

に、組成調査についての聞き取りを行った。またオーストリア、イタリアの食品ごみの写真を研究協力

機関から入手した。以上を踏まえて、食品ロスの発生抑制を進める上で有効で、かつ分類がわかりやす

く、手間の少ない分類方式について考察した。なお分類方式の具体的な設計については、サブテーマ２

で行った。 
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(2) 国内外の専門家との食品廃棄物組成調査・ワークショップ 

 オーストリアの食品廃棄物の専門家2名が来日し、オンライン参加のイタリアの専門家1名とともに8

月6日から8日にかけて食品廃棄物の組成調査手法に関する議論を行った。より具体的に議論するため、

期間中の2019年8月8日、オーストリアの食品廃棄物の専門家２名と共同で東京都Ｘ区のごみを対象とし

て食品廃棄物の組成調査を実施した（サンプル量：集合住宅地区77kg、戸建住宅地区54kg：調査自体は

サブテーマ２の担当）。なお当初、イタリア、英国からも参加の予定であったが、協力機関の参加予定

者と日程調整がつかず、結果的に来日はオーストリアのみとなった。またイタリアからの参加者は直前

のトラブルにより来日できず、オンライン参加となった。  

(3) 提案する組成調査手法の国際的適用可能性の検証：写真を用いた模擬組成調査ワークショップ 

 提案する組成調査手法の国際的適用可能性を検証するため、文化的背景が異なる世界の人々が集まる

場で、写真を用いた模擬組成調査ワークショップを行った。これまでの組成調査やオーストリアの調査

の写真などから典型例と迷うもの約35品目を選定、これをグループに分かれて本研究が提案する手法に

基づいて分類をしてもらった。そして手法の考え方の理解の状況、および判断のばらつきの状況を確認

した。食品廃棄物の研究者や行政担当者を対象としたワークショップは、廃棄物分野の国際学会である

Sardinia 2019（2019年10月、オーストリア、ドイツ、英国、デンマーク等の研究者が参加），および

International Workshop on Food Loss and Waste Prevention targeting Southeast and East Asian 

region（MAFF, UN Environment, FAO, Thünen Institute 共催)（2019年10月、タイ、マカオ、中国、

台湾、インドネシア、シンガポール、ドイツ、日本等の研究者、行政担当者等が参加） で複数のグル

ープに分かれて実施した。さらに慶應義塾大学，中央大学，ケンブリッジ大学の留学生を対象としても

実施した。 

(4) SDGsターゲット12.3関係の国際会議及び国際学会での情報発信 

 (3)のInternational Workshop on Food Loss and Waste Prevention targeting Southeast and East 

Asian regionと同時開催となったUN Environment’s programme of regional capacity building 

workshops on FLW(UNEP)で、本研究の成果及び日本の経験を本研究グループから発表するとともに、

(3)のワークショップにUNEPのFood Waste Indexの指標担当者もファシリテイターとして参加した。さ

らにその場で、およびその後のE-mail等でUNEPのSDG12.3指標担当者に12.3指標について提案・意見交

換を行った。 

 また(3)でワークショップを行った場としてあげたSardinia 2019を初め、2019年、2020年と複数の国

際会議等で研究発表を行った。 

 

４．結果及び考察 

4-1 12.3指標のfood wasteとして何を測るべきか 

(1) 諸機関のfood wasteの定義と対象とする行き先について 

 SDG12.3は"By 2030, halve per capita global food waste at the retail and consumer levels 

and reduce food losses along production and supply chains, including post-harvest losses"と

しているが、ここで言う"food wasteあるいは"food losses"が何を指すかについては、最近まで確立し

ていなかった1)。その定義によって何をどのように減らすかの力点が変わってくるため(例えば、非可

食部(inedible part)を飼料化することは「削減」にあたるのかなど)、これを定義することは重要であ

る。 

 SDG12.3に限らず、food lossとfood wasteの定義や境界が国や機関、研究者間で異なっていることの

問題は、すでに指摘されている2,3)。さまざまな主体による定義のなかで主な違いは、可食部(edible 

part)に加えて非可食部を含むのかどうかと、「行き先」を問題にするか(有効利用等されたものを廃棄

と見なすか見なさないか)である4)。 
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 SDG関係者のあいだでも定義と計測法が

確立されていないことは認識されており、

ターゲット12.3の指標のうち、半減すべき

とされるfood wasteの指標については長ら

く"Tier Ⅲ"(国際的に確立された基準や方

法がない)指標に分類されていた5)。表3.1

に主な国際機関等のfood wasteの定義にお

いて、「非可食部の扱い」と「行き先」が

どのようになっているかをまとめた。 

 FAO はfood waste もfood lossも食べら

れない部分は含まない、としている6)。また行き先については特定の有効利用を排除していない7)。し

かし一方で、食品供給量や廃棄量の推計は食料需給表(food balance sheet)をもとにしており、それは

非可食部を含む食材全体としてとらえている、という記述もあり8)、FAO内部でも若干混乱がみられ

る。 

 一方、2012年から2016年にかけて行われたEUの大型研究プロジェクトである FUSIONSでは、定義につ

いて詳細な検討が行われた3)。FUSIONSは可食・非可食による分類は行わず、非可食部もfood wasteに

含まれるとしている。意図としては非可食部を含めフードチェーンにおける資源の効率的な利用を促進

するためとしている。また、可食部と非可食部は一体のものとして通常分けずに計測されており、多く

の主体は分けて計測する能力を持っていない、としている。各家庭の習慣や文化的な背景によって食べ

る部分食べない部分に差があり、明確に線が引けないという要素もあったようである。またFUSIONSで

は飼料化あるいはマテリアル化(バイオプラスチック等)に利用された場合は「廃棄」に数えないとして

いる。これらの利用も資源の効率的な利用に貢献しているというのが理由である。この定義は、最新の

EUの定義にも概ね反映されたが、マテリアル化は除外されず、「廃棄」に数えられることとなった9)。 

 SDG12.3目標の達成に向けて取り組む政府や企業、国際機関、研究機関、市民等のリーダーの連合体

であるChampions12.3も、SDG12.3におけるfood wasteに可食部・非可食部を含むこと、飼料化とマテリ

アル化は廃棄に含まないことを支持している1)。なおChampions12.3は、もしも可食部と非可食部を分

けて測定・報告することが可能であれば、半減目標は可食部に適用した方がよいとも述べている。これ

は非可食部の半減は、可食部以上に難しい可能性があるからである。 

 このように定義が定まらない中、food loss及びfood wasteの測定と報告に関する世界的な基準とし

て提案されたのが「食品損失と廃棄に関する測定および報告に関する基準」(Food Loss and Waste 

Accounting and Reporting Standard 以下、FLW基準）である7)。しかしながらこの基準ではfood loss

やfood wasteを個別に定義せず、また報告者がこれらに可食部・非可食部を含むのか否か、またどの行

き先を含むのか、明示してこれらの用語を使用するよう求める内容となった。つまり依然として統一さ

れた定義はなく、結局のところFLW基準は「説明を明記する」という基準なのである。従って、ターゲ

ット12.3の指標としてふさわしい内容を定め、それを明記することが重要ということになる。現時点で

はターゲット12.3の指標の対象は定められたが、次の項ではあるべき対象について検討する。ターゲッ

ト12.3の指標の内容はその後に述べる。 

(2) SDG12.3のfood wasteの指標の対象について 

 それではターゲット12.3の指標としてふさわしいfood wasteの定義はどのようなものだろうか。 

 food wasteの削減にあたっては、3Rの原則に則りリサイクルよりも発生抑制を優先させるべきだが、

飼料化・資源化をfood wasteの削減手段として認めてしまうと、発生抑制が進みにくくなる恐れがあ

る。しかも食品廃棄物のリサイクルを進めるのが目的であれば、SDG12.5が"3R をすすめることにより

FAO
2017

FUSIONS
2014

EU
2019

Chanpions12.3
2017

可食・
非可食

可食の
み

非可食含む
非可食
含む

非可食含む
（ただし分けら
れるなら、半
減目標は可食
部に適用した
方がよいとも）

行き先 すべて
飼料化・マテリ
アル化を除く

飼料化
を除く

飼料化・マテリ
アル化を除く

表3.1 主な国際機関等のfood wasteの定義例 
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廃棄処分を極力減らす"とすでになっており、それで充当している。SDG12.3 が別途定められているの

は、食品と他の消費財の違いを考慮して、資源化ではなく発生抑制を促すためだと思われる。こうした

ことから、飼料化・マテリアル化は廃棄に含める方がよいと考える。 

 また非可食部は発生抑制が相対的に困難であるので、非可食部も対象とするとさらにリサイクルで減

らす方向にインセンティブがかかる可能性がある。食べられないと思っていたところ、食べたくないと

ころを無理に食べるように仕向けることよりも、食べるために購入したものを、無駄なく食べるように

することの方が優先順位として高く、誰もが賛同しやすいと考える。食料の無駄は栄養不足の人々の増

加を助長すると考えられ、12.3の達成はその抑制への貢献も期待されている。そのためには、無駄な農

産物の購入量を減らす必要があり、やはり可食部の発生抑制が重要になると考えられる。 

 こうしたことから、ターゲット12.3の指標で測定するfood wasteの定義は、可食部のみを対象とし、

行き先を問わないものであることが望ましいと言える。 

4-2 決定されたSDGsターゲット12.3の指標 

SDGsのターゲット12.3の指標は、小売より上流と小売りを含む下流とに分かれるが、このうち小

売・消費段階の指標であるFood Waste Indexは前述の問題もあり手法が確立せず、長らくTier IIIとさ

れていた。しかし2019年12月にTier II、すなわち「指標の概念が明確、かつ手法や基準を設定してあ

るが、定期的なデータ公表に至っていない指標」となった10)。対象は基本的には不可食部も含むものと

なったが、可能であれば可食・不可食を分ける方が望ましいとされた。またfood wasteの行き先には、

リサイクルのうち飼料化、マテリアル化は含まれないこととなり、これらはfood wasteの削減とみなさ

れることとなった。一方、たい肥化やバイオガス化はfood wasteの削減とはみなされない11)。またレベ

ル分けが提案され、Level１は都市ごみ量に地域ごとに推定されるfood wasteの割合をかけてモデルで

求めるもので、Level２は小売、外食、家庭等の各ステージにおけるfood wasteのデータを集めて求め

るものとされた。このLevel 2が基本的な指標として推奨されている。Level 3は、食品廃棄物の発生抑

制施策・取り組みに情報を提供するための追加的指標とされ、ここに可食・不可食を分けた値、行き先

を分けた値などが位置づけられた12)。 

本研究で提案しようとする分類手法をFood Waste Indexに位置づけると、家庭ステージの食品廃棄

物について、可食・不可食を分類し、さらに廃棄物の発生抑制施策・取り組みに資する情報を提供でき

る指標とその測定手法の提案と位置づけられる。しかしながら、発生抑制施策のためのさらなる分類と

してはUNEPの報告書12)では食品の種類別分類に言及されるにとどまり、日本で採用されている発生要

因別分類については触れられなかった。そこで次に発生抑制に資する細分類の考え方について検討す

る。 

4-3 12.3指標のサブ指標としてfood wasteのサブカテゴリーをどのようにすべきか 

 Food Waste Indexのレベル3で述べられているように、可食・不可食に分けたとしてもそれだけでは

food wasteを削減するための情報としては

不十分である。さらにSDG12.3の目標達成を

支援する情報が得られることが望ましい。

そのためにはfood wasteをさらに分類し、

ターゲットとすべき行動や対象を明らかに

し、その削減状況を把握できるようにする

ことが求められる。 

 そのようなfood wasteの分類基準はいく

つかあり得る。既往文献等に見られる分類

基準と分類例を表3.2に示す。 

分類基準 分類例

発生要因 手つかず食品／直接廃棄、食べ残し、等

（ライフサイクルステージや消費状態を分
類基準とするものにも、類似の分類あり）

食品の種類
飲料、生鮮野菜、パン類、食事(自家製・
できあい商品)、等

食品の調理状態
生、家で調理、できあい商品、料理された
状態（自宅かできあいか不明）、等

表3.2 食品ロスの分類基準と分類例 
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 日本では京都市と京都大学が発生要因基準による分類（手つかず食品・食べ残し）を提示し、1980年

代から長年調査を継続してきた13)。その後も日本ではこの発生要因基準に沿って、上記と類似の２分類

またはこれに過剰除去を加えた３分類を採用する例が多い14,15,16)。発生要因によるこの分類は、発生抑

制行動との関係性がわかりやすいというメリットがある。「直接廃棄（手付かず食品）」は、買い過ぎ

ないこと、在庫食品を計画的に利用することで減らすことができ、「食べ残し」は作り過ぎないこと、

食べ切る意識をもって食べることによって減らすことができると考えられる。国際的にも、近年、類似

の分類例がある。例えばライフサイクルステージによる分類あるいは消費状態による分類等、分類基準

の名称は異なっているものの、発生抑制可能な食品廃棄物を食べ残し(leftovers)・丸ごと未利用

(whole unused food)・一部消費済み(part consumed food)・分類不能残渣（not classifiable 

remainder)等、上記と類似の分類を提示している17,18)。 

一方、WRAPは食品の種類を分類の基準としており、2012年には食品廃棄物を15のグループに分類

し、さらに150の食品タイプに細分化している19)。食品の種類による分類はUNEP報告書でも言及された

方法である12)。ステーキなどの単一食材からの食品廃棄物は、それぞれの食材に基づいて分類されてい

るが、それ以外の多くの料理は複数の食材の混合物であり、「手作り料理/調理済み食品」に分類され

ている。 

またWRAPは、「生鮮食品または最小限の処理をされた食品」、「手作り料理/調理済み食品」、「購

入後すぐに消費可能な食品」、「調理済み食品」など、食品の調理状態に基づく分類を導入した19)。こ

の分類は、販売時の食品の状態と廃棄時の調理の状態を組み合わせたものと考えられる。 

以上のように、食品ロスの細分類の分類方式にはいくつかのタイプが考えられるが、家庭系食品ロ

スに対する発生抑制施策に必要な情報を提供するためには、どのような分類方法が適しているのであろ

うか。ここでは、次の3つの基準を提案する。 

(1) 発生抑制のための目標行動や政策を提案するのに役立つものであること 

(2）カテゴリーの概念が明確で理解しやすいこと 

(3) 実用的で、食品廃棄の状況を分析する作業を過度に複雑化しないものであること 

第1の基準は調査そのものの目的である。第2の基準は、容易に分類するために必要なもので、誤解

による誤差を減らすことが期待され、第3の基準とともに普及のために必要なものである。 

発生要因による分類は、発生抑制行動との関係がわかりやすいため、政策効果の指標として感度が

高いことが期待される。食品の調理状態による分類も同様の特徴がある。しかし、特に家庭で調理を行

う家庭が多い場合は、調理済みの食品を状態ごとに細かく分類することは困難だと考えられる。したが

って基準（2）と（3）を考慮すると発生要因による分類の方がより基準を満たしていると考えられる 

食品の種類による分類は、シェアの大きい対象食品を明らかにするには有効だが、食べ残しとして

廃棄される多様な食品の混在を分類することは困難である。これを食べ残しとしてまとめるのであれ

ば、基準(3)を考慮して、食品ロスをまず発生要因別に2～3種類に分類し、さらに可能であれば食品の

種類別に小分類するという段階的なアプローチを採用する方が望ましいと考える。 

以上のような観点から本研究では、12.3指標としてのfood wasteの分類基準としては、現在、日本

の多くの調査で採用している「直接廃棄（手付かず食品）」と「食べ残し」等の発生要因による分類を

採用することが望ましいと考える。そこで次に、環境省がこうした発生要因による分類に基づいて食品

ロスを測定するためのマニュアル15)を公表しているので、その内容について検討した。 

4-4 日本の家庭系食品廃棄物の分類項目と課題 

日本政府は家庭系食品廃棄物を、まず「本来食べられるにも関わらず、ごみとして廃棄されたも

の」である食品ロス（可食部）とそれ以外の不可食部に分け、さらに食品ロスを発生要因によって「直

接廃棄（手付かず食品）」、「食べ残し」、「過剰除去」の3項目に分類している15)（図3.1）。しかし

ながら自治体により各分類項目の測定方法に違いがあるという課題があった。そこで環境省は「家庭系

食品ロスの発生状況の把握のためのごみ袋開袋調査手順書」（以下、手順書）を発行したが、この手順

書の分類（表3.3）にもなお課題がある。 
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課題の１つは「過剰除去」の取り扱いであ

る。「過剰除去」とは、「不可食部分を除去す

る際に過剰に除去された可食部分」とされてい

る（図3.1）。食品ロス量をバイアスの少ない

方法で推定する上では組成調査によることが望

ましい7)が、「過剰除去」については過剰性の

判断が困難で、また不可食部と可食部が一体と

なった野菜の皮のうち、可食部の過剰部分のみ

の重量を測定することはほぼ不可能であるた

め、ほとんど組成調査において測定されていな

い。国の推計も数データのみに基づく20)。この

手順書においても調理くず（不可食部）に含め

てよいとしており、この問題が解決されていな

い。 

本研究ではまず第一に、食品ロスから「過剰

除去」を除くことを提案した。理由は主に２つ

ある。１つは、調理くずに含まれる「過剰除

去」は、捨てた本人としては何らかの理由で食

べないところ、食べたくないところとして捨て

たものであり、それを食べることを求めるのは

人々にとって受け入れにくいと考えたからであ

る。もう１つは適切に測定できないものを政策

目標の指標としない方がよいと考えたことによ

る。 

一方、食品廃棄物のうち可食部を把握するこ

とは、潜在的な削減可能性を知る上で一定の有

用性もある。特に野菜の皮などを食べきる料理

などにより食品廃棄物を削減しようとする場合は削減ターゲットとなるため、把握する必要が生じる。

そこで本研究では、「過剰除去」から「過剰性」を除く概念として「物理的可食」を提案し、これを組

成調査の分類項目として提案した（詳細はサブテーマ2参照）。英国のWRAP（Waste and Resources 

Action Programme）は、従来、「物理的可食」に近い概念である「潜在可避（possibly 

avoidable）」を分類項目として採用していたが、近年はこれを質問紙調査によって可食か不可食かに

わけた21)。しかしながら「物理的可食」は排出者からみると「調理くず」の一部であり、その発生要因

と対策行動は、「直接廃棄（手付かず食品）」とは異なると考えられる。従って、発生要因に基づく分

類では、「直接廃棄（手付かず食品）」とは区別することが望ましいと考えた。具体的な測定の考え方

についてはサブテーマ２で述べた。 

手順書の課題の２つめとして、分類項目間の境界線の説明が挙げられる。「直接廃棄（手付かず食

品）」と「食べ残し」の境界線、「直接廃棄（手付かず食品）」と「調理くず」の境界線等について、

調査現場で使用可能な考え方を示す必要がある。 

３つめとして、直接廃棄（手付かず食品）」を100％、50～100％、50％未満に分類することで実施

困難性を増加させていることがある。現場では元の100％の状態を特定できない場合もしばしばある。 

4つめとして、いくつかの分類項目の名称の課題がある。「直接廃棄（手付かず食品）」の意味がわ

かりにくく、また「調理くず」は、食べた後に捨てる「とうもろこしの芯」や「しじみの貝殻」のよう

な食品廃棄物が含まれないような誤解を与える可能性がある。 

 以上の課題のうち、4-5では分類項目間の境界線の問題として、「直接廃棄（手付かず食品）」と

家庭系食品ロスの発生状況の把握のためのごみ袋開袋調査手順書

（令和元年５月版）より作成 

図3.1 日本の家庭系食品廃棄物の分類 

分類 概要

①調理くず 調理過程から排出された不可食部

過剰除去 含む

②直接廃棄 ②-1　100％残存

　（手付かず 　　購入後 全く手が付けられずに　捨てられたもの

　　食品） ②-2　50％以上残存

　　購入後　ほとんど手が付けられずに　捨てられたもの。
　　概ね50％以上の原形を残すもの。

②-3　50％未満残存

　　購入後 一定程度手がつけられて　捨てられたもの。
　　概ね50％未満の原形を残すもの。

③食べ残し 調理され又は生のまま食卓にのぼったもの

④その他 生ごみとともに排出され易く、上記に分類されないもの

家庭系食品ロスの発生状況の把握のためのごみ袋開袋調査手順書

（令和元年５月版）より作成 

表3.3 環境省手順書における分類 
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「食べ残し」等の定義と分類方式について検討する。 

4-5 「直接廃棄（手付かず食品）」と「食べ残し」等の定義と分類方式について 

 「直接廃棄（手付かず食品）」や「食べ残し」などの分類項目間の境界線を考えるためには、それぞ

れの定義や分類方式を明確にする必要がある。しかしながら、その定義と分類方式は、文献・調査によ

り異なっているため、現在のデータは比較や統合が困難な状況にある。文書による定義・説明のある例

を表3.4に示す。 

表 3.4 「直接廃棄（手付かず食品）」と「食べ残し」に相当する概念の定義・説明 

 

*1：青森県の調査は消費者庁の交付金による事業で、消費者庁から示された分類をほぼそのまま踏襲し

て実施している。他に札幌市、鶴田町、岡山市も類似の調査を実施している。 

「直接廃棄（手付かず食品）」等 「食べ残し」等 分類不能残渣等

農林水産省
12

家庭における食事にお
いて、料理の食材として
使用又はそのまま食べ
られるものとして提供さ
れた食品のうち、食べ
残して廃棄したもの

青森県
19

（2013）*1

加熱・加工・調理済みの
もの

②購入後ほとんど
手がつけられずに
捨てられたもの。
概ね 50％以上の
原形を残すもの。
（50％以上残存）
（※必要に応じて
分類）

③購入後一定程
度手がつけられ
て捨てられたも
の。概ね 50％未
満の原形を残す
もの。（50％未満
残存） （※必要に
応じて分類）

神奈川県
24

(2018)

食べきれずに廃棄され
たものをいう。
（例：開封状態のお菓子
や調理加工された野菜
など）

Lebersorger

& Schneider
15

(2011)

Whole unused
food in original
sales packaging
未開封の販売時
包装に入った丸
ごと未利用の食
品

Whole unused
food, others
個包装の食品（商
品の一部のも
の）、包装がない
か一切れ単位で
消費される食品で
そのものは丸ごと
未利用の食品

Part consumed
food in original
sales packaging
開封された販売
時包装に入った食
品で、一部消費さ
れたもの

Part consumed
food, others
通常束ねて売ら
れている食品のう
ちの１つで未利用
のもの、切られた
食品、販売時のも
のではない包装
に入った一部消
費された食品

Leftovers
調理後または消費後の
食品。噛み跡のある食
品、調理済み食品、温
めたり、焼くなどすれば
すぐに消費できる食品
を含む。ただし、肉や皮
が残った骨付き肉の骨
や使用後のチューイン
ガムは不可食部にな
る。

not classified
reminder
上記のいずれに
も分類できない
品目。小さな残
渣。一部不可食
部の混入もあり
得るが、この項
目自体の割合が
小さいので影響
は無視できる。

Elimelechら
26

(2018)

Food Leftovers
加熱加工等された食
品、複数の食品の混合
物等。調理後や消費中
に発生したもの。例え
ば、一部食べられたも
の、調理されたもの、複
数の材料を含む食品、
ファストフード、調理して
売られている食事等を
含む。

Unidentified Food
Items
物理的な状態や
サイズによって特
定できなかった
発生抑制可能な
食品

直接廃棄：
家庭における食事において、賞味期限切れ等により料理の食材又はその
まま食べられる食品として使用・提供されずにそのまま廃棄したもの

手付かず食品：
未利用食品をいい、小袋等で小分けされているものにあっては、当該小袋
等が手付かずであるものを含む。

①購入後 全く 手がつけられずに捨
てられたもの。（100％残存）

直接廃棄（手付かず食品）：
賞味期限切れ等により料理の食材として使用又はそのまま食べられる食品
として使用・提供されずに直接廃棄されたもの。

調理され又は生のまま
食卓にのぼった食品の
うち、食べ切られずに廃
棄されたもの。

環境省
21

(2018)

直接廃棄（手付かず食品）：
消費期限・賞味期限切れ等により食
卓にあがらずに廃棄されたもの（例：
未開封状態のお菓子（個包装含む）
や調理加工されていない野菜など）

Unconsumed Food
原形の状態の食品（包装の有無に関
係しない）

Partly Consumed Food
開封された販売時包装に入った食
品、または一部食べられた食品



 

54 

3-1805 

 なお農林水産省、青森県の調査はモニター調査である。また青森県の調査は、2013年度の消費者庁の

事業に参加して行われたもので、本研究でヒアリング調査を行った事例である。これらに基づき、食品

ロスの発生抑制に有効で、容易に判断でき、手間が少ない方法にするにはどのような基準を用いるのが

よいか検討した。 

 食品ロスを「直接廃棄（手付かず食品）」と「食べ残し」等に分けるのは、発生抑制行動との関係が

分かりやすく、その効果をフォローする上で望ましい概念と考えたからであった。その考え方に概念的

に最も適合するのは食べ残しを、食卓に上ったものを食べ残して廃棄したものとする定義と考えられ

る。しかしながら、実際に食卓にのぼったかどうかをごみから判断するのは困難であるため、モニター

調査では採用できても、組成調査では採用しがたい。従ってこの定義に準ずる、分類作業のための基準

が必要になる。加熱・加工・調理済みのものを食べ残しとする考え方はそのような例と考えられるが、

調理・加工の有無よりも、通常そのまま消費される状態まで調理・準備されているかどうかに重点を置

く方が上記の定義により近い判断となる。ここで通常そのまま消費される状態になっている食品を「調

理済み食品」と呼ぶと、食べ残しとは「調理済み食品」が捨てられたものと考えることができる。ただ

し「調理済み食品」として販売されているものが全く手をつけられずに捨てられている場合は、未利用

の食品と言えるので、「食べ残し」ではなく「直接廃棄（手付かず食品）」等にするべきである。従っ

て「調理済み食品」の廃棄物のうち、丸ごと手つかずではないものを「食べ残し」とすることで、食べ

残し概念に近いものが測定できると考えられる。一方、「調理済み食品」でない食品を「食材」と呼べ

ば、食材が捨てられたものは食べ残しではなく、「直接廃棄（手付かず食品）」等となる。このように

「そのまま食べられる状態まで準備されているか否か」と「丸ごと手つかずか否か」に注目することに

より、「直接廃棄（手付かず食品）」等と「食べ残し」等を、それぞれの概念に適合的に、かつ比較的

容易に分類できる。そこで本研究では当初、このような基準を提案した。その後の議論は4-6で述べ

る。なお上記のような考え方で分類された「直接廃棄（手付かず食品）」等に相当する概念を、本研究

では「未利用食品（手つかず食品）」（以下、未利用食品）と呼ぶ。一方、「食べ残し」等に相当する

概念は、そのまま「食べ残し」とする。 

 残存率基準は、食材か調理済み食品かにかかわりなく、どの程度消費したものが捨てられているかを

評価する基準としては概念適合的であり、食べ切る・使い切ることがどの程度実践されているかの指標

として有用だと考えられる。しかし残存率を基準として判断するためには、個々の食品廃棄物について

購入時の状態を想定する必要が生じる。生の肉などが裸の状態で出てきた場合は100％を想定しがた

い。その場合は、便宜的に残存率を50％以上とするか以下とするかルールを決めて運用することになる

と考えられるが、いずれに分類されたとしても概念との間でわかりにくさが残る。また個包装等の商品

については、商品一つ一つのブランド名や個数等を記録し、後でその商品について調査をすれば、それ

ぞれの残存率をある程度正確に把握できると考えられるが、作業量が多くなるため、広く調査を普及さ

せるには困難を伴うと考える。従って、残存率基準のみで判断するよりは、前述の「そのまま食べられ

る状態まで準備されているか否か」と「丸ごと手つかずか否か」の判断で分類する方が、広く普及させ

るには望ましいと考える。 

4-6 食品廃棄物の入った容器包装の取り扱い 

 ここまでの論点とはやや異なるが、食品廃棄物の測定にあたって検討しておくべきこととして、食品

廃棄物が入った容器包装の取り扱いがある。FLW基準では、食品廃棄物の重量報告に際して容器包装重

量を除外することを要求し、その方法を示している7)。しかしFLW基準も認めているように、組成調査

においてこれを実施することは極めて困難である。 

 Lebersorger & Schneider17)は、オーストリアの事例調査に基づき、容器包装重量の影響は小さいと

して除去しないことを主張している。本研究でヒアリングを行った松本市は容器包装を外して重量測定

を行っていた22,23)が、容器包装がついている場合と外した場合の組成を比較したところ、最も差の大き
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な組成でも差は1％未満であった。FLW基準でも、大まかに推定しても全体の合計に大きく影響しそうに

ない場合には目視で食品の重量を推定することを認めており7)、影響が小さければ概算でも許容される

と考えられる。 

 以上より、組成調査によって食品廃棄物量を推定する場合には食品の容器包装重量は無視してもよい

と考えられる。ただし容器包装の把握も目的として組成調査を実施する場合は、この限りではない。 

4-7 国際的な適用可能性：海外専門家との家庭系食品廃棄物組成調査を含むワークショップ 

 本研究において開発し提案する組成調査の方法が目指すべきクライテリアとして、1)概念が明確、2)

分類作業が簡易、3)削減施策に資する、を設定したが、その前提となるのが「国際的に合意・適用可

能」であり、それを担保するためにオーストリア、イタリア、イギリスの国際共同研究者らとも協議を

しながら開発を進めた。当初は3カ国の研究者らと国際学会等で顔を合わせる際に会場外で打合せを行

ったり、ネット上の会議で確認をとるなどの方法で進めたが、集大成として実際東京で提案原案に基づ

いた組成分類作業を共に行い、その体験をもとに問題点の調整を行い完成させるワークショップを企画

した。イギリスの研究者らとは日程調整がつかず、イタリアの研究者らは直前の不測の事態により参加

がかなわなかったが、オーストリアの研究者らの参加のもとワークショップが行われた。 

 まず日本のスーパーマーケットを見学し、どのような形態で食品が販売されているかを確認した。オ

ーストリアの研究者らは店舗での食材の販売単位が大きすぎることが食品廃棄に結びついているのでは

ないかという懸念を持っており、日本のスーパーにおいて、キャベツ、白菜、カボチャといった大型野

菜が1/2あるいは1/4にカットされラップで包まれて売られていることに驚き、食品廃棄削減効果への期

待をもたれたようであった。 

 世田谷区の集合住宅地域と戸建地域から家庭ごみを採取し分類作業を共同で行う際には、主要なカテ

ゴリの概念についての相違は見られなかったものの、DeとDiの判別基準(意図的に除去された部分が、

潜在的に可食か非可食か)や、AとDeの線引き(食材の使い残しなのか、使わないという意図で捨てたの

か)についての議論が発生した。作業後の議論ではこれらの点に加え、カテゴリBとCの区分について議

論が行われた。 

 当初案では4-5で述べたように、開封済みで一部使用された調理済み食品については、C(食べ残し)と

して扱うということにしていたが、一食として消費し切ることが想定されておらず、部分的に消費しな

がら保存し数回に分けて食べられるものを、おしなべて「食べ残し」とするのはいかがなものかという

指摘であった(ホールのケーキなどのほか、まとめて炊いて後日食べるためにラップで包んだご飯など

が挙げられた)。これは、しつけや食べ切る意識を持つという対策以上に、販売単位を小さくすること

で対応できるという見解に基づいている。 

 この指摘はカテゴリBやCの概念が共通理解できているということが確認できた上でのものであり、検

討した結果、一度に消費することが必ずしも想定されておらず、容器包装に入った状態で排出されたも

のについてはCではなく、B2として扱うことに区分基準を変更することで合意された。この他、細かい

点で違和感が表明されたことに関して調整が行われた。 

4-8 国際的な適用可能性：写真サンプルを使った分類ワークショップ 

 研究開発内容で述べた方法で文化的背景が異なる世界の様々な人々を対象として、写真を用いた模擬

組成調査ワークショップを行った（図3.2）。スタッフトレーニングを目的としたワークショップを除

く、約20グループの結果を表3.5にまとめた。 
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図3.2 ワークショップの様子 

 この結果を解釈する前に、今回のワークショップの状況を、通常の組成調査における調査員の状況と

比較して説明する。食品廃棄物の組成調査に限らず組成調査に初めて参加する調査員は、通常、最初の

うちは判断に迷ったら慣れた調査員に判断を尋ね、しばらくこれを繰り返すうちに特に迷うもの以外は

自分で判断できるようになるというプロセスを経る。食品廃棄物の組成調査は組成調査の中でも難しい

ものの一つである。特に今回のワークショップでは、慣れた調査員でも迷いやすいものを多く入れてい

る。加えて多くのワークショップでは、Sardiniaのワークショップ以外、組成調査を経験したことがな

いと思われる参加者がほとんどであった。しかしファシリテーターは基本的に回答の示唆はせず、グル

ープの合意を待った。このように今回のワークショップは、かなり判断を一致させることが難しい状況

で実施されている。 

中央大
品目 傾向 2020年2月

1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3
生肉（未開封のもの） ほぼすべて A A A A A A A A A A A A A A B A A
ミニトマト（4個入り） ほぼすべて A A A B A A A A A A A A A A A A A
バナナ（熟しすぎたもの） Aが多い A A B A A A B B A A De A A B A P
チリペッパーパウダー（一部使用） ほぼすべて A A A A B A A A A A A A A A A A A
玉ねぎ（カット／生） Aが多い A A De A A B A B A A C A C De C A
ネギの青い部分 Aが多い (De) De A De A AD De P A A A A A A A A A
大根の葉 A または De Di De A P AD De P A A A A A De De De A

イースターエッグ A または B B B C B B C B A B A A A A A A A
手羽先のグリル（未食） Bが多い B B B B BC C B B B B B P B C B B
クレープ（数枚） Bが多い B B B B C C B B B C B P B C B C
スペアリブ（焦げたもの） Bが多い B B Di B BD C C B B B B B B C B B
目玉焼き（噛み跡なし） B または C B B C B C C C C B C B B B C B C
マカロニサラダ（一部、包装のまま） B または C C BC B C C B C C B B C A C B C C

調理済みパスタ（食べかけ、容器入り） ほぼすべて C C C C C C C C C C C C C C C C C
瓶入りコカコーラ（飲みかけ） ほぼすべて C C C C C C C C C C C C C C B C C
フルーツゼリー（食べかけ、容器入り） ほぼすべて C C C C C C C C C C B C C C B C C
ピザの耳（食べて残ったもの） Cが多い (De) C De C C C C P C De De De C C C C C

リンゴ（芯、ある程度果肉あり） Deが多い De CD P CDe C De P C De De De C De C De D
トーストの耳（切り落とし） Deが多い De De De P CD De P De De De De P A C A C
人参の皮 Deが多い P P De De Di Di De De De De De De De De De De
ブロッコリーの茎 Deが多い Di P De P Dei P P De Di De De P De De De De
リンゴの皮 Deが多い De De De Dei Dei De P De De De De De De De De De
ジャガイモの皮 Deが多い De P De Dei Dei Di P De Di De De De De De De D

鶏肉の皮と骨 De または Di De Dei Di De Dei Di P De De Di Di Di De Di De D
コーヒー殻 ほぼすべて Di Di Di Di Di Di Di Di Di Di Di Di Di Di Di Di Di
卵の殻 ほぼすべて Di Di Di Di Di Di Di Di Di Di Di Di Di Di Di Di Di
くし形切りのレモン ばらつき大 P P A P C Di P B A De C P C C C C

Sardinia
2019年10月 2019年10月 2019年12月 2020年2月

ｹﾝﾌﾞﾘｼﾞｯｼﾞ大慶応大MACS G20 東京ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

表3.5 写真を用いた組成分類ワークショップの結果 

(A,B,C,De,Diは分類に対応。複数書かれている場合は両者のいずれかと判断されたことを示す。Pはワークシ

ョップ終了時点で保留（未定）を示す） 
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 こうした状況にも関わらず、プラスチックトレイとラップで包装された生肉など多くの項目では、多

くのグループで同様の判断となった（この場合はカテゴリー「A：未利用食材」）。前述の前提条件を

考えると、本研究で提案した基本分類の考え方は、多様な国において理解しやすいものであったと考え

られる。今回迷うことが多かった品目については、調査員へのブリーフィングの際に注意を促すように

することで、実際の調査では対応可能だと考えられる。 

 しかしいくつかの項目では考え方の相違が見られた。１つは下から2番目のグループである。これら

は「De：物理的可食」が相対的に多いものの、「Di：非可食」としたグループ、迷ったグループが少な

くない。また、一番上のグループのネギの青い部分や大根の葉においては、「A.未利用食材」と「De：

物理的可食」がいずれも比較的多く見られた。これらの違いには食習慣の違いや食品廃棄物に対する意

識や許容範囲の違いの影響が考えられた。なお許容範囲とは、その食品（またはその一部）を食べずに

捨てることを許容できるかどうか、という個人の価値観を意味する。国による食文化の違い、食品廃棄

のもったいなさに関する温度差の違いなども影響していると考えられる。 

 食べ残した食品の種類、使いきれずに捨てた食材の種類が食文化・食習慣によって異なることは当然

である。ある食品が食材とみなされるか調理済み食品とみなされるか、ある食品を通常どこまでどのよ

うに食べるかについても、食文化・食習慣の影響を受ける可能性が高い。従って、基本的には家庭系食

品廃棄物の組成調査を実施する地域の食文化・食習慣に応じて、個別の食品ごみの分類を調整する必要

は一定存在する。ある国でTokyo Methodを実施する際には、初めに予備調査を実施して典型的な食品ご

み、迷いやすい食品ごみなどの写真を撮り、本ワークショップのような作業を行うことでこうした調整

が可能になるだろう。 

 とはいうものの最初に述べたように、今回はそもそも判断が一致することは難しい状況であったにも

かかわらず、かなりの程度一定していた。従って調整が必要になるところは限られていると考えてい

る。ただしその実施可能性の検証は本研究計画の範囲外であり、今後の研究課題としたい。 

 調査地域の食文化・食習慣に対応した方法で分類された調査データは、発生要因別の食品廃棄物の割

合として比較可能となる。そしてある分類項目の削減の成功事例は、文化間の翻訳は一定必要となる

が、他の地域でも参考になると考えられる。Tokyo Methodはそのような情報を提供することを目指して

いる。 

 

５．研究目標の達成状況 

研究目標とその達成状況を以下の表に示す。 

目標 達成状況 

・SDGsターゲット12.3関係の

国際会議に参加し、上記の成

果を日本の家庭系食品ロス排

出実態調査の蓄積とともに

UNEP担当者に説明して、以上

を踏まえた12.3指標への提案

を行う。 

・2019年10月、UN Environment’s programme of regional capacity 

building workshops on FLW(UNEP)で本研究の成果及び日本の経験を

発表した。さらにその場で、およびその後のE-mail等でUNEPの

SDG12.3指標担当者に12.3指標について議論を行い、可食部を減らす

ことの重要性について共有し、当時のUNEPの資料の表現では単なるオ

プションであった可食部と不可食部の分類を、分けることを推奨する

表現に変更することに貢献した。 

・先進国・新興国を含む10か

国以上の食品ロスの行政担当

者や研究者に対して、本研究

で開発した食品ロス分類方法

を共有するワークショップを

実施し、本研究成果の国際的

適用可能性を検証する。 

・2019年8月、ウィーン農大の研究者2名と世田谷区の家庭ごみを対象

として実際に共同調査を含むワークショップを実施、2019年10月、

17TH INTERNATIONAL WASTE MANAGEMENT AND LANDFILL 

SYMPOSIUM(Sardinia)において写真を用いた模擬分類ワークショップ

をウィーン農大グループと共同開催。オーストリア、ドイツ、英国、

デンマーク等の研究者の参加を得た。2019年10月、International 

Workshop on Food Loss and Waste Prevention targeting Southeast 

and East Asian region (Thünen Institute, UNEP,FAO,MAFF 共催) 

において上記同様の模擬分類ワークショップを開催。タイ、マカオ、

中国、台湾、インドネシア、シンガポール、ドイツ、日本等の研究

者、行政担当者の参加を得た。 

・これら先進国・新興国を含む10か国以上の専門家が参加したワーク
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ショップに加え、各国からの留学生が参加するワークショップも実施

し、本研究の分類手法が国際的適用可能性を有することを確認した。 

・ただし本研究プロジェクトの計画範囲外ではあるが、海外での実際

の調査には至っていない。実際に海外のごみに適用してその国際的適

用可能性を検証することが今後の課題である。 
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 [Abstract] 
  

Key Words:  Household food waste, Avoidable food waste, Sorting analysis of household food 

waste, SDG Target 12.3, Food Waste Index, Methodology development, Assessment of current 

situation 

 

We have developed a methodology for grasping the situation of food wastage from households, 

which will contribute to the measurement required for SDG target 12.3.  We aimed to propose 

a methodology that is internationally agreeable and adoptable, that satisfies the following 

criteria; 1) makes clear the concept of avoidable food waste, 2) is practical and does not 

overcomplicate the work of grasping the situation of food wastage, and 3) generates useful 

information for policy-making and for tackling with reduction of food waste.   

Reflecting the intention and the spirit of SDGs, we argue that the measurement for target 

12.3 should make a distinction between avoidable and non-avoidable food waste.  We 

demonstrated that this is possible, and have managed to include this view in the guidelines 

issued by UNEP.   

One of the reasons why the measurement of total food waste is being suggested in the context 

of target 12.3 is that it can be difficult to draw a line between avoidable and non-avoidable 

food waste due to differences in food customs around the world.  This issue was effectively 

mitigated by excluding "potentially avoidable food waste" from the definition of avoidable 

food waste.   

Regarding criteria 3), it is most useful to define subcategories of avoidable food waste 

reflecting the flow of food items in households, as that will enable an identification of 

behaviours that need to be targeted.  Therefore, we established a sorting table with the main 

categories A: ingredients, B: ready to be eaten food, and C: leftovers.   

We have reviewed existing classification schemes both in Japan and abroad.  Our suggested 

categories have been thoroughly discussed with our international collaborators.  Furthermore, 

we tested that the categories were internationally easy to understand, through workshops using 

photos of food waste items.   

Several sorting analyses adopting our suggested methodology were conducted in Japan, and 

their results are compared.  We could not yet produce statistically significant tendencies, 

but we found that food waste from rural areas was characterised by the presence of wasted 

homegrown vegetables.  

 


